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屋外、１階電灯設備図（改修前・後）屋外、１階電灯設備図（改修前・後）屋外、１階電灯設備図（改修前・後）屋外、１階電灯設備図（改修前・後）屋外、１階電灯設備図（改修前・後）屋外、１階電灯設備図（改修前・後）屋外、１階電灯設備図（改修前・後）E-07E-07E-07E-07E-07E-07E-07

１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）E-08E-08E-08E-08E-08E-08E-08

１階非常照明・誘導灯設備図（改修前・後）１階非常照明・誘導灯設備図（改修前・後）１階非常照明・誘導灯設備図（改修前・後）１階非常照明・誘導灯設備図（改修前・後）１階非常照明・誘導灯設備図（改修前・後）１階非常照明・誘導灯設備図（改修前・後）１階非常照明・誘導灯設備図（改修前・後）E-09E-09E-09E-09E-09E-09E-09

情報表示設備システム概要・系統図・機器参考姿図情報表示設備システム概要・系統図・機器参考姿図情報表示設備システム概要・系統図・機器参考姿図情報表示設備システム概要・系統図・機器参考姿図情報表示設備システム概要・系統図・機器参考姿図情報表示設備システム概要・系統図・機器参考姿図情報表示設備システム概要・系統図・機器参考姿図E-10E-10E-10E-10E-10E-10E-10

誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図E-11E-11E-11E-11E-11E-11E-11

１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）E-12E-12E-12E-12E-12E-12E-12

１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）E-13E-13E-13E-13E-13E-13E-13

案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図E-01E-01E-01E-01E-01E-01E-01
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I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要I．工事概要

1．工事名称1．工事名称1．工事名称1．工事名称1．工事名称1．工事名称1．工事名称

2．工事場所2．工事場所2．工事場所2．工事場所2．工事場所2．工事場所2．工事場所

3．建物概要3．建物概要3．建物概要3．建物概要3．建物概要3．建物概要3．建物概要

4．工事種目4．工事種目4．工事種目4．工事種目4．工事種目4．工事種目4．工事種目
種　　目種　　目種　　目種　　目種　　目種　　目種　　目 工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要工　事　概　要

構造・規模構造・規模構造・規模構造・規模構造・規模構造・規模構造・規模

敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積

延床面積延床面積延床面積延床面積延床面積延床面積延床面積

消防法施行令別表第1の区分消防法施行令別表第1の区分消防法施行令別表第1の区分消防法施行令別表第1の区分消防法施行令別表第1の区分消防法施行令別表第1の区分消防法施行令別表第1の区分

5．その他5．その他5．その他5．その他5．その他5．その他5．その他

幹線動力設備幹線動力設備幹線動力設備幹線動力設備幹線動力設備幹線動力設備幹線動力設備

1．適用基準1．適用基準1．適用基準1．適用基準1．適用基準1．適用基準1．適用基準 図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に図面及び特記仕様に記載されていない事項は，すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に

よる。よる。よる。よる。よる。よる。よる。

　・　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　令和4年版（以下「標仕」という。）　・　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　令和4年版（以下「標仕」という。）　・　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　令和4年版（以下「標仕」という。）　・　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　令和4年版（以下「標仕」という。）　・　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　令和4年版（以下「標仕」という。）　・　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　令和4年版（以下「標仕」という。）　・　公共建築工事標準仕様書（建築工事編）　　　　　　令和4年版（以下「標仕」という。）

　・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　　　　令和4年版

　・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　　　　令和4年版

　・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　　令和4年版

　・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　令和4年版　・　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）　　令和4年版

　・　木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　木造建築工事標準仕様書　　　　　　　　　　　　　令和4年版

　・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　　　　令和4年版

　・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　令和4年版　・　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）　　　　令和4年版

　・　敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版　・　敷地調査共通仕様書　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版

　①　建築工事監理指針（令和4年版）（以下「監理指針」という。）　①　建築工事監理指針（令和4年版）（以下「監理指針」という。）　①　建築工事監理指針（令和4年版）（以下「監理指針」という。）　①　建築工事監理指針（令和4年版）（以下「監理指針」という。）　①　建築工事監理指針（令和4年版）（以下「監理指針」という。）　①　建築工事監理指針（令和4年版）（以下「監理指針」という。）　①　建築工事監理指針（令和4年版）（以下「監理指針」という。）

　③　電気設備工事監理指針（令和4年版）　③　電気設備工事監理指針（令和4年版）　③　電気設備工事監理指針（令和4年版）　③　電気設備工事監理指針（令和4年版）　③　電気設備工事監理指針（令和4年版）　③　電気設備工事監理指針（令和4年版）　③　電気設備工事監理指針（令和4年版）

　②　建築改修工事監理指針（令和4年版）　②　建築改修工事監理指針（令和4年版）　②　建築改修工事監理指針（令和4年版）　②　建築改修工事監理指針（令和4年版）　②　建築改修工事監理指針（令和4年版）　②　建築改修工事監理指針（令和4年版）　②　建築改修工事監理指針（令和4年版）

　④　機械設備工事監理指針（令和4年版）　④　機械設備工事監理指針（令和4年版）　④　機械設備工事監理指針（令和4年版）　④　機械設備工事監理指針（令和4年版）　④　機械設備工事監理指針（令和4年版）　④　機械設備工事監理指針（令和4年版）　④　機械設備工事監理指針（令和4年版）

　・　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　令和4年版（以下「改標仕」という。）　・　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　令和4年版（以下「改標仕」という。）　・　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　令和4年版（以下「改標仕」という。）　・　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　令和4年版（以下「改標仕」という。）　・　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　令和4年版（以下「改標仕」という。）　・　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　令和4年版（以下「改標仕」という。）　・　公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）　　　　令和4年版（以下「改標仕」という。）

項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項

2．優先順位2．優先順位2．優先順位2．優先順位2．優先順位2．優先順位2．優先順位

　　（d）訂正時は，適宜とする。　　（d）訂正時は，適宜とする。　　（d）訂正時は，適宜とする。　　（d）訂正時は，適宜とする。　　（d）訂正時は，適宜とする。　　（d）訂正時は，適宜とする。　　（d）訂正時は，適宜とする。

　　 なお，変更登録は工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額のみの変　　 なお，変更登録は工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額のみの変　　 なお，変更登録は工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額のみの変　　 なお，変更登録は工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額のみの変　　 なお，変更登録は工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額のみの変　　 なお，変更登録は工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額のみの変　　 なお，変更登録は工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額のみの変

     更の場合は，原則として登録を必要としない。     更の場合は，原則として登録を必要としない。     更の場合は，原則として登録を必要としない。     更の場合は，原則として登録を必要としない。     更の場合は，原則として登録を必要としない。     更の場合は，原則として登録を必要としない。     更の場合は，原則として登録を必要としない。

4. 工程表4. 工程表4. 工程表4. 工程表4. 工程表4. 工程表4. 工程表

（1）受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に，（1）受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に，（1）受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に，（1）受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に，（1）受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に，（1）受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に，（1）受注者は，請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に，

     工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき，工事実績情報として「登録のための確認の     工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき，工事実績情報として「登録のための確認の     工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき，工事実績情報として「登録のための確認の     工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき，工事実績情報として「登録のための確認の     工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき，工事実績情報として「登録のための確認の     工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき，工事実績情報として「登録のための確認の     工事実績情報サービス（コリンズ）に基づき，工事実績情報として「登録のための確認の

     お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上，次の期限までに登録機関に登     お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上，次の期限までに登録機関に登     お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上，次の期限までに登録機関に登     お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上，次の期限までに登録機関に登     お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上，次の期限までに登録機関に登     お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上，次の期限までに登録機関に登     お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上，次の期限までに登録機関に登

     録しなければならない。     録しなければならない。     録しなければならない。     録しなければならない。     録しなければならない。     録しなければならない。     録しなければならない。

3. 工事実績データの登録3. 工事実績データの登録3. 工事実績データの登録3. 工事実績データの登録3. 工事実績データの登録3. 工事実績データの登録3. 工事実績データの登録

設計図書の優先順位は，次の順とする。設計図書の優先順位は，次の順とする。設計図書の優先順位は，次の順とする。設計図書の優先順位は，次の順とする。設計図書の優先順位は，次の順とする。設計図書の優先順位は，次の順とする。設計図書の優先順位は，次の順とする。

受注者は，設計図書に定めのある場合，又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除受注者は，設計図書に定めのある場合，又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除受注者は，設計図書に定めのある場合，又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除受注者は，設計図書に定めのある場合，又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除受注者は，設計図書に定めのある場合，又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除受注者は，設計図書に定めのある場合，又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除受注者は，設計図書に定めのある場合，又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除

き，工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き，工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き，工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き，工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き，工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き，工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き，工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。

なお，工事開始日とは，契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定めなお，工事開始日とは，契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定めなお，工事開始日とは，契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定めなお，工事開始日とは，契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定めなお，工事開始日とは，契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定めなお，工事開始日とは，契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定めなお，工事開始日とは，契約書に明示した着工の日（特記仕様書において着工の日を別に定め

た場合にあっては，その日）をいう。た場合にあっては，その日）をいう。た場合にあっては，その日）をいう。た場合にあっては，その日）をいう。た場合にあっては，その日）をいう。た場合にあっては，その日）をいう。た場合にあっては，その日）をいう。

（2）受注者は，実績登録完了後，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，（2）受注者は，実績登録完了後，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，（2）受注者は，実績登録完了後，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，（2）受注者は，実績登録完了後，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，（2）受注者は，実績登録完了後，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，（2）受注者は，実績登録完了後，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，（2）受注者は，実績登録完了後，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，

     速やかに監督員に提示しなければならない。     速やかに監督員に提示しなければならない。     速やかに監督員に提示しなければならない。     速やかに監督員に提示しなければならない。     速やかに監督員に提示しなければならない。     速やかに監督員に提示しなければならない。     速やかに監督員に提示しなければならない。

　①　質問回答書（②から⑤に対するもの）　　①　質問回答書（②から⑤に対するもの）　　①　質問回答書（②から⑤に対するもの）　　①　質問回答書（②から⑤に対するもの）　　①　質問回答書（②から⑤に対するもの）　　①　質問回答書（②から⑤に対するもの）　　①　質問回答書（②から⑤に対するもの）　

　②　補足説明書　②　補足説明書　②　補足説明書　②　補足説明書　②　補足説明書　②　補足説明書　②　補足説明書

　③　特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）　③　特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）　③　特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）　③　特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）　③　特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）　③　特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）　③　特記仕様書（営繕工事共通仕様書を含む）

　④　図面　④　図面　④　図面　④　図面　④　図面　④　図面　④　図面

　⑤　公共建築工事標準仕様書等　⑤　公共建築工事標準仕様書等　⑤　公共建築工事標準仕様書等　⑤　公共建築工事標準仕様書等　⑤　公共建築工事標準仕様書等　⑤　公共建築工事標準仕様書等　⑤　公共建築工事標準仕様書等

5. 工事の着手5. 工事の着手5. 工事の着手5. 工事の着手5. 工事の着手5. 工事の着手5. 工事の着手

◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書6. 施工計画書等6. 施工計画書等6. 施工計画書等6. 施工計画書等6. 施工計画書等6. 施工計画書等6. 施工計画書等

  並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し，監督員の承諾を受けること。  並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し，監督員の承諾を受けること。  並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し，監督員の承諾を受けること。  並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し，監督員の承諾を受けること。  並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し，監督員の承諾を受けること。  並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し，監督員の承諾を受けること。  並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し，監督員の承諾を受けること。

◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には，「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。

◎施工図，現寸図，見本等を，工事の施工に先立ち作成し，監督員の承諾を受けること。◎施工図，現寸図，見本等を，工事の施工に先立ち作成し，監督員の承諾を受けること。◎施工図，現寸図，見本等を，工事の施工に先立ち作成し，監督員の承諾を受けること。◎施工図，現寸図，見本等を，工事の施工に先立ち作成し，監督員の承諾を受けること。◎施工図，現寸図，見本等を，工事の施工に先立ち作成し，監督員の承諾を受けること。◎施工図，現寸図，見本等を，工事の施工に先立ち作成し，監督員の承諾を受けること。◎施工図，現寸図，見本等を，工事の施工に先立ち作成し，監督員の承諾を受けること。

◎受注者は，本工事の一部を下請に付する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を有した者を◎受注者は，本工事の一部を下請に付する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を有した者を◎受注者は，本工事の一部を下請に付する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を有した者を◎受注者は，本工事の一部を下請に付する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を有した者を◎受注者は，本工事の一部を下請に付する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を有した者を◎受注者は，本工事の一部を下請に付する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を有した者を◎受注者は，本工事の一部を下請に付する場合は，工事の施工に十分な能力と経験を有した者を7. 下請負人の選定7. 下請負人の選定7. 下請負人の選定7. 下請負人の選定7. 下請負人の選定7. 下請負人の選定7. 下請負人の選定

　選定すると共に，徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め　選定すると共に，徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め　選定すると共に，徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め　選定すると共に，徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め　選定すると共に，徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め　選定すると共に，徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め　選定すると共に，徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め

◎受注者は，本工事の全部若しくは一部について，指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締◎受注者は，本工事の全部若しくは一部について，指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締◎受注者は，本工事の全部若しくは一部について，指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締◎受注者は，本工事の全部若しくは一部について，指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締◎受注者は，本工事の全部若しくは一部について，指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締◎受注者は，本工事の全部若しくは一部について，指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締◎受注者は，本工事の全部若しくは一部について，指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締

8. 施工体制台帳及び8. 施工体制台帳及び8. 施工体制台帳及び8. 施工体制台帳及び8. 施工体制台帳及び8. 施工体制台帳及び8. 施工体制台帳及び

　 施工体系図　 施工体系図　 施工体系図　 施工体系図　 施工体系図　 施工体系図　 施工体系図

(1)施工体制台帳の作成(1)施工体制台帳の作成(1)施工体制台帳の作成(1)施工体制台帳の作成(1)施工体制台帳の作成(1)施工体制台帳の作成(1)施工体制台帳の作成

   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，施工体制台帳及   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，施工体制台帳及   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，施工体制台帳及   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，施工体制台帳及   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，施工体制台帳及   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，施工体制台帳及   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，施工体制台帳及

　 び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存すると　 び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存すると　 び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存すると　 び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存すると　 び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存すると　 び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存すると　 び再下請負通知書（以下「施工体制台帳」という。）を自らの責任において作成・保存すると

   ともに，施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。   ともに，施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。   ともに，施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。   ともに，施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。   ともに，施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。   ともに，施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。   ともに，施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。

(2)施工体系図の作成及び掲示(2)施工体系図の作成及び掲示(2)施工体系図の作成及び掲示(2)施工体系図の作成及び掲示(2)施工体系図の作成及び掲示(2)施工体系図の作成及び掲示(2)施工体系図の作成及び掲示

   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，各下請負者の施   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，各下請負者の施   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，各下請負者の施   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，各下請負者の施   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，各下請負者の施   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，各下請負者の施   受注者は，下請契約（以下の(3)及び(4)の場合を含む。）を締結した場合は，各下請負者の施

   工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す   工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す   工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す   工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す   工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す   工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す   工の分担関係を表示した施工体系図を作成し，公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す

(3)警備業者の記載(3)警備業者の記載(3)警備業者の記載(3)警備業者の記載(3)警備業者の記載(3)警備業者の記載(3)警備業者の記載

   受注者は，交通誘導警備員を配置するときは，警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図   受注者は，交通誘導警備員を配置するときは，警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図   受注者は，交通誘導警備員を配置するときは，警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図   受注者は，交通誘導警備員を配置するときは，警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図   受注者は，交通誘導警備員を配置するときは，警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図   受注者は，交通誘導警備員を配置するときは，警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図   受注者は，交通誘導警備員を配置するときは，警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図

   を作成・保存しなければならない。   を作成・保存しなければならない。   を作成・保存しなければならない。   を作成・保存しなければならない。   を作成・保存しなければならない。   を作成・保存しなければならない。   を作成・保存しなければならない。

(4)運搬業者の記載(4)運搬業者の記載(4)運搬業者の記載(4)運搬業者の記載(4)運搬業者の記載(4)運搬業者の記載(4)運搬業者の記載

   受注者は，土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは，運搬業者を含めて施工体制台帳及   受注者は，土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは，運搬業者を含めて施工体制台帳及   受注者は，土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは，運搬業者を含めて施工体制台帳及   受注者は，土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは，運搬業者を含めて施工体制台帳及   受注者は，土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは，運搬業者を含めて施工体制台帳及   受注者は，土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは，運搬業者を含めて施工体制台帳及   受注者は，土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは，運搬業者を含めて施工体制台帳及

   び施工体系図を作成・保存しなければならない。   び施工体系図を作成・保存しなければならない。   び施工体系図を作成・保存しなければならない。   び施工体系図を作成・保存しなければならない。   び施工体系図を作成・保存しなければならない。   び施工体系図を作成・保存しなければならない。   び施工体系図を作成・保存しなければならない。

(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出

   日から，内容に変更が生じたときは変更が生じた日から，いずれも土曜日，日曜日，祝日等を   日から，内容に変更が生じたときは変更が生じた日から，いずれも土曜日，日曜日，祝日等を   日から，内容に変更が生じたときは変更が生じた日から，いずれも土曜日，日曜日，祝日等を   日から，内容に変更が生じたときは変更が生じた日から，いずれも土曜日，日曜日，祝日等を   日から，内容に変更が生じたときは変更が生じた日から，いずれも土曜日，日曜日，祝日等を   日から，内容に変更が生じたときは変更が生じた日から，いずれも土曜日，日曜日，祝日等を   日から，内容に変更が生じたときは変更が生じた日から，いずれも土曜日，日曜日，祝日等を

　 ただし，提出日について，監督員が承諾したときはこの限りではない。　 ただし，提出日について，監督員が承諾したときはこの限りではない。　 ただし，提出日について，監督員が承諾したときはこの限りではない。　 ただし，提出日について，監督員が承諾したときはこの限りではない。　 ただし，提出日について，監督員が承諾したときはこの限りではない。　 ただし，提出日について，監督員が承諾したときはこの限りではない。　 ただし，提出日について，監督員が承諾したときはこの限りではない。

(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示

   受注者は，再下請負通知書を提出する旨の書面を，工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな   受注者は，再下請負通知書を提出する旨の書面を，工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな   受注者は，再下請負通知書を提出する旨の書面を，工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな   受注者は，再下請負通知書を提出する旨の書面を，工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな   受注者は，再下請負通知書を提出する旨の書面を，工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな   受注者は，再下請負通知書を提出する旨の書面を，工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな   受注者は，再下請負通知書を提出する旨の書面を，工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな

   ければならない。   ければならない。   ければならない。   ければならない。   ければならない。   ければならない。   ければならない。

   る法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。   る法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。   る法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。   る法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。   る法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。   る法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。   る法律に従って，工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

◎電気保安技術者は次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監◎電気保安技術者は次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監◎電気保安技術者は次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監◎電気保安技術者は次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監◎電気保安技術者は次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監◎電気保安技術者は次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監◎電気保安技術者は次の者とし，必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により，監

  督員の承諾を受けること。  督員の承諾を受けること。  督員の承諾を受けること。  督員の承諾を受けること。  督員の承諾を受けること。  督員の承諾を受けること。  督員の承諾を受けること。

　・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任　・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任　・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任　・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任　・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任　・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任　・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，その電気工作物の工事に必要な電気主任

　　技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。　　技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。　　技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。　　技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。　　技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。　　技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。　　技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。

　・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第1種又は第2種電気工事士の資格を有す　・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第1種又は第2種電気工事士の資格を有す　・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第1種又は第2種電気工事士の資格を有す　・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第1種又は第2種電気工事士の資格を有す　・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第1種又は第2種電気工事士の資格を有す　・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第1種又は第2種電気工事士の資格を有す　・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は，第1種又は第2種電気工事士の資格を有す

　　る者とする。　　る者とする。　　る者とする。　　る者とする。　　る者とする。　　る者とする。　　る者とする。

9. 電気保安技術者等9. 電気保安技術者等9. 電気保安技術者等9. 電気保安技術者等9. 電気保安技術者等9. 電気保安技術者等9. 電気保安技術者等

10. 施工中の安全確保10. 施工中の安全確保10. 施工中の安全確保10. 施工中の安全確保10. 施工中の安全確保10. 施工中の安全確保10. 施工中の安全確保

  もに, 施設の運営に支障がないよう，受注者の負担でその都度補修又は補償すること。  もに, 施設の運営に支障がないよう，受注者の負担でその都度補修又は補償すること。  もに, 施設の運営に支障がないよう，受注者の負担でその都度補修又は補償すること。  もに, 施設の運営に支障がないよう，受注者の負担でその都度補修又は補償すること。  もに, 施設の運営に支障がないよう，受注者の負担でその都度補修又は補償すること。  もに, 施設の運営に支障がないよう，受注者の負担でその都度補修又は補償すること。  もに, 施設の運営に支障がないよう，受注者の負担でその都度補修又は補償すること。

  な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと  な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと  な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと  な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと  な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと  な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと  な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと

◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう

  物の種類，位置（平面・深さ），規格，構造等を確認しなければならない。  物の種類，位置（平面・深さ），規格，構造等を確認しなければならない。  物の種類，位置（平面・深さ），規格，構造等を確認しなければならない。  物の種類，位置（平面・深さ），規格，構造等を確認しなければならない。  物の種類，位置（平面・深さ），規格，構造等を確認しなければならない。  物の種類，位置（平面・深さ），規格，構造等を確認しなければならない。  物の種類，位置（平面・深さ），規格，構造等を確認しなければならない。

◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設◎地下埋設物への影響が予想される場所では，施工に先立ち，原則として試掘を行い，当該埋設

  確認を受けてから工事着手すること。  確認を受けてから工事着手すること。  確認を受けてから工事着手すること。  確認を受けてから工事着手すること。  確認を受けてから工事着手すること。  確認を受けてから工事着手すること。  確認を受けてから工事着手すること。

　仮設材設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の　仮設材設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の　仮設材設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の　仮設材設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の　仮設材設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の　仮設材設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の　仮設材設置を含む）着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し，監督員の

◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事（仮囲い等

　法令に従い適切に処理すること。　法令に従い適切に処理すること。　法令に従い適切に処理すること。　法令に従い適切に処理すること。　法令に従い適切に処理すること。　法令に従い適切に処理すること。　法令に従い適切に処理すること。

　第496号）, 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号）その他関係　第496号）, 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号）その他関係　第496号）, 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号）その他関係　第496号）, 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号）その他関係　第496号）, 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号）その他関係　第496号）, 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号）その他関係　第496号）, 建設副産物適正処理推進要綱（平成5年1月12日 建設省建経発第3号）その他関係

　制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日付け国土交通省告示　制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日付け国土交通省告示　制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日付け国土交通省告示　制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日付け国土交通省告示　制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日付け国土交通省告示　制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日付け国土交通省告示　制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日付け国土交通省告示

◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規

◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。

　添付すること。　添付すること。　添付すること。　添付すること。　添付すること。　添付すること。　添付すること。

　札には現場代理人，監理技術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を　札には現場代理人，監理技術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を　札には現場代理人，監理技術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を　札には現場代理人，監理技術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を　札には現場代理人，監理技術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を　札には現場代理人，監理技術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を　札には現場代理人，監理技術者，主任技術者の別，氏名，会社名，工事名を記載し，顔写真を

◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名

  知徹底すること。  知徹底すること。  知徹底すること。  知徹底すること。  知徹底すること。  知徹底すること。  知徹底すること。

◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周

　ならない。　ならない。　ならない。　ならない。　ならない。　ならない。　ならない。

　いて，写真等の資料を整備及び保管し，監督員の請求があったときは，直ちに提示しなければ　いて，写真等の資料を整備及び保管し，監督員の請求があったときは，直ちに提示しなければ　いて，写真等の資料を整備及び保管し，監督員の請求があったときは，直ちに提示しなければ　いて，写真等の資料を整備及び保管し，監督員の請求があったときは，直ちに提示しなければ　いて，写真等の資料を整備及び保管し，監督員の請求があったときは，直ちに提示しなければ　いて，写真等の資料を整備及び保管し，監督員の請求があったときは，直ちに提示しなければ　いて，写真等の資料を整備及び保管し，監督員の請求があったときは，直ちに提示しなければ

　該作業を指揮する者を定め，指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況につ　該作業を指揮する者を定め，指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況につ　該作業を指揮する者を定め，指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況につ　該作業を指揮する者を定め，指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況につ　該作業を指揮する者を定め，指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況につ　該作業を指揮する者を定め，指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況につ　該作業を指揮する者を定め，指揮者の合図により行わなければならない。また，作業状況につ

◎受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当◎受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当◎受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当◎受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当◎受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当◎受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当◎受注者は，機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は，当

　含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，監督員に報告しなければならない。　含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，監督員に報告しなければならない。　含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，監督員に報告しなければならない。　含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，監督員に報告しなければならない。　含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，監督員に報告しなければならない。　含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，監督員に報告しなければならない。　含む。）を行うときは，当該作業を指揮する者を定め，監督員に報告しなければならない。

　けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を　けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を　けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を　けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を　けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を　けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を　けの作業を含む。）又は貨物自動車から卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を

◎受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛◎受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛◎受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛◎受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛◎受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛◎受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛◎受注者は，重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛

◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め，監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め，監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め，監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め，監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め，監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め，監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め，監督員に報告すること。

◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移◎受注者は，輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため，重機回送時の高さ，移

　動式クレーンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作　動式クレーンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作　動式クレーンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作　動式クレーンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作　動式クレーンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作　動式クレーンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作　動式クレーンのブームの格納，ダンプトラックの架台の下ろし等について，走行前に複数の作

　業員により確認しなければならない。　業員により確認しなければならない。　業員により確認しなければならない。　業員により確認しなければならない。　業員により確認しなければならない。　業員により確認しなければならない。　業員により確認しなければならない。

◎受注者は，トラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置◎受注者は，トラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置◎受注者は，トラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置◎受注者は，トラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置◎受注者は，トラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置◎受注者は，トラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置◎受注者は，トラック（クレーン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故防止装置

　（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を　（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を　（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を　（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を　（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を　（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を　（ブームの格納忘れを防止（警報）する装置，ブームの高さを制限する装置等）付きの車両を

　原則使用しなければならない。なお，使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。　原則使用しなければならない。なお，使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。　原則使用しなければならない。なお，使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。　原則使用しなければならない。なお，使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。　原則使用しなければならない。なお，使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。　原則使用しなければならない。なお，使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。　原則使用しなければならない。なお，使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。

◎休日，夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日，夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日，夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日，夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日，夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日，夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日，夜間に作業を行う時は，事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。

　・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版（以下「標準図」という。）　・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版（以下「標準図」という。）　・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版（以下「標準図」という。）　・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版（以下「標準図」という。）　・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版（以下「標準図」という。）　・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版（以下「標準図」という。）　・　建築工事標準詳細図　　　　　　　　　　　　　　　令和4年版（以下「標準図」という。）

　・　建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説　令和5年版　・　建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説　令和5年版　・　建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説　令和5年版　・　建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説　令和5年版　・　建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説　令和5年版　・　建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説　令和5年版　・　建築物解体工事共通仕様書（令和4年版）・同解説　令和5年版

  　（a）受注時は，契約後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。  　（a）受注時は，契約後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。  　（a）受注時は，契約後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。  　（a）受注時は，契約後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。  　（a）受注時は，契約後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。  　（a）受注時は，契約後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。  　（a）受注時は，契約後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。

       　する。       　する。       　する。       　する。       　する。       　する。       　する。

　　（b）登録内容の変更時は，変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内と　　（b）登録内容の変更時は，変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内と　　（b）登録内容の変更時は，変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内と　　（b）登録内容の変更時は，変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内と　　（b）登録内容の変更時は，変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内と　　（b）登録内容の変更時は，変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内と　　（b）登録内容の変更時は，変更があった日から土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内と

　　（c）しゅん工時は，工事しゅん工承認後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。　　（c）しゅん工時は，工事しゅん工承認後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。　　（c）しゅん工時は，工事しゅん工承認後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。　　（c）しゅん工時は，工事しゅん工承認後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。　　（c）しゅん工時は，工事しゅん工承認後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。　　（c）しゅん工時は，工事しゅん工承認後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。　　（c）しゅん工時は，工事しゅん工承認後，土曜日，日曜日，祝日等を除き14日以内とする。

　   なお，変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できる。　   なお，変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できる。　   なお，変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できる。　   なお，変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できる。　   なお，変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できる。　   なお，変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できる。　   なお，変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は，変更時の提示を省略できる。

   受注者は，施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを，下請契約を締結したときは下請契約   受注者は，施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを，下請契約を締結したときは下請契約   受注者は，施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを，下請契約を締結したときは下請契約   受注者は，施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを，下請契約を締結したときは下請契約   受注者は，施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを，下請契約を締結したときは下請契約   受注者は，施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを，下請契約を締結したときは下請契約   受注者は，施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを，下請契約を締結したときは下請契約

   除き14日内に監督員に提出し，確認を受けなければならない。   除き14日内に監督員に提出し，確認を受けなければならない。   除き14日内に監督員に提出し，確認を受けなければならない。   除き14日内に監督員に提出し，確認を受けなければならない。   除き14日内に監督員に提出し，確認を受けなければならない。   除き14日内に監督員に提出し，確認を受けなければならない。   除き14日内に監督員に提出し，確認を受けなければならない。

◎受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安◎受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安◎受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安◎受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安◎受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安◎受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安◎受注者は，工事期間中安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安

　全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても　全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても　全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても　全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても　全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても　全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても　全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から，資機材の保管状況等についても

　併せて確認すること。また，監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められ　併せて確認すること。また，監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められ　併せて確認すること。また，監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められ　併せて確認すること。また，監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められ　併せて確認すること。また，監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められ　併せて確認すること。また，監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められ　併せて確認すること。また，監督員から「資機材保管計画書」（自由様式）の提出を求められ

　た場合には，速やかに提出すること。　た場合には，速やかに提出すること。　た場合には，速やかに提出すること。　た場合には，速やかに提出すること。　た場合には，速やかに提出すること。　た場合には，速やかに提出すること。　た場合には，速やかに提出すること。

　講じ安全確保を図り，施工手順について監督員の承諾を得たうえで，指定された時間に行うこ　講じ安全確保を図り，施工手順について監督員の承諾を得たうえで，指定された時間に行うこ　講じ安全確保を図り，施工手順について監督員の承諾を得たうえで，指定された時間に行うこ　講じ安全確保を図り，施工手順について監督員の承諾を得たうえで，指定された時間に行うこ　講じ安全確保を図り，施工手順について監督員の承諾を得たうえで，指定された時間に行うこ　講じ安全確保を図り，施工手順について監督員の承諾を得たうえで，指定された時間に行うこ　講じ安全確保を図り，施工手順について監督員の承諾を得たうえで，指定された時間に行うこ

　と。　と。　と。　と。　と。　と。　と。

  資材落下に対する措置を講じなければならない。特に，飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ  資材落下に対する措置を講じなければならない。特に，飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ  資材落下に対する措置を講じなければならない。特に，飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ  資材落下に対する措置を講じなければならない。特に，飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ  資材落下に対する措置を講じなければならない。特に，飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ  資材落下に対する措置を講じなければならない。特に，飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ  資材落下に対する措置を講じなければならない。特に，飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ

　シート等の資機材については，足場の上に仮置きせず，設置又は荷下ろしするまでは，番線等　シート等の資機材については，足場の上に仮置きせず，設置又は荷下ろしするまでは，番線等　シート等の資機材については，足場の上に仮置きせず，設置又は荷下ろしするまでは，番線等　シート等の資機材については，足場の上に仮置きせず，設置又は荷下ろしするまでは，番線等　シート等の資機材については，足場の上に仮置きせず，設置又は荷下ろしするまでは，番線等　シート等の資機材については，足場の上に仮置きせず，設置又は荷下ろしするまでは，番線等　シート等の資機材については，足場の上に仮置きせず，設置又は荷下ろしするまでは，番線等

　により固定を行うこと。また，強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施について危険　により固定を行うこと。また，強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施について危険　により固定を行うこと。また，強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施について危険　により固定を行うこと。また，強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施について危険　により固定を行うこと。また，強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施について危険　により固定を行うこと。また，強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施について危険　により固定を行うこと。また，強風，大雨，大雪等の悪天候のため，作業の実施について危険

◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止と◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止と◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止と◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止と◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止と◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止と◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階（天井）のスラブはつり工事は，原則禁止と

　する。やむを得ず行う場合は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を　する。やむを得ず行う場合は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を　する。やむを得ず行う場合は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を　する。やむを得ず行う場合は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を　する。やむを得ず行う場合は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を　する。やむを得ず行う場合は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を　する。やむを得ず行う場合は，飛来落下の危険を生じるおそれがあるため，適切な防護措置を

◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防◎受注者は，高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は，墜落防止に留意し，作業日毎に「墜落防

　止チェックシート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること。　止チェックシート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること。　止チェックシート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること。　止チェックシート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること。　止チェックシート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること。　止チェックシート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること。　止チェックシート」を活用して点検を行い，その記録を保管すること。

◎受注者は，足場を設置する場合は組立，解体時において，作業前に施工手順を確認し，倒壊や◎受注者は，足場を設置する場合は組立，解体時において，作業前に施工手順を確認し，倒壊や◎受注者は，足場を設置する場合は組立，解体時において，作業前に施工手順を確認し，倒壊や◎受注者は，足場を設置する場合は組立，解体時において，作業前に施工手順を確認し，倒壊や◎受注者は，足場を設置する場合は組立，解体時において，作業前に施工手順を確認し，倒壊や◎受注者は，足場を設置する場合は組立，解体時において，作業前に施工手順を確認し，倒壊や◎受注者は，足場を設置する場合は組立，解体時において，作業前に施工手順を確認し，倒壊や

  が予想されるときは，作業を中止すること。  が予想されるときは，作業を中止すること。  が予想されるときは，作業を中止すること。  が予想されるときは，作業を中止すること。  が予想されるときは，作業を中止すること。  が予想されるときは，作業を中止すること。  が予想されるときは，作業を中止すること。

◎発生材の処理等は，次により適正に行う。◎発生材の処理等は，次により適正に行う。◎発生材の処理等は，次により適正に行う。◎発生材の処理等は，次により適正に行う。◎発生材の処理等は，次により適正に行う。◎発生材の処理等は，次により適正に行う。◎発生材の処理等は，次により適正に行う。

　 報告及び引き渡しを要する。　 報告及び引き渡しを要する。　 報告及び引き渡しを要する。　 報告及び引き渡しを要する。　 報告及び引き渡しを要する。　 報告及び引き渡しを要する。　 報告及び引き渡しを要する。

(1)工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については，(1)工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については，(1)工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については，(1)工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については，(1)工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については，(1)工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については，(1)工事による発生材のうち，文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については，

(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利

   綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管す   綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管す   綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管す   綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管す   綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管す   綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管す   綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は，工事で発生する産業廃棄物を保管す
   用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要   用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要   用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要   用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要   用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要   用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要   用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要

   る場合，または自ら運搬する場合等においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12   る場合，または自ら運搬する場合等においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12   る場合，または自ら運搬する場合等においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12   る場合，または自ら運搬する場合等においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12   る場合，または自ら運搬する場合等においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12   る場合，または自ら運搬する場合等においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12   る場合，または自ら運搬する場合等においては，廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12

   条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては，監督員に報告し指示を仰ぐ   条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては，監督員に報告し指示を仰ぐ   条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては，監督員に報告し指示を仰ぐ   条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては，監督員に報告し指示を仰ぐ   条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては，監督員に報告し指示を仰ぐ   条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては，監督員に報告し指示を仰ぐ   条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては，監督員に報告し指示を仰ぐ

   こと。   こと。   こと。   こと。   こと。   こと。   こと。

(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃

   棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。   棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。   棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。   棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。   棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。   棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。   棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。

(4)建設発生土の処理については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」(4)建設発生土の処理については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」(4)建設発生土の処理については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」(4)建設発生土の処理については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」(4)建設発生土の処理については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」(4)建設発生土の処理については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」(4)建設発生土の処理については，各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」

   による。   による。   による。   による。   による。   による。   による。

(5)解体前に，照明器具，変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し，有れば，監督員(5)解体前に，照明器具，変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し，有れば，監督員(5)解体前に，照明器具，変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し，有れば，監督員(5)解体前に，照明器具，変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し，有れば，監督員(5)解体前に，照明器具，変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し，有れば，監督員(5)解体前に，照明器具，変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し，有れば，監督員(5)解体前に，照明器具，変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し，有れば，監督員

   の指示に従うこと。   の指示に従うこと。   の指示に従うこと。   の指示に従うこと。   の指示に従うこと。   の指示に従うこと。   の指示に従うこと。

(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関

   当する機器については，家電リサイクル法により処理すること。   当する機器については，家電リサイクル法により処理すること。   当する機器については，家電リサイクル法により処理すること。   当する機器については，家電リサイクル法により処理すること。   当する機器については，家電リサイクル法により処理すること。   当する機器については，家電リサイクル法により処理すること。   当する機器については，家電リサイクル法により処理すること。

   する法律をはじめとする関係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該   する法律をはじめとする関係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該   する法律をはじめとする関係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該   する法律をはじめとする関係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該   する法律をはじめとする関係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該   する法律をはじめとする関係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該   する法律をはじめとする関係法令に基づき，作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該

(7)受注者は， 建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書(7)受注者は， 建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書(7)受注者は， 建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書(7)受注者は， 建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書(7)受注者は， 建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書(7)受注者は， 建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書(7)受注者は， 建設副産物が搬出される工事にあたっては，建設発生土は建設発生土搬出調書

   （様式3），産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されてい   （様式3），産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されてい   （様式3），産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されてい   （様式3），産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されてい   （様式3），産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されてい   （様式3），産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されてい   （様式3），産業廃棄物は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により，適正に処理されてい

　 るか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお，　 るか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお，　 るか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお，　 るか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお，　 るか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお，　 るか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお，　 るか確認するとともに，監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお，

　 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。　 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。　 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。　 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。　 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。　 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。　 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。

◎アスベスト◎アスベスト◎アスベスト◎アスベスト◎アスベスト◎アスベスト◎アスベスト

     ていないか調査し，あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は，     ていないか調査し，あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は，     ていないか調査し，あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は，     ていないか調査し，あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は，     ていないか調査し，あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は，     ていないか調査し，あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は，     ていないか調査し，あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は，

  (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され  (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され  (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され  (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され  (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され  (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され  (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され

     受注者がその結果を書類等により確認すること。なお，工事内容に変更がある場合におい     受注者がその結果を書類等により確認すること。なお，工事内容に変更がある場合におい     受注者がその結果を書類等により確認すること。なお，工事内容に変更がある場合におい     受注者がその結果を書類等により確認すること。なお，工事内容に変更がある場合におい     受注者がその結果を書類等により確認すること。なお，工事内容に変更がある場合におい     受注者がその結果を書類等により確認すること。なお，工事内容に変更がある場合におい     受注者がその結果を書類等により確認すること。なお，工事内容に変更がある場合におい

     ても同様とする。     ても同様とする。     ても同様とする。     ても同様とする。     ても同様とする。     ても同様とする。     ても同様とする。

     既存の分析調査結果の貸与（　あり　・　なし　）。     既存の分析調査結果の貸与（　あり　・　なし　）。     既存の分析調査結果の貸与（　あり　・　なし　）。     既存の分析調査結果の貸与（　あり　・　なし　）。     既存の分析調査結果の貸与（　あり　・　なし　）。     既存の分析調査結果の貸与（　あり　・　なし　）。     既存の分析調査結果の貸与（　あり　・　なし　）。

  (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び大気汚染防止法により  (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び大気汚染防止法により  (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び大気汚染防止法により  (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び大気汚染防止法により  (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び大気汚染防止法により  (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び大気汚染防止法により  (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）1.5.1及び大気汚染防止法により

     行うこと。     行うこと。     行うこと。     行うこと。     行うこと。     行うこと。     行うこと。

       ること。監督員へも結果を提出するとともに，その写しを工事の現場に備え置くこと。       ること。監督員へも結果を提出するとともに，その写しを工事の現場に備え置くこと。       ること。監督員へも結果を提出するとともに，その写しを工事の現場に備え置くこと。       ること。監督員へも結果を提出するとともに，その写しを工事の現場に備え置くこと。       ること。監督員へも結果を提出するとともに，その写しを工事の現場に備え置くこと。       ること。監督員へも結果を提出するとともに，その写しを工事の現場に備え置くこと。       ること。監督員へも結果を提出するとともに，その写しを工事の現場に備え置くこと。

　　 ・調査結果は3年間保存すること。　　 ・調査結果は3年間保存すること。　　 ・調査結果は3年間保存すること。　　 ・調査結果は3年間保存すること。　　 ・調査結果は3年間保存すること。　　 ・調査結果は3年間保存すること。　　 ・調査結果は3年間保存すること。

　　 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。　　 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。　　 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。　　 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。　　 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。　　 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。　　 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。

◎輸送災害の防止◎輸送災害の防止◎輸送災害の防止◎輸送災害の防止◎輸送災害の防止◎輸送災害の防止◎輸送災害の防止

  受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打  受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打  受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打  受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打  受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打  受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打  受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打

  合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交  合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交  合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交  合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交  合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交  合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交  合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交

  るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員  るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員  るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員  るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員  るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員  るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員  るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員

  災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え  災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え  災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え  災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え  災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え  災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え  災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え

  通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,  通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,  通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,  通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,  通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,  通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,  通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,

  に報告しなければならない。  に報告しなければならない。  に報告しなければならない。  に報告しなければならない。  に報告しなければならない。  に報告しなければならない。  に報告しなければならない。

◎過積載による違法運行の防止◎過積載による違法運行の防止◎過積載による違法運行の防止◎過積載による違法運行の防止◎過積載による違法運行の防止◎過積載による違法運行の防止◎過積載による違法運行の防止

  受注者は，過積載による違法運行の防止に関し，特に次の事項について留意し，下請負業者  受注者は，過積載による違法運行の防止に関し，特に次の事項について留意し，下請負業者  受注者は，過積載による違法運行の防止に関し，特に次の事項について留意し，下請負業者  受注者は，過積載による違法運行の防止に関し，特に次の事項について留意し，下請負業者  受注者は，過積載による違法運行の防止に関し，特に次の事項について留意し，下請負業者  受注者は，過積載による違法運行の防止に関し，特に次の事項について留意し，下請負業者  受注者は，過積載による違法運行の防止に関し，特に次の事項について留意し，下請負業者

　を指導すること。　を指導すること。　を指導すること。　を指導すること。　を指導すること。　を指導すること。　を指導すること。

　・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと　・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと　・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと　・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと　・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと　・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと　・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと

　・さし枠装備車，不表示車は使用しないこと　・さし枠装備車，不表示車は使用しないこと　・さし枠装備車，不表示車は使用しないこと　・さし枠装備車，不表示車は使用しないこと　・さし枠装備車，不表示車は使用しないこと　・さし枠装備車，不表示車は使用しないこと　・さし枠装備車，不表示車は使用しないこと

　　当に害さないこと　　当に害さないこと　　当に害さないこと　　当に害さないこと　　当に害さないこと　　当に害さないこと　　当に害さないこと

  ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては，下請事業者及び骨材納入業者の利益を不  ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては，下請事業者及び骨材納入業者の利益を不  ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては，下請事業者及び骨材納入業者の利益を不  ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては，下請事業者及び骨材納入業者の利益を不  ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては，下請事業者及び骨材納入業者の利益を不  ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては，下請事業者及び骨材納入業者の利益を不  ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては，下請事業者及び骨材納入業者の利益を不

　・過積載車両，さし枠装備車，不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと　・過積載車両，さし枠装備車，不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと　・過積載車両，さし枠装備車，不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと　・過積載車両，さし枠装備車，不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと　・過積載車両，さし枠装備車，不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと　・過積載車両，さし枠装備車，不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと　・過積載車両，さし枠装備車，不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと

  ・過積載による違法通行により，逮捕または起訴された建設業者は，指名停止措置を講ずる  ・過積載による違法通行により，逮捕または起訴された建設業者は，指名停止措置を講ずる  ・過積載による違法通行により，逮捕または起訴された建設業者は，指名停止措置を講ずる  ・過積載による違法通行により，逮捕または起訴された建設業者は，指名停止措置を講ずる  ・過積載による違法通行により，逮捕または起訴された建設業者は，指名停止措置を講ずる  ・過積載による違法通行により，逮捕または起訴された建設業者は，指名停止措置を講ずる  ・過積載による違法通行により，逮捕または起訴された建設業者は，指名停止措置を講ずる

　　場合がある　　場合がある　　場合がある　　場合がある　　場合がある　　場合がある　　場合がある

◎作業にあたって労働災害，公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ◎作業にあたって労働災害，公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ◎作業にあたって労働災害，公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ◎作業にあたって労働災害，公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ◎作業にあたって労働災害，公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ◎作業にあたって労働災害，公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ◎作業にあたって労働災害，公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ

　と。　と。　と。　と。　と。　と。　と。

◎既設配管等を破損させた場合の停電，断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について◎既設配管等を破損させた場合の停電，断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について◎既設配管等を破損させた場合の停電，断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について◎既設配管等を破損させた場合の停電，断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について◎既設配管等を破損させた場合の停電，断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について◎既設配管等を破損させた場合の停電，断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について◎既設配管等を破損させた場合の停電，断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について

　関係者と協議すること。　関係者と協議すること。　関係者と協議すること。　関係者と協議すること。　関係者と協議すること。　関係者と協議すること。　関係者と協議すること。

◎事故により，停電，断水等が発生することを考慮し，施設休業日に作業するなど，作業日を◎事故により，停電，断水等が発生することを考慮し，施設休業日に作業するなど，作業日を◎事故により，停電，断水等が発生することを考慮し，施設休業日に作業するなど，作業日を◎事故により，停電，断水等が発生することを考慮し，施設休業日に作業するなど，作業日を◎事故により，停電，断水等が発生することを考慮し，施設休業日に作業するなど，作業日を◎事故により，停電，断水等が発生することを考慮し，施設休業日に作業するなど，作業日を◎事故により，停電，断水等が発生することを考慮し，施設休業日に作業するなど，作業日を

　施設管理者と協議すること。　施設管理者と協議すること。　施設管理者と協議すること。　施設管理者と協議すること。　施設管理者と協議すること。　施設管理者と協議すること。　施設管理者と協議すること。

◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は，給水バルブの止水状況を確認する◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は，給水バルブの止水状況を確認する◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は，給水バルブの止水状況を確認する◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は，給水バルブの止水状況を確認する◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は，給水バルブの止水状況を確認する◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は，給水バルブの止水状況を確認する◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は，給水バルブの止水状況を確認する

　とともに，事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協　とともに，事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協　とともに，事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協　とともに，事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協　とともに，事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協　とともに，事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協　とともに，事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協

　議すること。　議すること。　議すること。　議すること。　議すること。　議すること。　議すること。

12. 発生材の処理等12. 発生材の処理等12. 発生材の処理等12. 発生材の処理等12. 発生材の処理等12. 発生材の処理等12. 発生材の処理等

11. 交通安全管理11. 交通安全管理11. 交通安全管理11. 交通安全管理11. 交通安全管理11. 交通安全管理11. 交通安全管理

また，次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。また，次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。また，次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。また，次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。また，次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。また，次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。また，次の図書（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）を参考とする。

　　 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。　　 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。　　 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。　　 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。　　 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。　　 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。　　 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は，JIS A 1481-1によること。

　（3）表示、掲示は次のとうり行うこと。　（3）表示、掲示は次のとうり行うこと。　（3）表示、掲示は次のとうり行うこと。　（3）表示、掲示は次のとうり行うこと。　（3）表示、掲示は次のとうり行うこと。　（3）表示、掲示は次のとうり行うこと。　（3）表示、掲示は次のとうり行うこと。

　　 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告す　　 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告す　　 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告す　　 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告す　　 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告す　　 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告す　　 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより，労働基準監督署及び自治体に報告す

　 　・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。　 　・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。　 　・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。　 　・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。　 　・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。　 　・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。　 　・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。　　・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。　　・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。　　・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。　　・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。　　・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。　　・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。

　 　・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。　 　・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。　 　・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。　 　・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。　 　・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。　 　・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。　 　・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。

　　 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。　　 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。　　 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。　　 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。　　 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。　　 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。　　 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事

鳴門市撫養町南浜鳴門市撫養町南浜鳴門市撫養町南浜鳴門市撫養町南浜鳴門市撫養町南浜鳴門市撫養町南浜鳴門市撫養町南浜

鳴門市分庁舎鳴門市分庁舎鳴門市分庁舎鳴門市分庁舎鳴門市分庁舎鳴門市分庁舎鳴門市分庁舎

1427.17（m2）1427.17（m2）1427.17（m2）1427.17（m2）1427.17（m2）1427.17（m2）1427.17（m2）

ＲＣ造　　地上2階・地下0階ＲＣ造　　地上2階・地下0階ＲＣ造　　地上2階・地下0階ＲＣ造　　地上2階・地下0階ＲＣ造　　地上2階・地下0階ＲＣ造　　地上2階・地下0階ＲＣ造　　地上2階・地下0階

改修前：別表第一　15項　改修後：別表第一　1項ロ改修前：別表第一　15項　改修後：別表第一　1項ロ改修前：別表第一　15項　改修後：別表第一　1項ロ改修前：別表第一　15項　改修後：別表第一　1項ロ改修前：別表第一　15項　改修後：別表第一　1項ロ改修前：別表第一　15項　改修後：別表第一　1項ロ改修前：別表第一　15項　改修後：別表第一　1項ロ

【既設】1,127.33（m2）、【新設】1,189.01（m2）【既設】1,127.33（m2）、【新設】1,189.01（m2）【既設】1,127.33（m2）、【新設】1,189.01（m2）【既設】1,127.33（m2）、【新設】1,189.01（m2）【既設】1,127.33（m2）、【新設】1,189.01（m2）【既設】1,127.33（m2）、【新設】1,189.01（m2）【既設】1,127.33（m2）、【新設】1,189.01（m2）

電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備

コンセント設備コンセント設備コンセント設備コンセント設備コンセント設備コンセント設備コンセント設備

図示の空気調和機電源の配管配線工事を行う。図示の空気調和機電源の配管配線工事を行う。図示の空気調和機電源の配管配線工事を行う。図示の空気調和機電源の配管配線工事を行う。図示の空気調和機電源の配管配線工事を行う。図示の空気調和機電源の配管配線工事を行う。図示の空気調和機電源の配管配線工事を行う。

図示の照明器具、スイッチ等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に図示の照明器具、スイッチ等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に図示の照明器具、スイッチ等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に図示の照明器具、スイッチ等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に図示の照明器具、スイッチ等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に図示の照明器具、スイッチ等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に図示の照明器具、スイッチ等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に

図示のコンセント等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る配管図示のコンセント等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る配管図示のコンセント等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る配管図示のコンセント等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る配管図示のコンセント等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る配管図示のコンセント等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る配管図示のコンセント等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る配管

II. 工事共通仕様書II. 工事共通仕様書II. 工事共通仕様書II. 工事共通仕様書II. 工事共通仕様書II. 工事共通仕様書II. 工事共通仕様書

非常照明･誘導灯設備非常照明･誘導灯設備非常照明･誘導灯設備非常照明･誘導灯設備非常照明･誘導灯設備非常照明･誘導灯設備非常照明･誘導灯設備

電話･情報用配管設備電話･情報用配管設備電話･情報用配管設備電話･情報用配管設備電話･情報用配管設備電話･情報用配管設備電話･情報用配管設備

図示の非常照明、誘導等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る図示の非常照明、誘導等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る図示の非常照明、誘導等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る図示の非常照明、誘導等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る図示の非常照明、誘導等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る図示の非常照明、誘導等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る図示の非常照明、誘導等器具類の取付及び既設分電盤より各器具に至る

図示の電話、情報受口までの配管工事を行う。図示の電話、情報受口までの配管工事を行う。図示の電話、情報受口までの配管工事を行う。図示の電話、情報受口までの配管工事を行う。図示の電話、情報受口までの配管工事を行う。図示の電話、情報受口までの配管工事を行う。図示の電話、情報受口までの配管工事を行う。

テレビ共聴設備テレビ共聴設備テレビ共聴設備テレビ共聴設備テレビ共聴設備テレビ共聴設備テレビ共聴設備

自動火災報知設備自動火災報知設備自動火災報知設備自動火災報知設備自動火災報知設備自動火災報知設備自動火災報知設備

図示のテレビ受口までの配管配線工事を行う。図示のテレビ受口までの配管配線工事を行う。図示のテレビ受口までの配管配線工事を行う。図示のテレビ受口までの配管配線工事を行う。図示のテレビ受口までの配管配線工事を行う。図示のテレビ受口までの配管配線工事を行う。図示のテレビ受口までの配管配線工事を行う。

消防法に基づく本工事建物の自動火災報知設備を施工を行う。消防法に基づく本工事建物の自動火災報知設備を施工を行う。消防法に基づく本工事建物の自動火災報知設備を施工を行う。消防法に基づく本工事建物の自動火災報知設備を施工を行う。消防法に基づく本工事建物の自動火災報知設備を施工を行う。消防法に基づく本工事建物の自動火災報知設備を施工を行う。消防法に基づく本工事建物の自動火災報知設備を施工を行う。

撤去工事撤去工事撤去工事撤去工事撤去工事撤去工事撤去工事 図示の器具、配管配線類の撤去工事を行う。図示の器具、配管配線類の撤去工事を行う。図示の器具、配管配線類の撤去工事を行う。図示の器具、配管配線類の撤去工事を行う。図示の器具、配管配線類の撤去工事を行う。図示の器具、配管配線類の撤去工事を行う。図示の器具、配管配線類の撤去工事を行う。

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事

至る配管配線工事を行う。至る配管配線工事を行う。至る配管配線工事を行う。至る配管配線工事を行う。至る配管配線工事を行う。至る配管配線工事を行う。至る配管配線工事を行う。

配線工事を行う。配線工事を行う。配線工事を行う。配線工事を行う。配線工事を行う。配線工事を行う。配線工事を行う。

配管配線工事を行う。配管配線工事を行う。配管配線工事を行う。配管配線工事を行う。配管配線工事を行う。配管配線工事を行う。配管配線工事を行う。

  なければならない。  なければならない。  なければならない。  なければならない。  なければならない。  なければならない。  なければならない。

  結してはならない。  結してはならない。  結してはならない。  結してはならない。  結してはならない。  結してはならない。  結してはならない。

受注者は，契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は，契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は，契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は，契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は，契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は，契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は，契約書に基づく工程表を提出すること。

◎仮囲いを設置する場合は，設置後に点検を行い，その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は，設置後に点検を行い，その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は，設置後に点検を行い，その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は，設置後に点検を行い，その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は，設置後に点検を行い，その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は，設置後に点検を行い，その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は，設置後に点検を行い，その記録を保管すること。



　提出しなければならない。　提出しなければならない。　提出しなければならない。　提出しなければならない。　提出しなければならない。　提出しなければならない。　提出しなければならない。

◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

　法令等に基づき確認しなければならない。　法令等に基づき確認しなければならない。　法令等に基づき確認しなければならない。　法令等に基づき確認しなければならない。　法令等に基づき確認しなければならない。　法令等に基づき確認しなければならない。　法令等に基づき確認しなければならない。

IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345 事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

共-02共-02共-02共-02共-02共-02共-02

共通仕様書(2)共通仕様書(2)共通仕様書(2)共通仕様書(2)共通仕様書(2)共通仕様書(2)共通仕様書(2) －－－－－－－

特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項章章章章章章章 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項 章章章章章章章 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 章章章章章章章 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項
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項 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工◎資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工◎資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工◎資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工◎資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工◎資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工◎資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）及び建設工

  事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という」。）に基づく  事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という」。）に基づく  事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という」。）に基づく  事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という」。）に基づく  事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という」。）に基づく  事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という」。）に基づく  事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」という」。）に基づく

  対応は，以下のとおり行うこと。  対応は，以下のとおり行うこと。  対応は，以下のとおり行うこと。  対応は，以下のとおり行うこと。  対応は，以下のとおり行うこと。  対応は，以下のとおり行うこと。  対応は，以下のとおり行うこと。

 （1)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に （1)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に （1)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に （1)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に （1)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に （1)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に （1)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に

     関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定     関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定     関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定     関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定     関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定     関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定     関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定

     される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の     される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の     される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の     される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の     される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の     される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の     される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事（以下「一定規模以上の

     工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む。），土砂，砕石，加熱アス     工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む。），土砂，砕石，加熱アス     工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む。），土砂，砕石，加熱アス     工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む。），土砂，砕石，加熱アス     工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む。），土砂，砕石，加熱アス     工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む。），土砂，砕石，加熱アス     工事」という。）において，コンクリート（二次製品を含む。），土砂，砕石，加熱アス

     ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合セン     ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合セン     ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合セン     ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合セン     ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合セン     ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合セン     ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合セン

     ターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画     ターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画     ターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画     ターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画     ターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画     ターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画     ターの建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」という。）により再生資源利用計画

     書を作成し，監督員に提出すること。     書を作成し，監督員に提出すること。     書を作成し，監督員に提出すること。     書を作成し，監督員に提出すること。     書を作成し，監督員に提出すること。     書を作成し，監督員に提出すること。     書を作成し，監督員に提出すること。

 （2)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る （2)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る （2)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る （2)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る （2)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る （2)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る （2)受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る

     の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7     の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7     の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7     の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7     の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7     の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7     の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第20号）第7

     条で規定される工事又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，ア     条で規定される工事又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，ア     条で規定される工事又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，ア     条で規定される工事又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，ア     条で規定される工事又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，ア     条で規定される工事又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，ア     条で規定される工事又は一定規模以上の工事において，建設発生土，コンクリート塊，ア

     スファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か     スファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か     スファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か     スファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か     スファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か     スファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か     スファルト・コンクリート塊，建設発生木材，建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か

     ら搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員に提出する     ら搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員に提出する     ら搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員に提出する     ら搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員に提出する     ら搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員に提出する     ら搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員に提出する     ら搬出する場合には，COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し，監督員に提出する

     こと。     こと。     こと。     こと。     こと。     こと。     こと。

 （3)受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示 （3)受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示 （3)受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示 （3)受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示 （3)受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示 （3)受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示 （3)受注者は，上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示

     も可）すること。     も可）すること。     も可）すること。     も可）すること。     も可）すること。     も可）すること。     も可）すること。

 （4)受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を （4)受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を （4)受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を （4)受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を （4)受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を （4)受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を （4)受注者は，上記計画書に変更が生じた場合は，速やかに計画を変更し，その変更の内容を

     監督員に報告すること。     監督員に報告すること。     監督員に報告すること。     監督員に報告すること。     監督員に報告すること。     監督員に報告すること。     監督員に報告すること。

     施書を作成し，監督員に提出すること。     施書を作成し，監督員に提出すること。     施書を作成し，監督員に提出すること。     施書を作成し，監督員に提出すること。     施書を作成し，監督員に提出すること。     施書を作成し，監督員に提出すること。     施書を作成し，監督員に提出すること。

 （5)受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 （5)受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 （5)受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 （5)受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 （5)受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 （5)受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 （5)受注者は，工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実

 （6)受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 （6)受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 （6)受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 （6)受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 （6)受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 （6)受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 （6)受注者は，上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。

 （7)受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について， （7)受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について， （7)受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について， （7)受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について， （7)受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について， （7)受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について， （7)受注者は，COBRISの入力において，資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について，

     その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生     その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生     その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生     その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生     その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生     その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生     その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし，バージン材を使用する生

     コンクリート及び購入土を除くものとする。     コンクリート及び購入土を除くものとする。     コンクリート及び購入土を除くものとする。     コンクリート及び購入土を除くものとする。     コンクリート及び購入土を除くものとする。     コンクリート及び購入土を除くものとする。     コンクリート及び購入土を除くものとする。

◎建設リサイクル法通知済証の掲示◎建設リサイクル法通知済証の掲示◎建設リサイクル法通知済証の掲示◎建設リサイクル法通知済証の掲示◎建設リサイクル法通知済証の掲示◎建設リサイクル法通知済証の掲示◎建設リサイクル法通知済証の掲示

　受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る　受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る　受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る　受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る　受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る　受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る　受注者は，建設リサイクル法に基づく対象建設工事（特定建設資材を用いた建築物等に係る

  事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで  事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで  事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで  事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで  事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで  事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで  事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了するまで

  イクル法施行令で定める基準以上のもの）においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工  イクル法施行令で定める基準以上のもの）においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工  イクル法施行令で定める基準以上のもの）においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工  イクル法施行令で定める基準以上のもの）においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工  イクル法施行令で定める基準以上のもの）においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工  イクル法施行令で定める基準以上のもの）においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工  イクル法施行令で定める基準以上のもの）においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工

  解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサ  解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサ  解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサ  解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサ  解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサ  解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサ  解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって，その規模が建設リサ

  存置しておかなければならない。  存置しておかなければならない。  存置しておかなければならない。  存置しておかなければならない。  存置しておかなければならない。  存置しておかなければならない。  存置しておかなければならない。

  また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし，「徳島  また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし，「徳島  また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし，「徳島  また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし，「徳島  また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし，「徳島  また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし，「徳島  また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし，「徳島

  県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出すること。なお，「建設リサイク  県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出すること。なお，「建設リサイク  県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出すること。なお，「建設リサイク  県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出すること。なお，「建設リサイク  県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出すること。なお，「建設リサイク  県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出すること。なお，「建設リサイク  県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】｣に基づき提出すること。なお，「建設リサイク

  ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。  ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。  ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。  ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。  ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。  ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。  ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知

　受注者は，建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき，特記に土工事の記載　受注者は，建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき，特記に土工事の記載　受注者は，建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき，特記に土工事の記載　受注者は，建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき，特記に土工事の記載　受注者は，建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき，特記に土工事の記載　受注者は，建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき，特記に土工事の記載　受注者は，建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき，特記に土工事の記載

　がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地，搬出量）　がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地，搬出量）　がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地，搬出量）　がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地，搬出量）　がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地，搬出量）　がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地，搬出量）　がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等（搬出先の名称及び所在地，搬出量）

　と，前項で行った確認結果を，委託した搬出者に対して，法令等に基づいて通知しなければ　と，前項で行った確認結果を，委託した搬出者に対して，法令等に基づいて通知しなければ　と，前項で行った確認結果を，委託した搬出者に対して，法令等に基づいて通知しなければ　と，前項で行った確認結果を，委託した搬出者に対して，法令等に基づいて通知しなければ　と，前項で行った確認結果を，委託した搬出者に対して，法令等に基づいて通知しなければ　と，前項で行った確認結果を，委託した搬出者に対して，法令等に基づいて通知しなければ　と，前項で行った確認結果を，委託した搬出者に対して，法令等に基づいて通知しなければ

　ならない。　ならない。　ならない。　ならない。　ならない。　ならない。　ならない。

13. 材料・製品等13. 材料・製品等13. 材料・製品等13. 材料・製品等13. 材料・製品等13. 材料・製品等13. 材料・製品等 ◎本工事に使用する建築材料，設備機材等（以下「建材等」という）は，設計図書に規定する◎本工事に使用する建築材料，設備機材等（以下「建材等」という）は，設計図書に規定する◎本工事に使用する建築材料，設備機材等（以下「建材等」という）は，設計図書に規定する◎本工事に使用する建築材料，設備機材等（以下「建材等」という）は，設計図書に規定する◎本工事に使用する建築材料，設備機材等（以下「建材等」という）は，設計図書に規定する◎本工事に使用する建築材料，設備機材等（以下「建材等」という）は，設計図書に規定する◎本工事に使用する建築材料，設備機材等（以下「建材等」という）は，設計図書に規定する

　所要の品質及び性能を有するものとする。　所要の品質及び性能を有するものとする。　所要の品質及び性能を有するものとする。　所要の品質及び性能を有するものとする。　所要の品質及び性能を有するものとする。　所要の品質及び性能を有するものとする。　所要の品質及び性能を有するものとする。

◎受注者は，建材等の発注の際には，発注前に，品質及び性能に関して記載された工種別施工◎受注者は，建材等の発注の際には，発注前に，品質及び性能に関して記載された工種別施工◎受注者は，建材等の発注の際には，発注前に，品質及び性能に関して記載された工種別施工◎受注者は，建材等の発注の際には，発注前に，品質及び性能に関して記載された工種別施工◎受注者は，建材等の発注の際には，発注前に，品質及び性能に関して記載された工種別施工◎受注者は，建材等の発注の際には，発注前に，品質及び性能に関して記載された工種別施工◎受注者は，建材等の発注の際には，発注前に，品質及び性能に関して記載された工種別施工

  計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし，設計図書に定  計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし，設計図書に定  計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし，設計図書に定  計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし，設計図書に定  計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし，設計図書に定  計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし，設計図書に定  計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし，設計図書に定

  めるJIS又はJASの材料で，JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ  めるJIS又はJASの材料で，JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ  めるJIS又はJASの材料で，JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ  めるJIS又はJASの材料で，JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ  めるJIS又はJASの材料で，JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ  めるJIS又はJASの材料で，JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ  めるJIS又はJASの材料で，JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ

  め監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。  め監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。  め監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。  め監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。  め監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。  め監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。  め監督職員の承諾を受けた場合は，この限りでない。

　なお, 各専門特記仕様書中，「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人　なお, 各専門特記仕様書中，「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人　なお, 各専門特記仕様書中，「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人　なお, 各専門特記仕様書中，「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人　なお, 各専門特記仕様書中，「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人　なお, 各専門特記仕様書中，「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人　なお, 各専門特記仕様書中，「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人

　公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新　公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新　公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新　公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新　公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新　公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新　公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿（最新版）」及び「設備機材等評価名簿（最新

　版）」記載品を指すものとする。 　版）」記載品を指すものとする。 　版）」記載品を指すものとする。 　版）」記載品を指すものとする。 　版）」記載品を指すものとする。 　版）」記載品を指すものとする。 　版）」記載品を指すものとする。 

◎受領書の交付◎受領書の交付◎受領書の交付◎受領書の交付◎受領書の交付◎受領書の交付◎受領書の交付

　受注者は，土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは，法令等に基づ　受注者は，土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは，法令等に基づ　受注者は，土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは，法令等に基づ　受注者は，土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは，法令等に基づ　受注者は，土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは，法令等に基づ　受注者は，土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは，法令等に基づ　受注者は，土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは，法令等に基づ

　き，速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。　き，速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。　き，速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。　き，速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。　き，速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。　き，速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。　き，速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等

　受注者は，再生資源利用促進計画書の作成に当たり，建設発生土を工事現場から搬出する場　受注者は，再生資源利用促進計画書の作成に当たり，建設発生土を工事現場から搬出する場　受注者は，再生資源利用促進計画書の作成に当たり，建設発生土を工事現場から搬出する場　受注者は，再生資源利用促進計画書の作成に当たり，建設発生土を工事現場から搬出する場　受注者は，再生資源利用促進計画書の作成に当たり，建設発生土を工事現場から搬出する場　受注者は，再生資源利用促進計画書の作成に当たり，建設発生土を工事現場から搬出する場　受注者は，再生資源利用促進計画書の作成に当たり，建設発生土を工事現場から搬出する場

　合は，工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策　合は，工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策　合は，工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策　合は，工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策　合は，工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策　合は，工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策　合は，工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策

　法等の手続き状況や，搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて，　法等の手続き状況や，搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて，　法等の手続き状況や，搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて，　法等の手続き状況や，搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて，　法等の手続き状況や，搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて，　法等の手続き状況や，搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて，　法等の手続き状況や，搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて，

　　また，確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに，工事現場　　また，確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに，工事現場　　また，確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに，工事現場　　また，確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに，工事現場　　また，確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに，工事現場　　また，確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに，工事現場　　また，確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに，工事現場

　において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。　において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。　において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。　において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。　において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。　において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。　において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

　受注者は，建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは，法令　受注者は，建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは，法令　受注者は，建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは，法令　受注者は，建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは，法令　受注者は，建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは，法令　受注者は，建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは，法令　受注者は，建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは，法令

　等に基づき，速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め，受領書に記載された事項が再　等に基づき，速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め，受領書に記載された事項が再　等に基づき，速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め，受領書に記載された事項が再　等に基づき，速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め，受領書に記載された事項が再　等に基づき，速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め，受領書に記載された事項が再　等に基づき，速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め，受領書に記載された事項が再　等に基づき，速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め，受領書に記載された事項が再

　生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに，監督員に写しを　生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに，監督員に写しを　生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに，監督員に写しを　生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに，監督員に写しを　生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに，監督員に写しを　生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに，監督員に写しを　生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに，監督員に写しを

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事

　材であることの証明は不要とする。　材であることの証明は不要とする。　材であることの証明は不要とする。　材であることの証明は不要とする。　材であることの証明は不要とする。　材であることの証明は不要とする。　材であることの証明は不要とする。

　1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ　1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ　1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ　1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ　1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ　1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ　1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ

　いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日　いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日　いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日　いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日　いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日　いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日　いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日

　より前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木　より前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木　より前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木　より前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木　より前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木　より前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木　より前に契約を締結していることを記載した場合には，上記ガイドラインに定める合法な木

　に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし，平成18年4月　に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし，平成18年4月　に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし，平成18年4月　に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし，平成18年4月　に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし，平成18年4月　に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし，平成18年4月　に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし，平成18年4月

　「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」　「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」　「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」　「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」　「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」　「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」　「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン（平成18年2月15日）」

　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の　また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の

　諾を得るものとする。　諾を得るものとする。　諾を得るものとする。　諾を得るものとする。　諾を得るものとする。　諾を得るものとする。　諾を得るものとする。

　由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承　由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承　由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承　由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承　由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承　由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承　由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承

　「品質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理　「品質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理　「品質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理　「品質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理　「品質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理　「品質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理　「品質認証」を含む。）が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理

　ルボード, 繊維板, 木質系セメント板）については, 合法性に係る確認（「産地認証」及び　ルボード, 繊維板, 木質系セメント板）については, 合法性に係る確認（「産地認証」及び　ルボード, 繊維板, 木質系セメント板）については, 合法性に係る確認（「産地認証」及び　ルボード, 繊維板, 木質系セメント板）については, 合法性に係る確認（「産地認証」及び　ルボード, 繊維板, 木質系セメント板）については, 合法性に係る確認（「産地認証」及び　ルボード, 繊維板, 木質系セメント板）については, 合法性に係る確認（「産地認証」及び　ルボード, 繊維板, 木質系セメント板）については, 合法性に係る確認（「産地認証」及び

◎製材等（製材, 集成材, 合板, 単板積層材）, フローリング, 再生木質ボード（パーティク◎製材等（製材, 集成材, 合板, 単板積層材）, フローリング, 再生木質ボード（パーティク◎製材等（製材, 集成材, 合板, 単板積層材）, フローリング, 再生木質ボード（パーティク◎製材等（製材, 集成材, 合板, 単板積層材）, フローリング, 再生木質ボード（パーティク◎製材等（製材, 集成材, 合板, 単板積層材）, フローリング, 再生木質ボード（パーティク◎製材等（製材, 集成材, 合板, 単板積層材）, フローリング, 再生木質ボード（パーティク◎製材等（製材, 集成材, 合板, 単板積層材）, フローリング, 再生木質ボード（パーティク

  の仕様及び指定工法による。  の仕様及び指定工法による。  の仕様及び指定工法による。  の仕様及び指定工法による。  の仕様及び指定工法による。  の仕様及び指定工法による。  の仕様及び指定工法による。

◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて，当該製品◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて，当該製品◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて，当該製品◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて，当該製品◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて，当該製品◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて，当該製品◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて，当該製品

     しないか，発散が極めて少ないものとする。     しないか，発散が極めて少ないものとする。     しないか，発散が極めて少ないものとする。     しないか，発散が極めて少ないものとする。     しないか，発散が極めて少ないものとする。     しないか，発散が極めて少ないものとする。     しないか，発散が極めて少ないものとする。

  受注者は，加熱アスファルト混合物を使用するときは，原則として，「徳島県土木工事用  受注者は，加熱アスファルト混合物を使用するときは，原則として，「徳島県土木工事用  受注者は，加熱アスファルト混合物を使用するときは，原則として，「徳島県土木工事用  受注者は，加熱アスファルト混合物を使用するときは，原則として，「徳島県土木工事用  受注者は，加熱アスファルト混合物を使用するときは，原則として，「徳島県土木工事用  受注者は，加熱アスファルト混合物を使用するときは，原則として，「徳島県土木工事用  受注者は，加熱アスファルト混合物を使用するときは，原則として，「徳島県土木工事用

15. 施工15. 施工15. 施工15. 施工15. 施工15. 施工15. 施工

  に記載）を提出し，監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。  に記載）を提出し，監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。  に記載）を提出し，監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。  に記載）を提出し，監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。  に記載）を提出し，監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。  に記載）を提出し，監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。  に記載）を提出し，監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。

◎試験等によらなければ確認できない工事（製品）については, 試験等計画書（施工計画書◎試験等によらなければ確認できない工事（製品）については, 試験等計画書（施工計画書◎試験等によらなければ確認できない工事（製品）については, 試験等計画書（施工計画書◎試験等によらなければ確認できない工事（製品）については, 試験等計画書（施工計画書◎試験等によらなければ確認できない工事（製品）については, 試験等計画書（施工計画書◎試験等によらなければ確認できない工事（製品）については, 試験等計画書（施工計画書◎試験等によらなければ確認できない工事（製品）については, 試験等計画書（施工計画書

  の検査等を受け，承諾を受けて次の工程に進むこと。  の検査等を受け，承諾を受けて次の工程に進むこと。  の検査等を受け，承諾を受けて次の工程に進むこと。  の検査等を受け，承諾を受けて次の工程に進むこと。  の検査等を受け，承諾を受けて次の工程に進むこと。  の検査等を受け，承諾を受けて次の工程に進むこと。  の検査等を受け，承諾を受けて次の工程に進むこと。

◎設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員◎設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員◎設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員◎設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員◎設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員◎設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員◎設計図書（各施工計画書を含む）に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員

　名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。　名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。　名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。　名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。　名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。　名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。　名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。

◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については，工事着手前に資格者

  し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。  し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。  し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。  し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。  し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。  し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。  し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。

  は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直  は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直  は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直  は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直  は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直  は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直  は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直

◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合

　その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとること。　その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとること。　その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとること。　その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとること。　その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとること。　その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとること。　その原因を検討し，再発防止のための必要な処置をとること。

　値を外れるなど疑義が生じた場合は，品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また，　値を外れるなど疑義が生じた場合は，品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また，　値を外れるなど疑義が生じた場合は，品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また，　値を外れるなど疑義が生じた場合は，品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また，　値を外れるなど疑義が生じた場合は，品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また，　値を外れるなど疑義が生じた場合は，品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また，　値を外れるなど疑義が生じた場合は，品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また，

◎品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき，確認，試験又は検査を行うこと。結果が管理◎品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき，確認，試験又は検査を行うこと。結果が管理◎品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき，確認，試験又は検査を行うこと。結果が管理◎品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき，確認，試験又は検査を行うこと。結果が管理◎品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき，確認，試験又は検査を行うこと。結果が管理◎品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき，確認，試験又は検査を行うこと。結果が管理◎品質管理は，適切な時期に品質計画に基づき，確認，試験又は検査を行うこと。結果が管理

◎工事現場に監督員は常駐できないので，疑問な点，その他打合せ決定を要する事項は，監督◎工事現場に監督員は常駐できないので，疑問な点，その他打合せ決定を要する事項は，監督◎工事現場に監督員は常駐できないので，疑問な点，その他打合せ決定を要する事項は，監督◎工事現場に監督員は常駐できないので，疑問な点，その他打合せ決定を要する事項は，監督◎工事現場に監督員は常駐できないので，疑問な点，その他打合せ決定を要する事項は，監督◎工事現場に監督員は常駐できないので，疑問な点，その他打合せ決定を要する事項は，監督◎工事現場に監督員は常駐できないので，疑問な点，その他打合せ決定を要する事項は，監督

　又は不都合な場合が生じたときは，標仕記載の「疑義に対する協議等」による。　又は不都合な場合が生じたときは，標仕記載の「疑義に対する協議等」による。　又は不都合な場合が生じたときは，標仕記載の「疑義に対する協議等」による。　又は不都合な場合が生じたときは，標仕記載の「疑義に対する協議等」による。　又は不都合な場合が生じたときは，標仕記載の「疑義に対する協議等」による。　又は不都合な場合が生じたときは，標仕記載の「疑義に対する協議等」による。　又は不都合な場合が生じたときは，標仕記載の「疑義に対する協議等」による。

◎設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難◎設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難◎設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難◎設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難◎設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難◎設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難◎設計図書に疑義が生じたり，現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難

◎本工事に使用する建築材料は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，◎本工事に使用する建築材料は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，◎本工事に使用する建築材料は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，◎本工事に使用する建築材料は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，◎本工事に使用する建築材料は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，◎本工事に使用する建築材料は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，◎本工事に使用する建築材料は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし，

　次の（1）から（5）を満たすものとする。　次の（1）から（5）を満たすものとする。　次の（1）から（5）を満たすものとする。　次の（1）から（5）を満たすものとする。　次の（1）から（5）を満たすものとする。　次の（1）から（5）を満たすものとする。　次の（1）から（5）を満たすものとする。

　(1)合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，MDF，パーティクル　(1)合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，MDF，パーティクル　(1)合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，MDF，パーティクル　(1)合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，MDF，パーティクル　(1)合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，MDF，パーティクル　(1)合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，MDF，パーティクル　(1)合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，MDF，パーティクル

　　 ボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は，ホルムアルデヒドを発散　　 ボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は，ホルムアルデヒドを発散　　 ボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は，ホルムアルデヒドを発散　　 ボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は，ホルムアルデヒドを発散　　 ボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は，ホルムアルデヒドを発散　　 ボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は，ホルムアルデヒドを発散　　 ボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は，ホルムアルデヒドを発散

　(2)保温材，緩衝材，断熱材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極　(2)保温材，緩衝材，断熱材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極　(2)保温材，緩衝材，断熱材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極　(2)保温材，緩衝材，断熱材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極　(2)保温材，緩衝材，断熱材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極　(2)保温材，緩衝材，断熱材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極　(2)保温材，緩衝材，断熱材は，ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか，発散が極

     めて少ないものとする。     めて少ないものとする。     めて少ないものとする。     めて少ないものとする。     めて少ないものとする。     めて少ないものとする。     めて少ないものとする。

　(3)接着剤は，フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮　(3)接着剤は，フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮　(3)接着剤は，フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮　(3)接着剤は，フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮　(3)接着剤は，フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮　(3)接着剤は，フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮　(3)接着剤は，フタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない揮

     発性の可塑剤を使用し，ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，     発性の可塑剤を使用し，ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，     発性の可塑剤を使用し，ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，     発性の可塑剤を使用し，ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，     発性の可塑剤を使用し，ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，     発性の可塑剤を使用し，ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，     発性の可塑剤を使用し，ホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，キシレン，

     エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     エチルベンゼンを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

　(4)塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを　(4)塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを　(4)塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを　(4)塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを　(4)塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを　(4)塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを　(4)塗料（塗り床を含む）は，ホルムアルデヒド，トルエン，キシレン，エチルベンゼンを

     は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     は，ホルムアルデヒドを発散しないか，発散が極めて少ないものとする。
　(5)(1)，(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器等　(5)(1)，(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器等　(5)(1)，(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器等　(5)(1)，(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器等　(5)(1)，(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器等　(5)(1)，(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器等　(5)(1)，(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具，書架，実験台，その他の什器等

     発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     発散しないか，発散が極めて少ないものとする。     発散しないか，発散が極めて少ないものとする。

14. 化学物質を発散する14. 化学物質を発散する14. 化学物質を発散する14. 化学物質を発散する14. 化学物質を発散する14. 化学物質を発散する14. 化学物質を発散する

　　建築材料等　　建築材料等　　建築材料等　　建築材料等　　建築材料等　　建築材料等　　建築材料等

◎県内産再生砕石の原則使用◎県内産再生砕石の原則使用◎県内産再生砕石の原則使用◎県内産再生砕石の原則使用◎県内産再生砕石の原則使用◎県内産再生砕石の原則使用◎県内産再生砕石の原則使用

　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関す　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関す　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関す　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関す　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関す　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関す　受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設（廃棄物の処理及び清掃に関す

  る法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2  る法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2  る法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2  る法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2  る法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2  る法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2  る法律（昭和45年法律第137号）第15条第1項に基づく許可を有する施設（同法第15条の2

  の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用  の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用  の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用  の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用  の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用  の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用  の6第1項に基づく変更の許可において同じ。））で製造された再生砕石を原則として使用

  しなければならない。  しなければならない。  しなければならない。  しなければならない。  しなければならない。  しなければならない。  しなければならない。

◎アスファルト舗装の材料◎アスファルト舗装の材料◎アスファルト舗装の材料◎アスファルト舗装の材料◎アスファルト舗装の材料◎アスファルト舗装の材料◎アスファルト舗装の材料

  た合材を原則として使用しなければならない。  た合材を原則として使用しなければならない。  た合材を原則として使用しなければならない。  た合材を原則として使用しなければならない。  た合材を原則として使用しなければならない。  た合材を原則として使用しなければならない。  た合材を原則として使用しなければならない。

  生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され  生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され  生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され  生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され  生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され  生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され  生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され

  表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。  表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。  表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。  表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。  表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。  表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。  表）の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。

  械）は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書（検査記録  械）は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書（検査記録  械）は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書（検査記録  械）は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書（検査記録  械）は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書（検査記録  械）は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書（検査記録  械）は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書（検査記録
  本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機  本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機  本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機  本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機  本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機  本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機  本工事で使用する建設機械（労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機

◎特定自主検査◎特定自主検査◎特定自主検査◎特定自主検査◎特定自主検査◎特定自主検査◎特定自主検査

  遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。  遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。  遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。  遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。  遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。  遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。  遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。

◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において，「営繕工事の◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において，「営繕工事の◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において，「営繕工事の◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において，「営繕工事の◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において，「営繕工事の◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において，「営繕工事の◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円以上の場合において，「営繕工事の

  ことができる。  ことができる。  ことができる。  ことができる。  ことができる。  ことができる。  ことができる。

  施を希望する場合は，「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する  施を希望する場合は，「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する  施を希望する場合は，「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する  施を希望する場合は，「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する  施を希望する場合は，「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する  施を希望する場合は，「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する  施を希望する場合は，「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する
17. 遠隔臨場の試行17. 遠隔臨場の試行17. 遠隔臨場の試行17. 遠隔臨場の試行17. 遠隔臨場の試行17. 遠隔臨場の試行17. 遠隔臨場の試行 ◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において，遠隔臨場の実◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において，遠隔臨場の実◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において，遠隔臨場の実◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において，遠隔臨場の実◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において，遠隔臨場の実◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において，遠隔臨場の実◎受注者は，当初請負対象金額（設計金額）が税込7千万円未満の場合において，遠隔臨場の実

◎不正軽油の使用禁止◎不正軽油の使用禁止◎不正軽油の使用禁止◎不正軽油の使用禁止◎不正軽油の使用禁止◎不正軽油の使用禁止◎不正軽油の使用禁止

　受注者は，ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は，地方税法（昭和　受注者は，ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は，地方税法（昭和　受注者は，ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は，地方税法（昭和　受注者は，ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は，地方税法（昭和　受注者は，ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は，地方税法（昭和　受注者は，ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は，地方税法（昭和　受注者は，ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は，地方税法（昭和

  また，受注者は，県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。  また，受注者は，県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。  また，受注者は，県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。  また，受注者は，県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。  また，受注者は，県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。  また，受注者は，県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。  また，受注者は，県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。

  25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。  25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。  25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。  25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。  25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。  25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。  25年法律第226号）に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。

◎排出ガス対策型建設機械◎排出ガス対策型建設機械◎排出ガス対策型建設機械◎排出ガス対策型建設機械◎排出ガス対策型建設機械◎排出ガス対策型建設機械◎排出ガス対策型建設機械

  本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発  本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発  本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発  本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発  本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発  本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発  本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3.10.8 建設省経機発

  第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械  第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械  第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械  第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械  第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械  第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械  第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械

  とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度  とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度  とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度  とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度  とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度  とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度  とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度

  公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民  公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民  公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民  公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民  公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民  公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民  公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民

  間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術  間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術  間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術  間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術  間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術  間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術  間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術

  審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等  審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等  審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等  審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等  審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等  審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等  審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等

  とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建  とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建  とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建  とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建  とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建  とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建  とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建

  設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場  設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場  設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場  設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場  設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場  設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場  設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場

  において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。  において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。  において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。  において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。  において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。  において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。  において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。

◎低騒音・低振動型建設機械◎低騒音・低振動型建設機械◎低騒音・低振動型建設機械◎低騒音・低振動型建設機械◎低騒音・低振動型建設機械◎低騒音・低振動型建設機械◎低騒音・低振動型建設機械

  本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通  本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通  本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通  本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通  本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通  本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通  本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通

  省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理  省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理  省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理  省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理  省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理  省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理  省告示 平成13年4月9日改正）」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理

  人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設  人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設  人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設  人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設  人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設  人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設  人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設

  機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい  機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい  機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい  機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい  機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい  機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい  機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい

  ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定  ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定  ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定  ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定  ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定  ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定  ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定

  された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし，騒音  された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし，騒音  された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし，騒音  された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし，騒音  された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし，騒音  された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし，騒音  された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし，騒音

  規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。  規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。  規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。  規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。  規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。  規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。  規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。

16. 建設機械等16. 建設機械等16. 建設機械等16. 建設機械等16. 建設機械等16. 建設機械等16. 建設機械等

◎設計事務所による工事監理がある場合，受注者は，工事監理業務受注者が作成する設計変更箇◎設計事務所による工事監理がある場合，受注者は，工事監理業務受注者が作成する設計変更箇◎設計事務所による工事監理がある場合，受注者は，工事監理業務受注者が作成する設計変更箇◎設計事務所による工事監理がある場合，受注者は，工事監理業務受注者が作成する設計変更箇◎設計事務所による工事監理がある場合，受注者は，工事監理業務受注者が作成する設計変更箇◎設計事務所による工事監理がある場合，受注者は，工事監理業務受注者が作成する設計変更箇◎設計事務所による工事監理がある場合，受注者は，工事監理業務受注者が作成する設計変更箇

　所一覧表の内容について，監督員，工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。　所一覧表の内容について，監督員，工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。　所一覧表の内容について，監督員，工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。　所一覧表の内容について，監督員，工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。　所一覧表の内容について，監督員，工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。　所一覧表の内容について，監督員，工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。　所一覧表の内容について，監督員，工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。

　また，工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員，工事監理業務受注者ととも　また，工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員，工事監理業務受注者ととも　また，工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員，工事監理業務受注者ととも　また，工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員，工事監理業務受注者ととも　また，工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員，工事監理業務受注者ととも　また，工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員，工事監理業務受注者ととも　また，工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員，工事監理業務受注者ととも

  に，書面により確認すること。  に，書面により確認すること。  に，書面により確認すること。  に，書面により確認すること。  に，書面により確認すること。  に，書面により確認すること。  に，書面により確認すること。

◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し,◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し,◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し,◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し,◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し,◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し,◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し,

　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.

◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること,◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること,◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること,◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること,◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること,◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること,◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること,

◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)

　を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.　を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.

19. 設計変更箇所確認19. 設計変更箇所確認19. 設計変更箇所確認19. 設計変更箇所確認19. 設計変更箇所確認19. 設計変更箇所確認19. 設計変更箇所確認

20. 工事検査及び技術検査 20. 工事検査及び技術検査 20. 工事検査及び技術検査 20. 工事検査及び技術検査 20. 工事検査及び技術検査 20. 工事検査及び技術検査 20. 工事検査及び技術検査 

　・保全に関する資料　・保全に関する資料　・保全に関する資料　・保全に関する資料　・保全に関する資料　・保全に関する資料　・保全に関する資料

区　　　分区　　　分区　　　分区　　　分区　　　分区　　　分区　　　分 サ　イ　ズサ　イ　ズサ　イ　ズサ　イ　ズサ　イ　ズサ　イ　ズサ　イ　ズ

着　手　前着　手　前着　手　前着　手　前着　手　前着　手　前着　手　前

施　工　中施　工　中施　工　中施　工　中施　工　中施　工　中施　工　中

完　成　写　真完　成　写　真完　成　写　真完　成　写　真完　成　写　真完　成　写　真完　成　写　真

カラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ

カラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ

◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き，専門家によらないものとする。 ◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き，専門家によらないものとする。 ◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き，専門家によらないものとする。 ◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き，専門家によらないものとする。 ◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き，専門家によらないものとする。 ◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き，専門家によらないものとする。 ◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き，専門家によらないものとする。 

◎提出書類◎提出書類◎提出書類◎提出書類◎提出書類◎提出書類◎提出書類

◎しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面（データ貸与）を修正して作成すること。

　しゅん工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオ　しゅん工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオ　しゅん工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオ　しゅん工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオ　しゅん工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオ　しゅん工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオ　しゅん工図データは，関係図面（データ貸与）を修正して作成し，PDF形式，SFC形式及びオ

　リジナル形式をCD-R等に保存する。　リジナル形式をCD-R等に保存する。　リジナル形式をCD-R等に保存する。　リジナル形式をCD-R等に保存する。　リジナル形式をCD-R等に保存する。　リジナル形式をCD-R等に保存する。　リジナル形式をCD-R等に保存する。

◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。

  完成写真については, 工事目的物の状態が，資機材, 施工状況等については，不可視部分の  完成写真については, 工事目的物の状態が，資機材, 施工状況等については，不可視部分の  完成写真については, 工事目的物の状態が，資機材, 施工状況等については，不可視部分の  完成写真については, 工事目的物の状態が，資機材, 施工状況等については，不可視部分の  完成写真については, 工事目的物の状態が，資機材, 施工状況等については，不可視部分の  完成写真については, 工事目的物の状態が，資機材, 施工状況等については，不可視部分の  完成写真については, 工事目的物の状態が，資機材, 施工状況等については，不可視部分の

　出来形が写真で的確に確認できること。　出来形が写真で的確に確認できること。　出来形が写真で的確に確認できること。　出来形が写真で的確に確認できること。　出来形が写真で的確に確認できること。　出来形が写真で的確に確認できること。　出来形が写真で的確に確認できること。

◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。

◎受注者は，原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，◎受注者は，原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，◎受注者は，原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，◎受注者は，原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，◎受注者は，原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，◎受注者は，原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，◎受注者は，原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査，

　設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）　設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）　設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）　設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）　設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）　設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）　設計，工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品（以下「電子納品」という。）

　すること。　すること。　すること。　すること。　すること。　すること。　すること。

◎既存埋設管等の状況について，現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について，現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について，現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について，現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について，現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について，現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について，現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。

　・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付，電子データ2部）　・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付，電子データ2部）　・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付，電子データ2部）　・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付，電子データ2部）　・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付，電子データ2部）　・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付，電子データ2部）　・使用材料一覧表（竣工図表紙裏面に貼付，電子データ2部）

　・その他監督員が指示する図書（必要部数）　・その他監督員が指示する図書（必要部数）　・その他監督員が指示する図書（必要部数）　・その他監督員が指示する図書（必要部数）　・その他監督員が指示する図書（必要部数）　・その他監督員が指示する図書（必要部数）　・その他監督員が指示する図書（必要部数）

◎電子納品：対象◎電子納品：対象◎電子納品：対象◎電子納品：対象◎電子納品：対象◎電子納品：対象◎電子納品：対象

　・竣工図（製本A2版2部，A3版1部 電子データ1部）　・竣工図（製本A2版2部，A3版1部 電子データ1部）　・竣工図（製本A2版2部，A3版1部 電子データ1部）　・竣工図（製本A2版2部，A3版1部 電子データ1部）　・竣工図（製本A2版2部，A3版1部 電子データ1部）　・竣工図（製本A2版2部，A3版1部 電子データ1部）　・竣工図（製本A2版2部，A3版1部 電子データ1部）

　・工事写真（写真帳2部（着手前・完成写真） 電子データ1部）　・工事写真（写真帳2部（着手前・完成写真） 電子データ1部）　・工事写真（写真帳2部（着手前・完成写真） 電子データ1部）　・工事写真（写真帳2部（着手前・完成写真） 電子データ1部）　・工事写真（写真帳2部（着手前・完成写真） 電子データ1部）　・工事写真（写真帳2部（着手前・完成写真） 電子データ1部）　・工事写真（写真帳2部（着手前・完成写真） 電子データ1部）

21. 完成図等21. 完成図等21. 完成図等21. 完成図等21. 完成図等21. 完成図等21. 完成図等

18. 工事看板等18. 工事看板等18. 工事看板等18. 工事看板等18. 工事看板等18. 工事看板等18. 工事看板等 ◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。

　については，請負者の負担とする。　については，請負者の負担とする。　については，請負者の負担とする。　については，請負者の負担とする。　については，請負者の負担とする。　については，請負者の負担とする。　については，請負者の負担とする。

◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は，請負業者が行うものとし，費用（完了検査手数料等）◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は，請負業者が行うものとし，費用（完了検査手数料等）◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は，請負業者が行うものとし，費用（完了検査手数料等）◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は，請負業者が行うものとし，費用（完了検査手数料等）◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は，請負業者が行うものとし，費用（完了検査手数料等）◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は，請負業者が行うものとし，費用（完了検査手数料等）◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は，請負業者が行うものとし，費用（完了検査手数料等）

　　小黒板情報電子化　　小黒板情報電子化　　小黒板情報電子化　　小黒板情報電子化　　小黒板情報電子化　　小黒板情報電子化　　小黒板情報電子化

22. デジタル工事写真の22. デジタル工事写真の22. デジタル工事写真の22. デジタル工事写真の22. デジタル工事写真の22. デジタル工事写真の22. デジタル工事写真の

23. 火災保険23. 火災保険23. 火災保険23. 火災保険23. 火災保険23. 火災保険23. 火災保険

24. 公共事業労務費調査24. 公共事業労務費調査24. 公共事業労務費調査24. 公共事業労務費調査24. 公共事業労務費調査24. 公共事業労務費調査24. 公共事業労務費調査

◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得◎受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監督員の承諾を得

　たうえで，デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とす　たうえで，デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とす　たうえで，デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とす　たうえで，デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とす　たうえで，デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とす　たうえで，デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とす　たうえで，デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対象工事」という）とす

　ることができる。　ることができる。　ることができる。　ることができる。　ることができる。　ることができる。　ることができる。

◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運◎対象工事は，徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運

　用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。　用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。　用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。　用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。　用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。　用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。　用について（県土整備部）」に記載された全ての内容を適用することとする。

  本工事の着手に際し, 火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるもの  本工事の着手に際し, 火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるもの  本工事の着手に際し, 火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるもの  本工事の着手に際し, 火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるもの  本工事の着手に際し, 火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるもの  本工事の着手に際し, 火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるもの  本工事の着手に際し, 火災保険等（火災保険，建設工事保険その他の保険（これに準ずるもの

◎火災保険◎火災保険◎火災保険◎火災保険◎火災保険◎火災保険◎火災保険

　を含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）　を含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）　を含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）　を含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）　を含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）　を含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）　を含む。））を請負額に応じて付保する。（標準請負契約約款 第55条）

　(1)対象物　　(1)対象物　　(1)対象物　　(1)対象物　　(1)対象物　　(1)対象物　　(1)対象物　

　　 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。　　 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。　　 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。　　 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。　　 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。　　 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。　　 工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）について付保する。

　(2)付保除外工事　(2)付保除外工事　(2)付保除外工事　(2)付保除外工事　(2)付保除外工事　(2)付保除外工事　(2)付保除外工事

　　 次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。　　 次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。　　 次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。　　 次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。　　 次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。　　 次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。　　 次に掲げる単独工事については，付保を除外できる。

     ・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　     ・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　     ・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　     ・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　     ・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　     ・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　     ・杭及び基礎工事　・コンクリート躯体工事　・屋外付帯工事　

   　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）   　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）   　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）   　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）   　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）   　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）   　・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合（外壁補修工事等）

　(3)付保する時期及び金額　(3)付保する時期及び金額　(3)付保する時期及び金額　(3)付保する時期及び金額　(3)付保する時期及び金額　(3)付保する時期及び金額　(3)付保する時期及び金額

     請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当     請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当     請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当     請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当     請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当     請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当     請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当

     額を付保する。     額を付保する。     額を付保する。     額を付保する。     額を付保する。     額を付保する。     額を付保する。

　(4)保険終期　(4)保険終期　(4)保険終期　(4)保険終期　(4)保険終期　(4)保険終期　(4)保険終期

     工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長     工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長     工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長     工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長     工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長     工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長     工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長

　　 する。　　 する。　　 する。　　 する。　　 する。　　 する。　　 する。

　(5)その他　(5)その他　(5)その他　(5)その他　(5)その他　(5)その他　(5)その他

     ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払     ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払     ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払     ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払     ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払     ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払     ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払

       の書類に添付する。       の書類に添付する。       の書類に添付する。       の書類に添付する。       の書類に添付する。       の書類に添付する。       の書類に添付する。

     ・建設工事保険に付保した場合は，火災保険に付保したものとみなす。     ・建設工事保険に付保した場合は，火災保険に付保したものとみなす。     ・建設工事保険に付保した場合は，火災保険に付保したものとみなす。     ・建設工事保険に付保した場合は，火災保険に付保したものとみなす。     ・建設工事保険に付保した場合は，火災保険に付保したものとみなす。     ・建設工事保険に付保した場合は，火災保険に付保したものとみなす。     ・建設工事保険に付保した場合は，火災保険に付保したものとみなす。

◎当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において，公共事業労務費調査の対◎当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において，公共事業労務費調査の対◎当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において，公共事業労務費調査の対◎当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において，公共事業労務費調査の対◎当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において，公共事業労務費調査の対◎当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において，公共事業労務費調査の対◎当初請負対象金額（設計金額）が税込1,000万円以上の工事において，公共事業労務費調査の対

　必要な協力を行わなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様とする。　必要な協力を行わなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様とする。　必要な協力を行わなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様とする。　必要な協力を行わなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様とする。　必要な協力を行わなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様とする。　必要な協力を行わなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様とする。　必要な協力を行わなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様とする。

  調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合，  調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合，  調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合，  調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合，  調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合，  調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合，  調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合，

  受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様  受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様  受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様  受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様  受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様  受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様  受注者は，その実施に協力しなければならない。また，本工事の工期経過後においても，同様

  とする。  とする。  とする。  とする。  とする。  とする。  とする。

  労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し  労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し  労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し  労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し  労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し  労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し  労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し

  ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。  ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。  ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。  ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。  ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。  ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。  ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

  受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は，当該下請工事の受注者  受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は，当該下請工事の受注者  受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は，当該下請工事の受注者  受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は，当該下請工事の受注者  受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は，当該下請工事の受注者  受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は，当該下請工事の受注者  受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は，当該下請工事の受注者

  ければならない。  ければならない。  ければならない。  ければならない。  ければならない。  ければならない。  ければならない。

  （当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めな  （当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めな  （当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めな  （当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めな  （当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めな  （当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めな  （当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む）が前述と同様の義務を負う旨を定めな

     鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に,      鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に,      鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に,      鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に,      鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に,      鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に,      鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 

  象工事となった場合は，受注者は，調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等，  象工事となった場合は，受注者は，調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等，  象工事となった場合は，受注者は，調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等，  象工事となった場合は，受注者は，調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等，  象工事となった場合は，受注者は，調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等，  象工事となった場合は，受注者は，調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等，  象工事となった場合は，受注者は，調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等，

　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受注者は，　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受注者は，　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受注者は，　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受注者は，　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受注者は，　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受注者は，　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう，受注者は，

　員の出向いた時，又はまちづくり課へ問い合わせ，工事に遺漏のないようにすること。　員の出向いた時，又はまちづくり課へ問い合わせ，工事に遺漏のないようにすること。　員の出向いた時，又はまちづくり課へ問い合わせ，工事に遺漏のないようにすること。　員の出向いた時，又はまちづくり課へ問い合わせ，工事に遺漏のないようにすること。　員の出向いた時，又はまちづくり課へ問い合わせ，工事に遺漏のないようにすること。　員の出向いた時，又はまちづくり課へ問い合わせ，工事に遺漏のないようにすること。　員の出向いた時，又はまちづくり課へ問い合わせ，工事に遺漏のないようにすること。



IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345 事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

共-03共-03共-03共-03共-03共-03共-03

共通仕様書(3)共通仕様書(3)共通仕様書(3)共通仕様書(3)共通仕様書(3)共通仕様書(3)共通仕様書(3) －－－－－－－

特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項
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章章章章章章章 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項 章章章章章章章 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 章章章章章章章 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項特　　記　　事　　項

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事

   に工期延長の請求を行わなければならない。   に工期延長の請求を行わなければならない。   に工期延長の請求を行わなければならない。   に工期延長の請求を行わなければならない。   に工期延長の請求を行わなければならない。   に工期延長の請求を行わなければならない。   に工期延長の請求を行わなければならない。

(2)受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等(2)受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等(2)受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等(2)受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等(2)受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等(2)受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等(2)受注者は，本工事の一部を下請に付する場合，下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等

　 いう。）を受けた場合（（2）に規定する場合は，下請負人から報告があったとき）には，そ　 いう。）を受けた場合（（2）に規定する場合は，下請負人から報告があったとき）には，そ　 いう。）を受けた場合（（2）に規定する場合は，下請負人から報告があったとき）には，そ　 いう。）を受けた場合（（2）に規定する場合は，下請負人から報告があったとき）には，そ　 いう。）を受けた場合（（2）に規定する場合は，下請負人から報告があったとき）には，そ　 いう。）を受けた場合（（2）に規定する場合は，下請負人から報告があったとき）には，そ　 いう。）を受けた場合（（2）に規定する場合は，下請負人から報告があったとき）には，そ

(1)受注者は，工事の施工に関し，暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」と(1)受注者は，工事の施工に関し，暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」と(1)受注者は，工事の施工に関し，暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」と(1)受注者は，工事の施工に関し，暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」と(1)受注者は，工事の施工に関し，暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」と(1)受注者は，工事の施工に関し，暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」と(1)受注者は，工事の施工に関し，暴力団等からの不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」と

　　又は工事妨害の排除　　又は工事妨害の排除　　又は工事妨害の排除　　又は工事妨害の排除　　又は工事妨害の排除　　又は工事妨害の排除　　又は工事妨害の排除

   の旨を直ちに発注者に報告するとともに，併せて所轄の警察署に届け出なければならない。   の旨を直ちに発注者に報告するとともに，併せて所轄の警察署に届け出なければならない。   の旨を直ちに発注者に報告するとともに，併せて所轄の警察署に届け出なければならない。   の旨を直ちに発注者に報告するとともに，併せて所轄の警察署に届け出なければならない。   の旨を直ちに発注者に報告するとともに，併せて所轄の警察署に届け出なければならない。   の旨を直ちに発注者に報告するとともに，併せて所轄の警察署に届け出なければならない。   の旨を直ちに発注者に報告するとともに，併せて所轄の警察署に届け出なければならない。

   からの不当介入を受けたときは，受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら   からの不当介入を受けたときは，受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら   からの不当介入を受けたときは，受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら   からの不当介入を受けたときは，受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら   からの不当介入を受けたときは，受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら   からの不当介入を受けたときは，受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら   からの不当介入を受けたときは，受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら

   ない。   ない。   ない。   ない。   ない。   ない。   ない。

(3)受注者は，発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は，発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は，発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は，発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は，発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は，発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は，発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。

(4)受注者は，排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合には，(4)受注者は，排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合には，(4)受注者は，排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合には，(4)受注者は，排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合には，(4)受注者は，排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合には，(4)受注者は，排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合には，(4)受注者は，排除対策を講じたにもかかわらず，工期に遅れが生じるおそれがある場合には，

   発注者と工程に関する協議を行い，その結果，工期内に工事が完成しないと認められる場合   発注者と工程に関する協議を行い，その結果，工期内に工事が完成しないと認められる場合   発注者と工程に関する協議を行い，その結果，工期内に工事が完成しないと認められる場合   発注者と工程に関する協議を行い，その結果，工期内に工事が完成しないと認められる場合   発注者と工程に関する協議を行い，その結果，工期内に工事が完成しないと認められる場合   発注者と工程に関する協議を行い，その結果，工期内に工事が完成しないと認められる場合   発注者と工程に関する協議を行い，その結果，工期内に工事が完成しないと認められる場合

   は，「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により，発注者   は，「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により，発注者   は，「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により，発注者   は，「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により，発注者   は，「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により，発注者   は，「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により，発注者   は，「徳島県公共工事標準請負約款」（以下「約款」という。）第22条の規定により，発注者

(5)受注者は，暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届(5)受注者は，暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届(5)受注者は，暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届(5)受注者は，暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届(5)受注者は，暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届(5)受注者は，暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届(5)受注者は，暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は，その旨を直ちに報告し，被害届

   を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。   を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。   を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。   を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。   を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。   を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。   を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。

(6)受注者は，前項被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する(6)受注者は，前項被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する(6)受注者は，前項被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する(6)受注者は，前項被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する(6)受注者は，前項被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する(6)受注者は，前項被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する(6)受注者は，前項被害により，工期に遅れが生じるおそれがある場合は，発注者と工程に関する

   発注者に工期延長の請求を行わなければならない。   発注者に工期延長の請求を行わなければならない。   発注者に工期延長の請求を行わなければならない。   発注者に工期延長の請求を行わなければならない。   発注者に工期延長の請求を行わなければならない。   発注者に工期延長の請求を行わなければならない。   発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

   協議を行い，その結果，工期に遅れが生じると認められた場合は，約款第22条の規定により，   協議を行い，その結果，工期に遅れが生じると認められた場合は，約款第22条の規定により，   協議を行い，その結果，工期に遅れが生じると認められた場合は，約款第22条の規定により，   協議を行い，その結果，工期に遅れが生じると認められた場合は，約款第22条の規定により，   協議を行い，その結果，工期に遅れが生じると認められた場合は，約款第22条の規定により，   協議を行い，その結果，工期に遅れが生じると認められた場合は，約款第22条の規定により，   協議を行い，その結果，工期に遅れが生じると認められた場合は，約款第22条の規定により，

25. 暴力団からの不当要求25. 暴力団からの不当要求25. 暴力団からの不当要求25. 暴力団からの不当要求25. 暴力団からの不当要求25. 暴力団からの不当要求25. 暴力団からの不当要求



IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345 事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

電特-01電特-01電特-01電特-01電特-01電特-01電特-01

電気設備工事特記仕様書(1)電気設備工事特記仕様書(1)電気設備工事特記仕様書(1)電気設備工事特記仕様書(1)電気設備工事特記仕様書(1)電気設備工事特記仕様書(1)電気設備工事特記仕様書(1) －－－－－－－

１章　一般共通事項１章　一般共通事項１章　一般共通事項１章　一般共通事項１章　一般共通事項１章　一般共通事項１章　一般共通事項
III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書III. 電気設備工事特記仕様書

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事

　　官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお，監理指針<1>1.1.3を参考とする。　　官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお，監理指針<1>1.1.3を参考とする。　　官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお，監理指針<1>1.1.3を参考とする。　　官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお，監理指針<1>1.1.3を参考とする。　　官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお，監理指針<1>1.1.3を参考とする。　　官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお，監理指針<1>1.1.3を参考とする。　　官公署その他への届出手続等は（標仕<1> 1.1.3）により行う。なお，監理指針<1>1.1.3を参考とする。

①　本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。①　本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。①　本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。①　本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。①　本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。①　本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。①　本工事に必要な工事用電力，水などの費用及び官公署への諸手続などの費用は本工事に含む。

1．官公署その他への届出手続等1．官公署その他への届出手続等1．官公署その他への届出手続等1．官公署その他への届出手続等1．官公署その他への届出手続等1．官公署その他への届出手続等1．官公署その他への届出手続等

　　　・ 自家用電気工作物の保安規程（ ・ 本工事に関し定める　　・ 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等））　　　・ 自家用電気工作物の保安規程（ ・ 本工事に関し定める　　・ 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等））　　　・ 自家用電気工作物の保安規程（ ・ 本工事に関し定める　　・ 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等））　　　・ 自家用電気工作物の保安規程（ ・ 本工事に関し定める　　・ 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等））　　　・ 自家用電気工作物の保安規程（ ・ 本工事に関し定める　　・ 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等））　　　・ 自家用電気工作物の保安規程（ ・ 本工事に関し定める　　・ 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等））　　　・ 自家用電気工作物の保安規程（ ・ 本工事に関し定める　　・ 既存施設の保安規程を適用（改修・増築等））

　　　・ 既存施設の保安規程を適用する場合の工事，維持，運用に関する保安業務（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 既存施設の保安規程を適用する場合の工事，維持，運用に関する保安業務（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 既存施設の保安規程を適用する場合の工事，維持，運用に関する保安業務（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 既存施設の保安規程を適用する場合の工事，維持，運用に関する保安業務（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 既存施設の保安規程を適用する場合の工事，維持，運用に関する保安業務（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 既存施設の保安規程を適用する場合の工事，維持，運用に関する保安業務（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 既存施設の保安規程を適用する場合の工事，維持，運用に関する保安業務（ ・ 本工事　　・ 別途 ）

② 官公署その他への届出手続等を行うにあたり，届出内容について，あらかじめ監督員に報告する。② 官公署その他への届出手続等を行うにあたり，届出内容について，あらかじめ監督員に報告する。② 官公署その他への届出手続等を行うにあたり，届出内容について，あらかじめ監督員に報告する。② 官公署その他への届出手続等を行うにあたり，届出内容について，あらかじめ監督員に報告する。② 官公署その他への届出手続等を行うにあたり，届出内容について，あらかじめ監督員に報告する。② 官公署その他への届出手続等を行うにあたり，届出内容について，あらかじめ監督員に報告する。② 官公署その他への届出手続等を行うにあたり，届出内容について，あらかじめ監督員に報告する。

③ 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。③ 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。③ 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。③ 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。③ 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。③ 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。③ 官公署その他関係機関の検査に必要な資機材及び労務等は本工事で提供する。

2．技能士2．技能士2．技能士2．技能士2．技能士2．技能士2．技能士

　(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。　(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。　(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。　(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。　(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。　(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。　(注) 表中○印の入った作業に係る技能士を本工事で活用する。

・ プラスチック系床仕上げ工事作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業・ プラスチック系床仕上げ工事作業

・ カーペット系床仕上げ工事作業・ カーペット系床仕上げ工事作業・ カーペット系床仕上げ工事作業・ カーペット系床仕上げ工事作業・ カーペット系床仕上げ工事作業・ カーペット系床仕上げ工事作業・ カーペット系床仕上げ工事作業

左官左官左官左官左官左官左官

建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金金属金属金属金属金属金属金属 ・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業

・ 冷凍空気調和機器施工作業・ 冷凍空気調和機器施工作業・ 冷凍空気調和機器施工作業・ 冷凍空気調和機器施工作業・ 冷凍空気調和機器施工作業・ 冷凍空気調和機器施工作業・ 冷凍空気調和機器施工作業冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工冷凍空気調和機器施工機械設備機械設備機械設備機械設備機械設備機械設備機械設備

植栽植栽植栽植栽植栽植栽植栽 造園造園造園造園造園造園造園 ・ 造園工事作業・ 造園工事作業・ 造園工事作業・ 造園工事作業・ 造園工事作業・ 造園工事作業・ 造園工事作業

・ 建築配管作業・ 建築配管作業・ 建築配管作業・ 建築配管作業・ 建築配管作業・ 建築配管作業・ 建築配管作業配管配管配管配管配管配管配管配管配管配管配管配管配管配管

・ 木製建具手加工作業・ 木製建具手加工作業・ 木製建具手加工作業・ 木製建具手加工作業・ 木製建具手加工作業・ 木製建具手加工作業・ 木製建具手加工作業

内装内装内装内装内装内装内装

表装表装表装表装表装表装表装 ・ 表具作業　・ 壁装作業・ 表具作業　・ 壁装作業・ 表具作業　・ 壁装作業・ 表具作業　・ 壁装作業・ 表具作業　・ 壁装作業・ 表具作業　・ 壁装作業・ 表具作業　・ 壁装作業

施工施工施工施工施工施工施工

内装仕上げ内装仕上げ内装仕上げ内装仕上げ内装仕上げ内装仕上げ内装仕上げ

・ 建築塗装作業・ 建築塗装作業・ 建築塗装作業・ 建築塗装作業・ 建築塗装作業・ 建築塗装作業・ 建築塗装作業塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装塗装

建具建具建具建具建具建具建具

ガラス施工ガラス施工ガラス施工ガラス施工ガラス施工ガラス施工ガラス施工 ・ ガラス工事作業・ ガラス工事作業・ ガラス工事作業・ ガラス工事作業・ ガラス工事作業・ ガラス工事作業・ ガラス工事作業

・ ビル用サッシ施工作業・ ビル用サッシ施工作業・ ビル用サッシ施工作業・ ビル用サッシ施工作業・ ビル用サッシ施工作業・ ビル用サッシ施工作業・ ビル用サッシ施工作業

・ 左官作業・ 左官作業・ 左官作業・ 左官作業・ 左官作業・ 左官作業・ 左官作業

サッシ施工サッシ施工サッシ施工サッシ施工サッシ施工サッシ施工サッシ施工

建具製作建具製作建具製作建具製作建具製作建具製作建具製作

左官左官左官左官左官左官左官

工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目工事種目

・ かわらぶき作業・ かわらぶき作業・ かわらぶき作業・ かわらぶき作業・ かわらぶき作業・ かわらぶき作業・ かわらぶき作業

・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業・ 内外装板金作業

・ 大工工事作業・ 大工工事作業・ 大工工事作業・ 大工工事作業・ 大工工事作業・ 大工工事作業・ 大工工事作業

・ タイル張り作業・ タイル張り作業・ タイル張り作業・ タイル張り作業・ タイル張り作業・ タイル張り作業・ タイル張り作業

・ 塩化ビニル系シート防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業・ 塩化ビニル系シート防水工事作業

・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ 合成ゴム系シート防水工事作業・ 合成ゴム系シート防水工事作業

・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業

・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

・ アスファルト防水工事作業・ アスファルト防水工事作業・ アスファルト防水工事作業・ アスファルト防水工事作業・ アスファルト防水工事作業・ アスファルト防水工事作業・ アスファルト防水工事作業

・ 構造物鉄工作業・ 構造物鉄工作業・ 構造物鉄工作業・ 構造物鉄工作業・ 構造物鉄工作業・ 構造物鉄工作業・ 構造物鉄工作業

・ 型枠工事作業・ 型枠工事作業・ 型枠工事作業・ 型枠工事作業・ 型枠工事作業・ 型枠工事作業・ 型枠工事作業

・ コンクリート圧送工事作業・ コンクリート圧送工事作業・ コンクリート圧送工事作業・ コンクリート圧送工事作業・ コンクリート圧送工事作業・ コンクリート圧送工事作業・ コンクリート圧送工事作業

・ 鉄筋組立て作業・ 鉄筋組立て作業・ 鉄筋組立て作業・ 鉄筋組立て作業・ 鉄筋組立て作業・ 鉄筋組立て作業・ 鉄筋組立て作業

・ とび作業・ とび作業・ とび作業・ とび作業・ とび作業・ とび作業・ とび作業仮設仮設仮設仮設仮設仮設仮設

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート

鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋

型枠型枠型枠型枠型枠型枠型枠

鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨

防水防水防水防水防水防水防水

タイルタイルタイルタイルタイルタイルタイル

木木木木木木木

かわらぶきかわらぶきかわらぶきかわらぶきかわらぶきかわらぶきかわらぶき

建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金建築板金

建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工建築大工

タイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張りタイル張り

防水施工防水施工防水施工防水施工防水施工防水施工防水施工

鉄工鉄工鉄工鉄工鉄工鉄工鉄工

型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工型枠施工

コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工コンクリート圧送施工

鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工鉄筋施工

とびとびとびとびとびとびとび

技　　能　　検　　定　　作　　業技　　能　　検　　定　　作　　業技　　能　　検　　定　　作　　業技　　能　　検　　定　　作　　業技　　能　　検　　定　　作　　業技　　能　　検　　定　　作　　業技　　能　　検　　定　　作　　業技能検定職種技能検定職種技能検定職種技能検定職種技能検定職種技能検定職種技能検定職種

屋根及びとい屋根及びとい屋根及びとい屋根及びとい屋根及びとい屋根及びとい屋根及びとい

指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。

技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。なお，技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。なお，技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。なお，技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。なお，技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。なお，技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。なお，技能士は，氏名，検定職種，技能士番号等，県が指定した内容を記載した名札等により，資格を明示するものとする。なお，

めの作業指導を行うこと。めの作業指導を行うこと。めの作業指導を行うこと。めの作業指導を行うこと。めの作業指導を行うこと。めの作業指導を行うこと。めの作業指導を行うこと。

こと。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の向上を図るたこと。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の向上を図るたこと。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の向上を図るたこと。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の向上を図るたこと。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の向上を図るたこと。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の向上を図るたこと。技能士は適用する工事作業中，1名以上の者が自ら作業するとともに，他の技能者に対して施工品質の向上を図るた

技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提出する技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提出する技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提出する技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提出する技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提出する技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提出する技能士は，職業能力開発促進法による一級又は二級技能士の資格を有する者とし，資格を証明する資料を監督員に提出する

する。 する。 する。 する。 する。 する。 する。 

技能士の適用については，次の技能検定作業（以下「作業」という。）のうち，各工事毎に適用する作業を指定するものと技能士の適用については，次の技能検定作業（以下「作業」という。）のうち，各工事毎に適用する作業を指定するものと技能士の適用については，次の技能検定作業（以下「作業」という。）のうち，各工事毎に適用する作業を指定するものと技能士の適用については，次の技能検定作業（以下「作業」という。）のうち，各工事毎に適用する作業を指定するものと技能士の適用については，次の技能検定作業（以下「作業」という。）のうち，各工事毎に適用する作業を指定するものと技能士の適用については，次の技能検定作業（以下「作業」という。）のうち，各工事毎に適用する作業を指定するものと技能士の適用については，次の技能検定作業（以下「作業」という。）のうち，各工事毎に適用する作業を指定するものと

3．他工事との工事区分3．他工事との工事区分3．他工事との工事区分3．他工事との工事区分3．他工事との工事区分3．他工事との工事区分3．他工事との工事区分

図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。図面に記載されていない他工事との工事区分は別表「工事区分表」による。

4．施工条件4．施工条件4．施工条件4．施工条件4．施工条件4．施工条件4．施工条件

施工条件は次による。施工条件は次による。施工条件は次による。施工条件は次による。施工条件は次による。施工条件は次による。施工条件は次による。

　 日程の調整及び確認を行う。　 日程の調整及び確認を行う。　 日程の調整及び確認を行う。　 日程の調整及び確認を行う。　 日程の調整及び確認を行う。　 日程の調整及び確認を行う。　 日程の調整及び確認を行う。

・ 工程については、施設管理者と協議のうえ決定すること。・ 工程については、施設管理者と協議のうえ決定すること。・ 工程については、施設管理者と協議のうえ決定すること。・ 工程については、施設管理者と協議のうえ決定すること。・ 工程については、施設管理者と協議のうえ決定すること。・ 工程については、施設管理者と協議のうえ決定すること。・ 工程については、施設管理者と協議のうえ決定すること。

・ その他の詳細な施工条件については、実施工程表及び総合施工計画書作成時に施設管理者と協議のうえ決定し、適宜相互に・ その他の詳細な施工条件については、実施工程表及び総合施工計画書作成時に施設管理者と協議のうえ決定し、適宜相互に・ その他の詳細な施工条件については、実施工程表及び総合施工計画書作成時に施設管理者と協議のうえ決定し、適宜相互に・ その他の詳細な施工条件については、実施工程表及び総合施工計画書作成時に施設管理者と協議のうえ決定し、適宜相互に・ その他の詳細な施工条件については、実施工程表及び総合施工計画書作成時に施設管理者と協議のうえ決定し、適宜相互に・ その他の詳細な施工条件については、実施工程表及び総合施工計画書作成時に施設管理者と協議のうえ決定し、適宜相互に・ その他の詳細な施工条件については、実施工程表及び総合施工計画書作成時に施設管理者と協議のうえ決定し、適宜相互に

・ 鋼製下地工事作業・ 鋼製下地工事作業・ 鋼製下地工事作業・ 鋼製下地工事作業・ 鋼製下地工事作業・ 鋼製下地工事作業・ 鋼製下地工事作業

・ ボード仕上げ工事作業・ ボード仕上げ工事作業・ ボード仕上げ工事作業・ ボード仕上げ工事作業・ ボード仕上げ工事作業・ ボード仕上げ工事作業・ ボード仕上げ工事作業

・ カーテン工事作業・ カーテン工事作業・ カーテン工事作業・ カーテン工事作業・ カーテン工事作業・ カーテン工事作業・ カーテン工事作業

・ 木質系床仕上げ工事作業・ 木質系床仕上げ工事作業・ 木質系床仕上げ工事作業・ 木質系床仕上げ工事作業・ 木質系床仕上げ工事作業・ 木質系床仕上げ工事作業・ 木質系床仕上げ工事作業

・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業

・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

・ シーリング防水工事作業・ シーリング防水工事作業・ シーリング防水工事作業・ シーリング防水工事作業・ シーリング防水工事作業・ シーリング防水工事作業・ シーリング防水工事作業

・ セメント系防水工事作業・ セメント系防水工事作業・ セメント系防水工事作業・ セメント系防水工事作業・ セメント系防水工事作業・ セメント系防水工事作業・ セメント系防水工事作業

・ FRP防水工事作業・ FRP防水工事作業・ FRP防水工事作業・ FRP防水工事作業・ FRP防水工事作業・ FRP防水工事作業・ FRP防水工事作業

・ 木製建具機械加工作業・ 木製建具機械加工作業・ 木製建具機械加工作業・ 木製建具機械加工作業・ 木製建具機械加工作業・ 木製建具機械加工作業・ 木製建具機械加工作業

　　　・ 本受電後引渡しまでの基本料金（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 本受電後引渡しまでの基本料金（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 本受電後引渡しまでの基本料金（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 本受電後引渡しまでの基本料金（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 本受電後引渡しまでの基本料金（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 本受電後引渡しまでの基本料金（ ・ 本工事　　・ 別途 ）　　　・ 本受電後引渡しまでの基本料金（ ・ 本工事　　・ 別途 ）

5．発生材の処理等5．発生材の処理等5．発生材の処理等5．発生材の処理等5．発生材の処理等5．発生材の処理等5．発生材の処理等

①　産業廃棄物の処理①　産業廃棄物の処理①　産業廃棄物の処理①　産業廃棄物の処理①　産業廃棄物の処理①　産業廃棄物の処理①　産業廃棄物の処理

発生材の処理等は，標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。発生材の処理等は，標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。発生材の処理等は，標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。発生材の処理等は，標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。発生材の処理等は，標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。発生材の処理等は，標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。発生材の処理等は，標仕<1>1.3.9「発生材の処理等」により行う。

　　産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。　　産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。　　産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。　　産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。　　産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。　　産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。　　産業廃棄物の種類毎に次の処分場を指定する。

運搬距離運搬距離運搬距離運搬距離運搬距離運搬距離運搬距離

(km)(km)(km)(km)(km)(km)(km)

処分費処分費処分費処分費処分費処分費処分費

(税抜,円)(税抜,円)(税抜,円)(税抜,円)(税抜,円)(税抜,円)(税抜,円)
単位単位単位単位単位単位単位

処分許可業者の会社名処分許可業者の会社名処分許可業者の会社名処分許可業者の会社名処分許可業者の会社名処分許可業者の会社名処分許可業者の会社名

(処分区分)(処分区分)(処分区分)(処分区分)(処分区分)(処分区分)(処分区分)
種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類種　　類 優良優良優良優良優良優良優良

所    在    地所    在    地所    在    地所    在    地所    在    地所    在    地所    在    地

処    分    地処    分    地処    分    地処    分    地処    分    地処    分    地処    分    地

　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者（以下「優良産廃　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者（以下「優良産廃　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者（以下「優良産廃　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者（以下「優良産廃　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者（以下「優良産廃　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者（以下「優良産廃　(注)　表中「優良」欄に丸印の入っている業者は，「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者（以下「優良産廃

　　　　　　廃処分業者」という。）」であることを示す。　　　　　　廃処分業者」という。）」であることを示す。　　　　　　廃処分業者」という。）」であることを示す。　　　　　　廃処分業者」という。）」であることを示す。　　　　　　廃処分業者」という。）」であることを示す。　　　　　　廃処分業者」という。）」であることを示す。　　　　　　廃処分業者」という。）」であることを示す。

②　建設発生土の処理②　建設発生土の処理②　建設発生土の処理②　建設発生土の処理②　建設発生土の処理②　建設発生土の処理②　建設発生土の処理

　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。　　なお, 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によること。

 　［最終処分場の指定］※残土搬入前に下記処分場へ問合せ，受入れの可否について確認すること。 　［最終処分場の指定］※残土搬入前に下記処分場へ問合せ，受入れの可否について確認すること。 　［最終処分場の指定］※残土搬入前に下記処分場へ問合せ，受入れの可否について確認すること。 　［最終処分場の指定］※残土搬入前に下記処分場へ問合せ，受入れの可否について確認すること。 　［最終処分場の指定］※残土搬入前に下記処分場へ問合せ，受入れの可否について確認すること。 　［最終処分場の指定］※残土搬入前に下記処分場へ問合せ，受入れの可否について確認すること。 　［最終処分場の指定］※残土搬入前に下記処分場へ問合せ，受入れの可否について確認すること。

　　 ・ 処分場名：　　　　　　　　　　　　　・所在地：　　 ・ 処分場名：　　　　　　　　　　　　　・所在地：　　 ・ 処分場名：　　　　　　　　　　　　　・所在地：　　 ・ 処分場名：　　　　　　　　　　　　　・所在地：　　 ・ 処分場名：　　　　　　　　　　　　　・所在地：　　 ・ 処分場名：　　　　　　　　　　　　　・所在地：　　 ・ 処分場名：　　　　　　　　　　　　　・所在地：

　 　・ 処分単価（税抜）：　　　　　円　　　・運搬距離：　　　　　kmを見込んでいる。　 　・ 処分単価（税抜）：　　　　　円　　　・運搬距離：　　　　　kmを見込んでいる。　 　・ 処分単価（税抜）：　　　　　円　　　・運搬距離：　　　　　kmを見込んでいる。　 　・ 処分単価（税抜）：　　　　　円　　　・運搬距離：　　　　　kmを見込んでいる。　 　・ 処分単価（税抜）：　　　　　円　　　・運搬距離：　　　　　kmを見込んでいる。　 　・ 処分単価（税抜）：　　　　　円　　　・運搬距離：　　　　　kmを見込んでいる。　 　・ 処分単価（税抜）：　　　　　円　　　・運搬距離：　　　　　kmを見込んでいる。

①　本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。①　本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。①　本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。①　本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。①　本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。①　本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。①　本工事の施工に伴い既成部分を汚染又は損傷した場合は，既成にならい補修する。

備品等名称備品等名称備品等名称備品等名称備品等名称備品等名称備品等名称

注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項

②　工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。受注者は，注意事項に従い適切な措置を施すこと。②　工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。受注者は，注意事項に従い適切な措置を施すこと。②　工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。受注者は，注意事項に従い適切な措置を施すこと。②　工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。受注者は，注意事項に従い適切な措置を施すこと。②　工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。受注者は，注意事項に従い適切な措置を施すこと。②　工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。受注者は，注意事項に従い適切な措置を施すこと。②　工事により影響の及ぼす範囲内にある重要物品は次のとおりである。受注者は，注意事項に従い適切な措置を施すこと。

6．養生等6．養生等6．養生等6．養生等6．養生等6．養生等6．養生等

7．機材の品質等7．機材の品質等7．機材の品質等7．機材の品質等7．機材の品質等7．機材の品質等7．機材の品質等

①　本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等①　本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等①　本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等①　本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等①　本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等①　本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等①　本工事に使用する材料・機材等は，設計図書に定める品質及び性能を有するもの又は同等のものとする。ただし，同等

　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。　　のものを使用する場合は，あらかじめ監督員の承諾を受ける。

②　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す②　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す②　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す②　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す②　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す②　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す②　下表に示す材料・機材等の製造業者等は次の①から⑤の事項を満たすものとし，証明となる資料又は外部機関が発行す

　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。　　る品質及び性能等が評価されたものを示す書面を提出して監督員の承諾を受ける。

　　1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。　　1) 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

　　2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。　　2) 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

　　3) 法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　3) 法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　3) 法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　3) 法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　3) 法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　3) 法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。　　3) 法令等で定める許可，認可，認定又は免許を取得していること。

　　4) 製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　4) 製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　4) 製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　4) 製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　4) 製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　4) 製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。　　4) 製造又は施工の実績があり，その信頼性があること。

　　5) 販売，保守等の営業体制を整えていること。　　5) 販売，保守等の営業体制を整えていること。　　5) 販売，保守等の営業体制を整えていること。　　5) 販売，保守等の営業体制を整えていること。　　5) 販売，保守等の営業体制を整えていること。　　5) 販売，保守等の営業体制を整えていること。　　5) 販売，保守等の営業体制を整えていること。

　　　る木材再資源化施設への搬出を原則とする。　　　る木材再資源化施設への搬出を原則とする。　　　る木材再資源化施設への搬出を原則とする。　　　る木材再資源化施設への搬出を原則とする。　　　る木材再資源化施設への搬出を原則とする。　　　る木材再資源化施設への搬出を原則とする。　　　る木材再資源化施設への搬出を原則とする。

　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲内にあ　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲内にあ　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲内にあ　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲内にあ　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲内にあ　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲内にあ　　・コンクリート・アスファルト類の搬出先については，中間処理施設のみとする。木材については，50kmの範囲内にあ

　　　の見積書を求め，減額変更を行うことがある。なお，上記の処分場が優良産処分業者に認定されているとき，処分場　　　の見積書を求め，減額変更を行うことがある。なお，上記の処分場が優良産処分業者に認定されているとき，処分場　　　の見積書を求め，減額変更を行うことがある。なお，上記の処分場が優良産処分業者に認定されているとき，処分場　　　の見積書を求め，減額変更を行うことがある。なお，上記の処分場が優良産処分業者に認定されているとき，処分場　　　の見積書を求め，減額変更を行うことがある。なお，上記の処分場が優良産処分業者に認定されているとき，処分場　　　の見積書を求め，減額変更を行うことがある。なお，上記の処分場が優良産処分業者に認定されているとき，処分場　　　の見積書を求め，減額変更を行うことがある。なお，上記の処分場が優良産処分業者に認定されているとき，処分場

　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処分単価　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処分単価　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処分単価　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処分単価　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処分単価　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処分単価　　・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが，増額変更の対象とはしない。また，この場合，処分単価

　　　を変更する場合は，原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により優良産廃処分業者以外　　　を変更する場合は，原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により優良産廃処分業者以外　　　を変更する場合は，原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により優良産廃処分業者以外　　　を変更する場合は，原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により優良産廃処分業者以外　　　を変更する場合は，原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により優良産廃処分業者以外　　　を変更する場合は，原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により優良産廃処分業者以外　　　を変更する場合は，原則として優良産廃処分業者に変更すること。ただし，諸般の事情により優良産廃処分業者以外

　　　の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。　　　の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。　　　の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。　　　の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。　　　の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。　　　の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。　　　の処分場で処分を行う場合は，理由書を監督員に提出すること。

　　 ・ 構外に搬出し適切に処理　※土壌検査を本工事で（ ・ 行う（　箇所）　・ 行わない ）　　・ 構内敷きならし　　 ・ 構外に搬出し適切に処理　※土壌検査を本工事で（ ・ 行う（　箇所）　・ 行わない ）　　・ 構内敷きならし　　 ・ 構外に搬出し適切に処理　※土壌検査を本工事で（ ・ 行う（　箇所）　・ 行わない ）　　・ 構内敷きならし　　 ・ 構外に搬出し適切に処理　※土壌検査を本工事で（ ・ 行う（　箇所）　・ 行わない ）　　・ 構内敷きならし　　 ・ 構外に搬出し適切に処理　※土壌検査を本工事で（ ・ 行う（　箇所）　・ 行わない ）　　・ 構内敷きならし　　 ・ 構外に搬出し適切に処理　※土壌検査を本工事で（ ・ 行う（　箇所）　・ 行わない ）　　・ 構内敷きならし　　 ・ 構外に搬出し適切に処理　※土壌検査を本工事で（ ・ 行う（　箇所）　・ 行わない ）　　・ 構内敷きならし

　　 ・ 構内の指示場所（図示）に集積　　 ・ 構内の指示場所（図示）に集積　　 ・ 構内の指示場所（図示）に集積　　 ・ 構内の指示場所（図示）に集積　　 ・ 構内の指示場所（図示）に集積　　 ・ 構内の指示場所（図示）に集積　　 ・ 構内の指示場所（図示）に集積

③　機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③　機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③　機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③　機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③　機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③　機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。③　機器類は，図示する形状又は配管などの取出し位置等により，特定製造者の特定の製品を指定若しくは限定しない。

④　機材の検査に伴う試験については，標仕 <1>1.4.6により行う。製造者において試験方法を定めている項目については，④　機材の検査に伴う試験については，標仕 <1>1.4.6により行う。製造者において試験方法を定めている項目については，④　機材の検査に伴う試験については，標仕 <1>1.4.6により行う。製造者において試験方法を定めている項目については，④　機材の検査に伴う試験については，標仕 <1>1.4.6により行う。製造者において試験方法を定めている項目については，④　機材の検査に伴う試験については，標仕 <1>1.4.6により行う。製造者において試験方法を定めている項目については，④　機材の検査に伴う試験については，標仕 <1>1.4.6により行う。製造者において試験方法を定めている項目については，④　機材の検査に伴う試験については，標仕 <1>1.4.6により行う。製造者において試験方法を定めている項目については，

　　試験要領書を提出する。　　試験要領書を提出する。　　試験要領書を提出する。　　試験要領書を提出する。　　試験要領書を提出する。　　試験要領書を提出する。　　試験要領書を提出する。

③　有価材の処理③　有価材の処理③　有価材の処理③　有価材の処理③　有価材の処理③　有価材の処理③　有価材の処理

　　 ・ 有価材 （　　　鉄骨・軽量鉄骨　・　　　　　　　　　　　　）　　 ・ 有価材 （　　　鉄骨・軽量鉄骨　・　　　　　　　　　　　　）　　 ・ 有価材 （　　　鉄骨・軽量鉄骨　・　　　　　　　　　　　　）　　 ・ 有価材 （　　　鉄骨・軽量鉄骨　・　　　　　　　　　　　　）　　 ・ 有価材 （　　　鉄骨・軽量鉄骨　・　　　　　　　　　　　　）　　 ・ 有価材 （　　　鉄骨・軽量鉄骨　・　　　　　　　　　　　　）　　 ・ 有価材 （　　　鉄骨・軽量鉄骨　・　　　　　　　　　　　　）

　　 ・ 古物商で適切に処理すること。　　 ・ 古物商で適切に処理すること。　　 ・ 古物商で適切に処理すること。　　 ・ 古物商で適切に処理すること。　　 ・ 古物商で適切に処理すること。　　 ・ 古物商で適切に処理すること。　　 ・ 古物商で適切に処理すること。

一般屋内用に限る一般屋内用に限る一般屋内用に限る一般屋内用に限る一般屋内用に限る一般屋内用に限る一般屋内用に限るLED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具LED照明器具

盤類盤類盤類盤類盤類盤類盤類

高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器高圧機器

蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池

交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置交流無停電電源装置

機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記機　材　名　・　注　記

分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤分電盤（OA盤・実験盤を含む），制御盤，キュービクル式配電盤

高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）高圧スイッチギヤ（CW形，PW形）

品　　　　目品　　　　目品　　　　目品　　　　目品　　　　目品　　　　目品　　　　目

高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器高圧交流遮断器，高圧進相コンデンサ，高圧限流ヒューズ，高圧負荷開閉器

高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器高圧変圧器（特定機器），高圧避雷器

ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池ベント形据置鉛蓄電池，制御弁式据置鉛蓄電池，据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池

常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式常時インバータ給電方式（定格出力300kVA以下のもの），ラインインタラクティブ方式

常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）常時商用給電方式，常時インバータ給電方式（簡易型）

太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置太陽光発電装置 パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置パワーコンディショナ及び系統連系保護装置

監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置監視カメラ装置

中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置中央監視制御装置 簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置簡易形監視制御装置，監視制御装置

※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，※系統連系保護機能を有するパワーコンディショナを含み，

　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。　太陽電池アレイ及び接続箱を除く。

①　工事の着手に先立ち，実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。①　工事の着手に先立ち，実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。①　工事の着手に先立ち，実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。①　工事の着手に先立ち，実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。①　工事の着手に先立ち，実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。①　工事の着手に先立ち，実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。①　工事の着手に先立ち，実施工程表及び施工計画書等作成のための必要な調査・打合せを行うこと。

②　工事の施工に先立ち，工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主②　工事の施工に先立ち，工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主②　工事の施工に先立ち，工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主②　工事の施工に先立ち，工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主②　工事の施工に先立ち，工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主②　工事の施工に先立ち，工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主②　工事の施工に先立ち，工事関連部分の事前調査（支障物件の調査・確認を含む）及び工事関係者（施設管理者・電気主

　　任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し，その結果を監督員に報告する。　　任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し，その結果を監督員に報告する。　　任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し，その結果を監督員に報告する。　　任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し，その結果を監督員に報告する。　　任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し，その結果を監督員に報告する。　　任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し，その結果を監督員に報告する。　　任技術者・関係官公庁等）との事前打合せを実施し，その結果を監督員に報告する。

8．施工調査8．施工調査8．施工調査8．施工調査8．施工調査8．施工調査8．施工調査

2．あと施工アンカー2．あと施工アンカー2．あと施工アンカー2．あと施工アンカー2．あと施工アンカー2．あと施工アンカー2．あと施工アンカー

あと施工アンカーボルトの選定については，次による。あと施工アンカーボルトの選定については，次による。あと施工アンカーボルトの選定については，次による。あと施工アンカーボルトの選定については，次による。あと施工アンカーボルトの選定については，次による。あと施工アンカーボルトの選定については，次による。あと施工アンカーボルトの選定については，次による。

③　横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。③　横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。③　横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。③　横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。③　横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。③　横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。③　横引き配管等の耐震支持は，施設の分類に応じたものとする。

　　に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。　　に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。　　に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。　　に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。　　に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。　　に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。　　に取付けを行うものとし，特に計算を行わなくともよい。

②　質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法で確実②　質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法で確実②　質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法で確実②　質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法で確実②　質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法で確実②　質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法で確実②　質量100kg以下の軽量な機器（標仕の適用を受けるものは除く）の取付については，機器製造者の指定する方法で確実

　　地震力に対し，移動，転倒，破損等が生じないようにする。　　地震力に対し，移動，転倒，破損等が生じないようにする。　　地震力に対し，移動，転倒，破損等が生じないようにする。　　地震力に対し，移動，転倒，破損等が生じないようにする。　　地震力に対し，移動，転倒，破損等が生じないようにする。　　地震力に対し，移動，転倒，破損等が生じないようにする。　　地震力に対し，移動，転倒，破損等が生じないようにする。

　　なお，施工に先立ち，耐震計算書を監督員に提出し，承諾を受けるものとする。　　なお，施工に先立ち，耐震計算書を監督員に提出し，承諾を受けるものとする。　　なお，施工に先立ち，耐震計算書を監督員に提出し，承諾を受けるものとする。　　なお，施工に先立ち，耐震計算書を監督員に提出し，承諾を受けるものとする。　　なお，施工に先立ち，耐震計算書を監督員に提出し，承諾を受けるものとする。　　なお，施工に先立ち，耐震計算書を監督員に提出し，承諾を受けるものとする。　　なお，施工に先立ち，耐震計算書を監督員に提出し，承諾を受けるものとする。

　　　機器の重量（kN）に，地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用標準水平震度は，特記な　　　機器の重量（kN）に，地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用標準水平震度は，特記な　　　機器の重量（kN）に，地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用標準水平震度は，特記な　　　機器の重量（kN）に，地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用標準水平震度は，特記な　　　機器の重量（kN）に，地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用標準水平震度は，特記な　　　機器の重量（kN）に，地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用標準水平震度は，特記な　　　機器の重量（kN）に，地域係数及び設計用標準水平震度を乗じたものとする。なお，設計用標準水平震度は，特記な

　　　き場合は下表による。　　　き場合は下表による。　　　き場合は下表による。　　　き場合は下表による。　　　き場合は下表による。　　　き場合は下表による。　　　き場合は下表による。

　　　設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。　　　設計水平地震力の1/2とし，水平地震力と同時に働くものとする。

①　設備機器の固定は，施設の分類並びに機器の種別，重要度及び設置階に応じて，次の設計用水平地震力及び設計用鉛直①　設備機器の固定は，施設の分類並びに機器の種別，重要度及び設置階に応じて，次の設計用水平地震力及び設計用鉛直①　設備機器の固定は，施設の分類並びに機器の種別，重要度及び設置階に応じて，次の設計用水平地震力及び設計用鉛直①　設備機器の固定は，施設の分類並びに機器の種別，重要度及び設置階に応じて，次の設計用水平地震力及び設計用鉛直①　設備機器の固定は，施設の分類並びに機器の種別，重要度及び設置階に応じて，次の設計用水平地震力及び設計用鉛直①　設備機器の固定は，施設の分類並びに機器の種別，重要度及び設置階に応じて，次の設計用水平地震力及び設計用鉛直①　設備機器の固定は，施設の分類並びに機器の種別，重要度及び設置階に応じて，次の設計用水平地震力及び設計用鉛直

　　　・施設の分類（ ・ 特定の施設　　・ 一般の施設 )　　・地域係数（ ・ 1.0　　・ 0.9 ）　　　・施設の分類（ ・ 特定の施設　　・ 一般の施設 )　　・地域係数（ ・ 1.0　　・ 0.9 ）　　　・施設の分類（ ・ 特定の施設　　・ 一般の施設 )　　・地域係数（ ・ 1.0　　・ 0.9 ）　　　・施設の分類（ ・ 特定の施設　　・ 一般の施設 )　　・地域係数（ ・ 1.0　　・ 0.9 ）　　　・施設の分類（ ・ 特定の施設　　・ 一般の施設 )　　・地域係数（ ・ 1.0　　・ 0.9 ）　　　・施設の分類（ ・ 特定の施設　　・ 一般の施設 )　　・地域係数（ ・ 1.0　　・ 0.9 ）　　　・施設の分類（ ・ 特定の施設　　・ 一般の施設 )　　・地域係数（ ・ 1.0　　・ 0.9 ）

1．耐震施工1．耐震施工1．耐震施工1．耐震施工1．耐震施工1．耐震施工1．耐震施工  （参考図書：建築築設備耐震設計・施工指針（2014年版）） （参考図書：建築築設備耐震設計・施工指針（2014年版）） （参考図書：建築築設備耐震設計・施工指針（2014年版）） （参考図書：建築築設備耐震設計・施工指針（2014年版）） （参考図書：建築築設備耐震設計・施工指針（2014年版）） （参考図書：建築築設備耐震設計・施工指針（2014年版）） （参考図書：建築築設備耐震設計・施工指針（2014年版））

　　・設計用水平地震力　　・設計用水平地震力　　・設計用水平地震力　　・設計用水平地震力　　・設計用水平地震力　　・設計用水平地震力　　・設計用水平地震力

　　・設計用鉛直地震力　　・設計用鉛直地震力　　・設計用鉛直地震力　　・設計用鉛直地震力　　・設計用鉛直地震力　　・設計用鉛直地震力　　・設計用鉛直地震力

　　・施設の分類，地域係数　　・施設の分類，地域係数　　・施設の分類，地域係数　　・施設の分類，地域係数　　・施設の分類，地域係数　　・施設の分類，地域係数　　・施設の分類，地域係数

　　・重要機器　　・重要機器　　・重要機器　　・重要機器　　・重要機器　　・重要機器　　・重要機器

　　　 ・ 配電盤　　・ 防災用発電装置　　・ 直流電源装置　　・ 交流無停電電源装置　　・ 交換機　　　 ・ 配電盤　　・ 防災用発電装置　　・ 直流電源装置　　・ 交流無停電電源装置　　・ 交換機　　　 ・ 配電盤　　・ 防災用発電装置　　・ 直流電源装置　　・ 交流無停電電源装置　　・ 交換機　　　 ・ 配電盤　　・ 防災用発電装置　　・ 直流電源装置　　・ 交流無停電電源装置　　・ 交換機　　　 ・ 配電盤　　・ 防災用発電装置　　・ 直流電源装置　　・ 交流無停電電源装置　　・ 交換機　　　 ・ 配電盤　　・ 防災用発電装置　　・ 直流電源装置　　・ 交流無停電電源装置　　・ 交換機　　　 ・ 配電盤　　・ 防災用発電装置　　・ 直流電源装置　　・ 交流無停電電源装置　　・ 交換機

　　　 ・ 火災報知受信機　　・ 中央監視制御装置　　・ 構内情報通信網装置　　・ 　　　 ・ 火災報知受信機　　・ 中央監視制御装置　　・ 構内情報通信網装置　　・ 　　　 ・ 火災報知受信機　　・ 中央監視制御装置　　・ 構内情報通信網装置　　・ 　　　 ・ 火災報知受信機　　・ 中央監視制御装置　　・ 構内情報通信網装置　　・ 　　　 ・ 火災報知受信機　　・ 中央監視制御装置　　・ 構内情報通信網装置　　・ 　　　 ・ 火災報知受信機　　・ 中央監視制御装置　　・ 構内情報通信網装置　　・ 　　　 ・ 火災報知受信機　　・ 中央監視制御装置　　・ 構内情報通信網装置　　・ 

特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設特定の施設 一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設一般の施設

設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所設置場所 機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別機器種別 重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器 重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器重要機器 一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器一般機器

機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器 2.02.02.02.02.02.02.0 1.51.51.51.51.51.51.5 1.51.51.51.51.51.51.5 1.01.01.01.01.01.01.0
上層階, 　　上層階, 　　上層階, 　　上層階, 　　上層階, 　　上層階, 　　上層階, 　　

防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器 2.02.02.02.02.02.02.0 2.02.02.02.02.02.02.0 2.02.02.02.02.02.02.0 1.51.51.51.51.51.51.5
屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋屋上及び塔屋

水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類 2.02.02.02.02.02.02.0 1.51.51.51.51.51.51.5 1.51.51.51.51.51.51.5 1.01.01.01.01.01.01.0

機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器 1.51.51.51.51.51.51.5 1.01.01.01.01.01.01.0 1.01.01.01.01.01.01.0 0.60.60.60.60.60.60.6

中層階中層階中層階中層階中層階中層階中層階 防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器 1.51.51.51.51.51.51.5 1.51.51.51.51.51.51.5 1.51.51.51.51.51.51.5 1.01.01.01.01.01.01.0

水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類 1.51.51.51.51.51.51.5 1.01.01.01.01.01.01.0 1.01.01.01.01.01.01.0 0.60.60.60.60.60.60.6

機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器機　　　　　器 1.01.01.01.01.01.01.0 0.60.60.60.60.60.60.6 0.60.60.60.60.60.60.6 0.40.40.40.40.40.40.4

1階及び地下階1階及び地下階1階及び地下階1階及び地下階1階及び地下階1階及び地下階1階及び地下階 防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器防振支持の機器 1.01.01.01.01.01.01.0 1.01.01.01.01.01.01.0 1.01.01.01.01.01.01.0 0.60.60.60.60.60.60.6

水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類水　　槽　　類 1.51.51.51.51.51.51.5 1.01.01.01.01.01.01.0 1.01.01.01.01.01.01.0 0.60.60.60.60.60.60.6

　設計用標準水平震度　設計用標準水平震度　設計用標準水平震度　設計用標準水平震度　設計用標準水平震度　設計用標準水平震度　設計用標準水平震度

　(注)　・上層階の定義は次のとおりとする。　(注)　・上層階の定義は次のとおりとする。　(注)　・上層階の定義は次のとおりとする。　(注)　・上層階の定義は次のとおりとする。　(注)　・上層階の定義は次のとおりとする。　(注)　・上層階の定義は次のとおりとする。　(注)　・上層階の定義は次のとおりとする。

　　　　　2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階　　　　　2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階　　　　　2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階　　　　　2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階　　　　　2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階　　　　　2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階　　　　　2～6階の場合は最上階, 7～9階の場合は上層2階, 10～12階建の場合は上層3階, 13階以上の場合は上層4階

　　　　・水槽類にはオイルタンク等を含む。　　　　・水槽類にはオイルタンク等を含む。　　　　・水槽類にはオイルタンク等を含む。　　　　・水槽類にはオイルタンク等を含む。　　　　・水槽類にはオイルタンク等を含む。　　　　・水槽類にはオイルタンク等を含む。　　　　・水槽類にはオイルタンク等を含む。

　　・試験箇所数　1ロットに対し3本とし，ロットから無作為に抜き取る。　　・試験箇所数　1ロットに対し3本とし，ロットから無作為に抜き取る。　　・試験箇所数　1ロットに対し3本とし，ロットから無作為に抜き取る。　　・試験箇所数　1ロットに対し3本とし，ロットから無作為に抜き取る。　　・試験箇所数　1ロットに対し3本とし，ロットから無作為に抜き取る。　　・試験箇所数　1ロットに対し3本とし，ロットから無作為に抜き取る。　　・試験箇所数　1ロットに対し3本とし，ロットから無作為に抜き取る。

　　・試験方法　　引張試験機による引張試験とし，確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。　　・試験方法　　引張試験機による引張試験とし，確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。　　・試験方法　　引張試験機による引張試験とし，確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。　　・試験方法　　引張試験機による引張試験とし，確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。　　・試験方法　　引張試験機による引張試験とし，確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。　　・試験方法　　引張試験機による引張試験とし，確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。　　・試験方法　　引張試験機による引張試験とし，確認強度まであと施工アンカーを引張るものとする。

①　はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり，埋設物の事前調査を行い，監督員に報告すること。①　はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり，埋設物の事前調査を行い，監督員に報告すること。①　はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり，埋設物の事前調査を行い，監督員に報告すること。①　はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり，埋設物の事前調査を行い，監督員に報告すること。①　はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり，埋設物の事前調査を行い，監督員に報告すること。①　はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり，埋設物の事前調査を行い，監督員に報告すること。①　はつり，穴開け及びあと施工アンカー等の施工に当たり，埋設物の事前調査を行い，監督員に報告すること。

②　施工場所を鉄筋探査機により探査し，鉄筋，配管類の位置に墨出しを行う。なお，探査の結果，放射線透過検査を必要②　施工場所を鉄筋探査機により探査し，鉄筋，配管類の位置に墨出しを行う。なお，探査の結果，放射線透過検査を必要②　施工場所を鉄筋探査機により探査し，鉄筋，配管類の位置に墨出しを行う。なお，探査の結果，放射線透過検査を必要②　施工場所を鉄筋探査機により探査し，鉄筋，配管類の位置に墨出しを行う。なお，探査の結果，放射線透過検査を必要②　施工場所を鉄筋探査機により探査し，鉄筋，配管類の位置に墨出しを行う。なお，探査の結果，放射線透過検査を必要②　施工場所を鉄筋探査機により探査し，鉄筋，配管類の位置に墨出しを行う。なお，探査の結果，放射線透過検査を必要②　施工場所を鉄筋探査機により探査し，鉄筋，配管類の位置に墨出しを行う。なお，探査の結果，放射線透過検査を必要

　　とする場合については，監督員と協議の上，適切に対応するものとする。　　とする場合については，監督員と協議の上，適切に対応するものとする。　　とする場合については，監督員と協議の上，適切に対応するものとする。　　とする場合については，監督員と協議の上，適切に対応するものとする。　　とする場合については，監督員と協議の上，適切に対応するものとする。　　とする場合については，監督員と協議の上，適切に対応するものとする。　　とする場合については，監督員と協議の上，適切に対応するものとする。

3．非破壊検査3．非破壊検査3．非破壊検査3．非破壊検査3．非破壊検査3．非破壊検査3．非破壊検査

　　たものとする。　　たものとする。　　たものとする。　　たものとする。　　たものとする。　　たものとする。　　たものとする。

③　屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し③　屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し③　屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し③　屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し③　屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し③　屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し③　屋外に使用するものはステンレス製又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶融亜鉛めっきを施し

①　機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，重要機器及び次の機器については，施工①　機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，重要機器及び次の機器については，施工①　機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，重要機器及び次の機器については，施工①　機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，重要機器及び次の機器については，施工①　機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，重要機器及び次の機器については，施工①　機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，重要機器及び次の機器については，施工①　機器類の固定には，金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーを使用し，重要機器及び次の機器については，施工

    後確認試験を行う。    後確認試験を行う。    後確認試験を行う。    後確認試験を行う。    後確認試験を行う。    後確認試験を行う。    後確認試験を行う。

　　（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　（ ・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　）　　　　　　　

②　配管の吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する躯体取付②　配管の吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する躯体取付②　配管の吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する躯体取付②　配管の吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する躯体取付②　配管の吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する躯体取付②　配管の吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する躯体取付②　配管の吊り及び支持材の固定には，その自重に十分耐えうるアンカーを使用する。なお，耐震支持に使用する躯体取付

　　用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。　　用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。　　用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。　　用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。　　用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。　　用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。　　用のアンカーは金属拡張アンカーおねじ形又は接着系アンカーとする。

5．各種荷重計算5．各種荷重計算5．各種荷重計算5．各種荷重計算5．各種荷重計算5．各種荷重計算5．各種荷重計算

 ・ 避雷針支持管　　・ テレビアンテナマスト　　・ 風力発電装置　　・ 太陽電池アレイ　　・ 　　　　 ・ 避雷針支持管　　・ テレビアンテナマスト　　・ 風力発電装置　　・ 太陽電池アレイ　　・ 　　　　 ・ 避雷針支持管　　・ テレビアンテナマスト　　・ 風力発電装置　　・ 太陽電池アレイ　　・ 　　　　 ・ 避雷針支持管　　・ テレビアンテナマスト　　・ 風力発電装置　　・ 太陽電池アレイ　　・ 　　　　 ・ 避雷針支持管　　・ テレビアンテナマスト　　・ 風力発電装置　　・ 太陽電池アレイ　　・ 　　　　 ・ 避雷針支持管　　・ テレビアンテナマスト　　・ 風力発電装置　　・ 太陽電池アレイ　　・ 　　　　 ・ 避雷針支持管　　・ テレビアンテナマスト　　・ 風力発電装置　　・ 太陽電池アレイ　　・ 　　　　

 ・ ブロックマンホール及びハンドホール　　・ 自家発電装置配管類支持材　　・ ケーブルラック支持材 ・ ブロックマンホール及びハンドホール　　・ 自家発電装置配管類支持材　　・ ケーブルラック支持材 ・ ブロックマンホール及びハンドホール　　・ 自家発電装置配管類支持材　　・ ケーブルラック支持材 ・ ブロックマンホール及びハンドホール　　・ 自家発電装置配管類支持材　　・ ケーブルラック支持材 ・ ブロックマンホール及びハンドホール　　・ 自家発電装置配管類支持材　　・ ケーブルラック支持材 ・ ブロックマンホール及びハンドホール　　・ 自家発電装置配管類支持材　　・ ケーブルラック支持材 ・ ブロックマンホール及びハンドホール　　・ 自家発電装置配管類支持材　　・ ケーブルラック支持材

6．強度計算6．強度計算6．強度計算6．強度計算6．強度計算6．強度計算6．強度計算

7．コンクリート工事7．コンクリート工事7．コンクリート工事7．コンクリート工事7．コンクリート工事7．コンクリート工事7．コンクリート工事

　　　立会者を定め，監督員の承認を受け，行うものとする。 　　　立会者を定め，監督員の承認を受け，行うものとする。 　　　立会者を定め，監督員の承認を受け，行うものとする。 　　　立会者を定め，監督員の承認を受け，行うものとする。 　　　立会者を定め，監督員の承認を受け，行うものとする。 　　　立会者を定め，監督員の承認を受け，行うものとする。 　　　立会者を定め，監督員の承認を受け，行うものとする。 

(注)　強度試験の立会について，試験を第三者機関で行う場合は，現場代理人又は主任(監理)技術者が，JIS工場の場合は，(注)　強度試験の立会について，試験を第三者機関で行う場合は，現場代理人又は主任(監理)技術者が，JIS工場の場合は，(注)　強度試験の立会について，試験を第三者機関で行う場合は，現場代理人又は主任(監理)技術者が，JIS工場の場合は，(注)　強度試験の立会について，試験を第三者機関で行う場合は，現場代理人又は主任(監理)技術者が，JIS工場の場合は，(注)　強度試験の立会について，試験を第三者機関で行う場合は，現場代理人又は主任(監理)技術者が，JIS工場の場合は，(注)　強度試験の立会について，試験を第三者機関で行う場合は，現場代理人又は主任(監理)技術者が，JIS工場の場合は，(注)　強度試験の立会について，試験を第三者機関で行う場合は，現場代理人又は主任(監理)技術者が，JIS工場の場合は，

 ・ 強度試験（ ・ 第三者機関　・ JIS工場 ）　　・ 構造体強度補正値(S)による補正　　・ 調合表提出 ・ 強度試験（ ・ 第三者機関　・ JIS工場 ）　　・ 構造体強度補正値(S)による補正　　・ 調合表提出 ・ 強度試験（ ・ 第三者機関　・ JIS工場 ）　　・ 構造体強度補正値(S)による補正　　・ 調合表提出 ・ 強度試験（ ・ 第三者機関　・ JIS工場 ）　　・ 構造体強度補正値(S)による補正　　・ 調合表提出 ・ 強度試験（ ・ 第三者機関　・ JIS工場 ）　　・ 構造体強度補正値(S)による補正　　・ 調合表提出 ・ 強度試験（ ・ 第三者機関　・ JIS工場 ）　　・ 構造体強度補正値(S)による補正　　・ 調合表提出 ・ 強度試験（ ・ 第三者機関　・ JIS工場 ）　　・ 構造体強度補正値(S)による補正　　・ 調合表提出

 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出 ・ アルカリ骨材反応抑制対策確認　　　・ 鉄筋材料の規格品証明書提出

対象物：対象物：対象物：対象物：対象物：対象物：対象物：※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。※コンクリート工事の対象となる基礎等を明示すること。

２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事２章　共通工事・関連工事

4. 風圧力及び積雪荷重の適用区分4. 風圧力及び積雪荷重の適用区分4. 風圧力及び積雪荷重の適用区分4. 風圧力及び積雪荷重の適用区分4. 風圧力及び積雪荷重の適用区分4. 風圧力及び積雪荷重の適用区分4. 風圧力及び積雪荷重の適用区分

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には，次の条件を用いる。　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には，次の条件を用いる。　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には，次の条件を用いる。　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には，次の条件を用いる。　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には，次の条件を用いる。　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には，次の条件を用いる。　　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には，次の条件を用いる。　　

・風圧力　風速Vo＝（ ・ 36　・ 38 ）m/s　　　・積雪荷重　平成12年建設省告示1455号における区域　別表（三十五）・風圧力　風速Vo＝（ ・ 36　・ 38 ）m/s　　　・積雪荷重　平成12年建設省告示1455号における区域　別表（三十五）・風圧力　風速Vo＝（ ・ 36　・ 38 ）m/s　　　・積雪荷重　平成12年建設省告示1455号における区域　別表（三十五）・風圧力　風速Vo＝（ ・ 36　・ 38 ）m/s　　　・積雪荷重　平成12年建設省告示1455号における区域　別表（三十五）・風圧力　風速Vo＝（ ・ 36　・ 38 ）m/s　　　・積雪荷重　平成12年建設省告示1455号における区域　別表（三十五）・風圧力　風速Vo＝（ ・ 36　・ 38 ）m/s　　　・積雪荷重　平成12年建設省告示1455号における区域　別表（三十五）・風圧力　風速Vo＝（ ・ 36　・ 38 ）m/s　　　・積雪荷重　平成12年建設省告示1455号における区域　別表（三十五）

 ・ 垂直ケーブルの最終端支持材　　・ 照明用ポール　　・  ・ 垂直ケーブルの最終端支持材　　・ 照明用ポール　　・  ・ 垂直ケーブルの最終端支持材　　・ 照明用ポール　　・  ・ 垂直ケーブルの最終端支持材　　・ 照明用ポール　　・  ・ 垂直ケーブルの最終端支持材　　・ 照明用ポール　　・  ・ 垂直ケーブルの最終端支持材　　・ 照明用ポール　　・  ・ 垂直ケーブルの最終端支持材　　・ 照明用ポール　　・ 

　　・同用地に対する借地借家料を（　　　　　）円見込んでいる。　　・同用地に対する借地借家料を（　　　　　）円見込んでいる。　　・同用地に対する借地借家料を（　　　　　）円見込んでいる。　　・同用地に対する借地借家料を（　　　　　）円見込んでいる。　　・同用地に対する借地借家料を（　　　　　）円見込んでいる。　　・同用地に対する借地借家料を（　　　　　）円見込んでいる。　　・同用地に対する借地借家料を（　　　　　）円見込んでいる。

②　工事車両用の駐車場，資材置場及び現場事務所用地については，次による。ただし，施設管理者と協議すること。②　工事車両用の駐車場，資材置場及び現場事務所用地については，次による。ただし，施設管理者と協議すること。②　工事車両用の駐車場，資材置場及び現場事務所用地については，次による。ただし，施設管理者と協議すること。②　工事車両用の駐車場，資材置場及び現場事務所用地については，次による。ただし，施設管理者と協議すること。②　工事車両用の駐車場，資材置場及び現場事務所用地については，次による。ただし，施設管理者と協議すること。②　工事車両用の駐車場，資材置場及び現場事務所用地については，次による。ただし，施設管理者と協議すること。②　工事車両用の駐車場，資材置場及び現場事務所用地については，次による。ただし，施設管理者と協議すること。

　　・同用地は，（ ・ 図示の場所に　　・ 用意していないので業者にて ）設けること。　　・同用地は，（ ・ 図示の場所に　　・ 用意していないので業者にて ）設けること。　　・同用地は，（ ・ 図示の場所に　　・ 用意していないので業者にて ）設けること。　　・同用地は，（ ・ 図示の場所に　　・ 用意していないので業者にて ）設けること。　　・同用地は，（ ・ 図示の場所に　　・ 用意していないので業者にて ）設けること。　　・同用地は，（ ・ 図示の場所に　　・ 用意していないので業者にて ）設けること。　　・同用地は，（ ・ 図示の場所に　　・ 用意していないので業者にて ）設けること。

①　工事用電力，用水については，原則として次による。ただし，施設管理者と協議すること。①　工事用電力，用水については，原則として次による。ただし，施設管理者と協議すること。①　工事用電力，用水については，原則として次による。ただし，施設管理者と協議すること。①　工事用電力，用水については，原則として次による。ただし，施設管理者と協議すること。①　工事用電力，用水については，原則として次による。ただし，施設管理者と協議すること。①　工事用電力，用水については，原則として次による。ただし，施設管理者と協議すること。①　工事用電力，用水については，原則として次による。ただし，施設管理者と協議すること。

　　・既存用水利用（ ・ できる 　・ できない ），用水料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存用水利用（ ・ できる 　・ できない ），用水料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存用水利用（ ・ できる 　・ できない ），用水料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存用水利用（ ・ できる 　・ できない ），用水料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存用水利用（ ・ できる 　・ できない ），用水料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存用水利用（ ・ できる 　・ できない ），用水料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存用水利用（ ・ できる 　・ できない ），用水料金（ ・ 有償　・ 無償 ）

　　・既存電力利用（ ・ できる 　・ できない ），電力料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存電力利用（ ・ できる 　・ できない ），電力料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存電力利用（ ・ できる 　・ できない ），電力料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存電力利用（ ・ できる 　・ できない ），電力料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存電力利用（ ・ できる 　・ できない ），電力料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存電力利用（ ・ できる 　・ できない ），電力料金（ ・ 有償　・ 無償 ）　　・既存電力利用（ ・ できる 　・ できない ），電力料金（ ・ 有償　・ 無償 ）

8．仮設工事8．仮設工事8．仮設工事8．仮設工事8．仮設工事8．仮設工事8．仮設工事



IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345 事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

電特-02電特-02電特-02電特-02電特-02電特-02電特-02

電気設備工事特記仕様書(2)電気設備工事特記仕様書(2)電気設備工事特記仕様書(2)電気設備工事特記仕様書(2)電気設備工事特記仕様書(2)電気設備工事特記仕様書(2)電気設備工事特記仕様書(2) －－－－－－－

３章　電灯設備３章　電灯設備３章　電灯設備３章　電灯設備３章　電灯設備３章　電灯設備３章　電灯設備

1．LED照明器具1．LED照明器具1．LED照明器具1．LED照明器具1．LED照明器具1．LED照明器具1．LED照明器具

2．非常用照明器具の照度測定2．非常用照明器具の照度測定2．非常用照明器具の照度測定2．非常用照明器具の照度測定2．非常用照明器具の照度測定2．非常用照明器具の照度測定2．非常用照明器具の照度測定

3．照明制御の照度測定3．照明制御の照度測定3．照明制御の照度測定3．照明制御の照度測定3．照明制御の照度測定3．照明制御の照度測定3．照明制御の照度測定

LEDモジュールの光源色は，監督員との協議により，標準図に規定する光源色を変更できる。ただし，非常照明用及び誘導LEDモジュールの光源色は，監督員との協議により，標準図に規定する光源色を変更できる。ただし，非常照明用及び誘導LEDモジュールの光源色は，監督員との協議により，標準図に規定する光源色を変更できる。ただし，非常照明用及び誘導LEDモジュールの光源色は，監督員との協議により，標準図に規定する光源色を変更できる。ただし，非常照明用及び誘導LEDモジュールの光源色は，監督員との協議により，標準図に規定する光源色を変更できる。ただし，非常照明用及び誘導LEDモジュールの光源色は，監督員との協議により，標準図に規定する光源色を変更できる。ただし，非常照明用及び誘導LEDモジュールの光源色は，監督員との協議により，標準図に規定する光源色を変更できる。ただし，非常照明用及び誘導

灯用を除く。灯用を除く。灯用を除く。灯用を除く。灯用を除く。灯用を除く。灯用を除く。

設置した各室の2箇所以上で行うものとし，詳細は監督員との協議による｡設置した各室の2箇所以上で行うものとし，詳細は監督員との協議による｡設置した各室の2箇所以上で行うものとし，詳細は監督員との協議による｡設置した各室の2箇所以上で行うものとし，詳細は監督員との協議による｡設置した各室の2箇所以上で行うものとし，詳細は監督員との協議による｡設置した各室の2箇所以上で行うものとし，詳細は監督員との協議による｡設置した各室の2箇所以上で行うものとし，詳細は監督員との協議による｡

明るさセンサにより照明制御を行う室は，照度を測定し，測定表を監督員に提出する。なお，明るさセンサの設定は，監督明るさセンサにより照明制御を行う室は，照度を測定し，測定表を監督員に提出する。なお，明るさセンサの設定は，監督明るさセンサにより照明制御を行う室は，照度を測定し，測定表を監督員に提出する。なお，明るさセンサの設定は，監督明るさセンサにより照明制御を行う室は，照度を測定し，測定表を監督員に提出する。なお，明るさセンサの設定は，監督明るさセンサにより照明制御を行う室は，照度を測定し，測定表を監督員に提出する。なお，明るさセンサの設定は，監督明るさセンサにより照明制御を行う室は，照度を測定し，測定表を監督員に提出する。なお，明るさセンサの設定は，監督明るさセンサにより照明制御を行う室は，照度を測定し，測定表を監督員に提出する。なお，明るさセンサの設定は，監督

員の指示による。員の指示による。員の指示による。員の指示による。員の指示による。員の指示による。員の指示による。

・照度測定時期　　100％点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　　調光制御点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　・照度測定時期　　100％点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　　調光制御点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　・照度測定時期　　100％点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　　調光制御点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　・照度測定時期　　100％点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　　調光制御点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　・照度測定時期　　100％点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　　調光制御点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　・照度測定時期　　100％点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　　調光制御点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　・照度測定時期　　100％点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　　調光制御点灯時（ ・ 夜間　　・ 昼間 ）　　

4．照明制御設定器4．照明制御設定器4．照明制御設定器4．照明制御設定器4．照明制御設定器4．照明制御設定器4．照明制御設定器

附属数（ ・ 1個　　・   個 ）附属数（ ・ 1個　　・   個 ）附属数（ ・ 1個　　・   個 ）附属数（ ・ 1個　　・   個 ）附属数（ ・ 1個　　・   個 ）附属数（ ・ 1個　　・   個 ）附属数（ ・ 1個　　・   個 ）

5．事前確認・施工後確認5．事前確認・施工後確認5．事前確認・施工後確認5．事前確認・施工後確認5．事前確認・施工後確認5．事前確認・施工後確認5．事前確認・施工後確認

・改修前の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修前の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修前の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修前の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修前の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修前の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修前の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡

・改修後の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修後の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修後の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修後の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修後の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修後の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡・改修後の（ ・ 照明回路　　・ 　　　　）について，使用電力量の測定を行う｡

８章　発電設備（太陽光）８章　発電設備（太陽光）８章　発電設備（太陽光）８章　発電設備（太陽光）８章　発電設備（太陽光）８章　発電設備（太陽光）８章　発電設備（太陽光）

1．太陽電池アレイ1．太陽電池アレイ1．太陽電池アレイ1．太陽電池アレイ1．太陽電池アレイ1．太陽電池アレイ1．太陽電池アレイ

3．パワーコンディショナの容量3．パワーコンディショナの容量3．パワーコンディショナの容量3．パワーコンディショナの容量3．パワーコンディショナの容量3．パワーコンディショナの容量3．パワーコンディショナの容量

4．系統連系方式4．系統連系方式4．系統連系方式4．系統連系方式4．系統連系方式4．系統連系方式4．系統連系方式

公称出力（　　　）kW以上公称出力（　　　）kW以上公称出力（　　　）kW以上公称出力（　　　）kW以上公称出力（　　　）kW以上公称出力（　　　）kW以上公称出力（　　　）kW以上

2．太陽電池の種類2．太陽電池の種類2．太陽電池の種類2．太陽電池の種類2．太陽電池の種類2．太陽電池の種類2．太陽電池の種類

・ 結晶系　　・ 薄膜　　・ ・ 結晶系　　・ 薄膜　　・ ・ 結晶系　　・ 薄膜　　・ ・ 結晶系　　・ 薄膜　　・ ・ 結晶系　　・ 薄膜　　・ ・ 結晶系　　・ 薄膜　　・ ・ 結晶系　　・ 薄膜　　・ 

（　　　）kW以上（　　　）kW以上（　　　）kW以上（　　　）kW以上（　　　）kW以上（　　　）kW以上（　　　）kW以上

・ 高圧連系　　・ 低圧連系　　・ みなし低圧連系・ 高圧連系　　・ 低圧連系　　・ みなし低圧連系・ 高圧連系　　・ 低圧連系　　・ みなし低圧連系・ 高圧連系　　・ 低圧連系　　・ みなし低圧連系・ 高圧連系　　・ 低圧連系　　・ みなし低圧連系・ 高圧連系　　・ 低圧連系　　・ みなし低圧連系・ 高圧連系　　・ 低圧連系　　・ みなし低圧連系

９章　構内交換設備９章　構内交換設備９章　構内交換設備９章　構内交換設備９章　構内交換設備９章　構内交換設備９章　構内交換設備

1．保安器用接地1．保安器用接地1．保安器用接地1．保安器用接地1．保安器用接地1．保安器用接地1．保安器用接地

・ 本工事　　・ 別途工事・ 本工事　　・ 別途工事・ 本工事　　・ 別途工事・ 本工事　　・ 別途工事・ 本工事　　・ 別途工事・ 本工事　　・ 別途工事・ 本工事　　・ 別途工事

2．電話機への配線2．電話機への配線2．電話機への配線2．電話機への配線2．電話機への配線2．電話機への配線2．電話機への配線

（%）（%）（%）（%）（%）（%）（%）

電動機出力（kW）電動機出力（kW）電動機出力（kW）電動機出力（kW）電動機出力（kW）電動機出力（kW）電動機出力（kW）

200V200V200V200V200V200V200V

400V400V400V400V400V400V400V

４章　動力設備４章　動力設備４章　動力設備４章　動力設備４章　動力設備４章　動力設備４章　動力設備

1．インバータ装置の規約効率1．インバータ装置の規約効率1．インバータ装置の規約効率1．インバータ装置の規約効率1．インバータ装置の規約効率1．インバータ装置の規約効率1．インバータ装置の規約効率

三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は，下表の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は，下表の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は，下表の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は，下表の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は，下表の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は，下表の数値以上とする。三相可変速運転用インバータ装置の規約効率は，下表の数値以上とする。

規約効率規約効率規約効率規約効率規約効率規約効率規約効率

0.40.40.40.40.40.40.4

86.086.086.086.086.086.086.0

87.087.087.087.087.087.087.0 90.590.590.590.590.590.590.5

88.588.588.588.588.588.588.5

0.750.750.750.750.750.750.75 1.51.51.51.51.51.51.5 2.22.22.22.22.22.22.2

93.093.093.093.093.093.093.092.092.092.092.092.092.092.0

93.593.593.593.593.593.593.5 94.094.094.094.094.094.094.0 94.594.594.594.594.594.594.5

94.094.094.094.094.094.094.0

5.55.55.55.55.55.55.53.73.73.73.73.73.73.7 7.57.57.57.57.57.57.5 11111111111111 15151515151515 18.518.518.518.518.518.518.5 22222222222222 30303030303030 37373737373737 45454545454545 55555555555555 75757575757575

95.595.595.595.595.595.595.5

96.596.596.596.596.596.596.596.096.096.096.096.096.096.0

95.595.595.595.595.595.595.595.095.095.095.095.095.095.0

95.095.095.095.095.095.095.0

94.594.594.594.594.594.594.5

95.095.095.095.095.095.095.0

　(備考)　・規約効率は，JEM-TR 245「汎用インバータの規約効率の算出方法」により算出した値とする。　(備考)　・規約効率は，JEM-TR 245「汎用インバータの規約効率の算出方法」により算出した値とする。　(備考)　・規約効率は，JEM-TR 245「汎用インバータの規約効率の算出方法」により算出した値とする。　(備考)　・規約効率は，JEM-TR 245「汎用インバータの規約効率の算出方法」により算出した値とする。　(備考)　・規約効率は，JEM-TR 245「汎用インバータの規約効率の算出方法」により算出した値とする。　(備考)　・規約効率は，JEM-TR 245「汎用インバータの規約効率の算出方法」により算出した値とする。　(備考)　・規約効率は，JEM-TR 245「汎用インバータの規約効率の算出方法」により算出した値とする。

　　　　　・電動機出力0.4kWの規約効率は，JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機｣の定格電圧200V・400V，6極，　　　　　・電動機出力0.4kWの規約効率は，JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機｣の定格電圧200V・400V，6極，　　　　　・電動機出力0.4kWの規約効率は，JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機｣の定格電圧200V・400V，6極，　　　　　・電動機出力0.4kWの規約効率は，JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機｣の定格電圧200V・400V，6極，　　　　　・電動機出力0.4kWの規約効率は，JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機｣の定格電圧200V・400V，6極，　　　　　・電動機出力0.4kWの規約効率は，JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機｣の定格電圧200V・400V，6極，　　　　　・電動機出力0.4kWの規約効率は，JIS C 4212「高効率低圧三相かご形誘導電動機｣の定格電圧200V・400V，6極，

　　　　　　50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

　　　 　 ・電動機出力0.75kW以上の規約効率は，JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ」　　　 　 ・電動機出力0.75kW以上の規約効率は，JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ」　　　 　 ・電動機出力0.75kW以上の規約効率は，JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ」　　　 　 ・電動機出力0.75kW以上の規約効率は，JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ」　　　 　 ・電動機出力0.75kW以上の規約効率は，JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ」　　　 　 ・電動機出力0.75kW以上の規約効率は，JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ」　　　 　 ・電動機出力0.75kW以上の規約効率は，JIS C 4213「低圧三相かご形誘導電動機－低圧トップランナーモータ」

　　　　　　の定格電圧200V・400V，6極，50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　の定格電圧200V・400V，6極，50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　の定格電圧200V・400V，6極，50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　の定格電圧200V・400V，6極，50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　の定格電圧200V・400V，6極，50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　の定格電圧200V・400V，6極，50Hzの電動機を駆動したときの値とする。　　　　　　の定格電圧200V・400V，6極，50Hzの電動機を駆動したときの値とする。

５章　雷保護設備５章　雷保護設備５章　雷保護設備５章　雷保護設備５章　雷保護設備５章　雷保護設備５章　雷保護設備

1．大地抵抗率の測定1．大地抵抗率の測定1．大地抵抗率の測定1．大地抵抗率の測定1．大地抵抗率の測定1．大地抵抗率の測定1．大地抵抗率の測定

工事着手前に大地抵抗率を測定し，測定表及び接地極省略判定記録書を監督員に提出すること。工事着手前に大地抵抗率を測定し，測定表及び接地極省略判定記録書を監督員に提出すること。工事着手前に大地抵抗率を測定し，測定表及び接地極省略判定記録書を監督員に提出すること。工事着手前に大地抵抗率を測定し，測定表及び接地極省略判定記録書を監督員に提出すること。工事着手前に大地抵抗率を測定し，測定表及び接地極省略判定記録書を監督員に提出すること。工事着手前に大地抵抗率を測定し，測定表及び接地極省略判定記録書を監督員に提出すること。工事着手前に大地抵抗率を測定し，測定表及び接地極省略判定記録書を監督員に提出すること。

６章　受変電設備６章　受変電設備６章　受変電設備６章　受変電設備６章　受変電設備６章　受変電設備６章　受変電設備

1．受変電設備容量1．受変電設備容量1．受変電設備容量1．受変電設備容量1．受変電設備容量1．受変電設備容量1．受変電設備容量

2．変圧器2．変圧器2．変圧器2．変圧器2．変圧器2．変圧器2．変圧器

総設備容量（　　　）kVA総設備容量（　　　）kVA総設備容量（　　　）kVA総設備容量（　　　）kVA総設備容量（　　　）kVA総設備容量（　　　）kVA総設備容量（　　　）kVA

①　規格①　規格①　規格①　規格①　規格①　規格①　規格

　　・JEM 1500「特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1500「特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1500「特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1500「特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1500「特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1500「特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1500「特定エネルギー消費機器対応の油入変圧器における基準エネルギー消費効率」

　　・JEM 1501「特定エネルギー消費機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1501「特定エネルギー消費機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1501「特定エネルギー消費機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1501「特定エネルギー消費機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1501「特定エネルギー消費機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1501「特定エネルギー消費機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率」　　・JEM 1501「特定エネルギー消費機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率」

②　ダイヤル温度計は，最高温度指針付とする。②　ダイヤル温度計は，最高温度指針付とする。②　ダイヤル温度計は，最高温度指針付とする。②　ダイヤル温度計は，最高温度指針付とする。②　ダイヤル温度計は，最高温度指針付とする。②　ダイヤル温度計は，最高温度指針付とする。②　ダイヤル温度計は，最高温度指針付とする。

3．その他3．その他3．その他3．その他3．その他3．その他3．その他

①　表示灯及び盤内照明器具はLEDとする。①　表示灯及び盤内照明器具はLEDとする。①　表示灯及び盤内照明器具はLEDとする。①　表示灯及び盤内照明器具はLEDとする。①　表示灯及び盤内照明器具はLEDとする。①　表示灯及び盤内照明器具はLEDとする。①　表示灯及び盤内照明器具はLEDとする。

②　400AFのMCCBには補助取手を盤毎に1個設けること。 ②　400AFのMCCBには補助取手を盤毎に1個設けること。 ②　400AFのMCCBには補助取手を盤毎に1個設けること。 ②　400AFのMCCBには補助取手を盤毎に1個設けること。 ②　400AFのMCCBには補助取手を盤毎に1個設けること。 ②　400AFのMCCBには補助取手を盤毎に1個設けること。 ②　400AFのMCCBには補助取手を盤毎に1個設けること。 

７章　発電設備（内燃力）７章　発電設備（内燃力）７章　発電設備（内燃力）７章　発電設備（内燃力）７章　発電設備（内燃力）７章　発電設備（内燃力）７章　発電設備（内燃力）

1．電気方式1．電気方式1．電気方式1．電気方式1．電気方式1．電気方式1．電気方式

2．発電機容量2．発電機容量2．発電機容量2．発電機容量2．発電機容量2．発電機容量2．発電機容量

3．使用燃料種別3．使用燃料種別3．使用燃料種別3．使用燃料種別3．使用燃料種別3．使用燃料種別3．使用燃料種別

・ 高圧（三相3線式 6,600V）　　・ 低圧（三相3線式 200V）・ 高圧（三相3線式 6,600V）　　・ 低圧（三相3線式 200V）・ 高圧（三相3線式 6,600V）　　・ 低圧（三相3線式 200V）・ 高圧（三相3線式 6,600V）　　・ 低圧（三相3線式 200V）・ 高圧（三相3線式 6,600V）　　・ 低圧（三相3線式 200V）・ 高圧（三相3線式 6,600V）　　・ 低圧（三相3線式 200V）・ 高圧（三相3線式 6,600V）　　・ 低圧（三相3線式 200V）

・ 発電機出力（　　　）kVA　　・ 原動機出力（　　　）kW以上・ 発電機出力（　　　）kVA　　・ 原動機出力（　　　）kW以上・ 発電機出力（　　　）kVA　　・ 原動機出力（　　　）kW以上・ 発電機出力（　　　）kVA　　・ 原動機出力（　　　）kW以上・ 発電機出力（　　　）kVA　　・ 原動機出力（　　　）kW以上・ 発電機出力（　　　）kVA　　・ 原動機出力（　　　）kW以上・ 発電機出力（　　　）kVA　　・ 原動機出力（　　　）kW以上

・ 軽油（備蓄量：　　　L）　　・ 灯油（備蓄量：　　　L）　　・ A重油（備蓄量：　　　L）・ 軽油（備蓄量：　　　L）　　・ 灯油（備蓄量：　　　L）　　・ A重油（備蓄量：　　　L）・ 軽油（備蓄量：　　　L）　　・ 灯油（備蓄量：　　　L）　　・ A重油（備蓄量：　　　L）・ 軽油（備蓄量：　　　L）　　・ 灯油（備蓄量：　　　L）　　・ A重油（備蓄量：　　　L）・ 軽油（備蓄量：　　　L）　　・ 灯油（備蓄量：　　　L）　　・ A重油（備蓄量：　　　L）・ 軽油（備蓄量：　　　L）　　・ 灯油（備蓄量：　　　L）　　・ A重油（備蓄量：　　　L）・ 軽油（備蓄量：　　　L）　　・ 灯油（備蓄量：　　　L）　　・ A重油（備蓄量：　　　L）

架台は，JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出法」による荷重計算書を作成し，監督員へ提出する。架台は，JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出法」による荷重計算書を作成し，監督員へ提出する。架台は，JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出法」による荷重計算書を作成し，監督員へ提出する。架台は，JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出法」による荷重計算書を作成し，監督員へ提出する。架台は，JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出法」による荷重計算書を作成し，監督員へ提出する。架台は，JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出法」による荷重計算書を作成し，監督員へ提出する。架台は，JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出法」による荷重計算書を作成し，監督員へ提出する。

卓上電話機1台につき，下記のものを見込む。卓上電話機1台につき，下記のものを見込む。卓上電話機1台につき，下記のものを見込む。卓上電話機1台につき，下記のものを見込む。卓上電話機1台につき，下記のものを見込む。卓上電話機1台につき，下記のものを見込む。卓上電話機1台につき，下記のものを見込む。

・ ボタン電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ ボタン電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ ボタン電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ ボタン電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ ボタン電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ ボタン電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ ボタン電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）

・ 内線電話機　　EM-TIEF 0.65mm-2C（ ・ 15m　　・　　m ）・ 内線電話機　　EM-TIEF 0.65mm-2C（ ・ 15m　　・　　m ）・ 内線電話機　　EM-TIEF 0.65mm-2C（ ・ 15m　　・　　m ）・ 内線電話機　　EM-TIEF 0.65mm-2C（ ・ 15m　　・　　m ）・ 内線電話機　　EM-TIEF 0.65mm-2C（ ・ 15m　　・　　m ）・ 内線電話機　　EM-TIEF 0.65mm-2C（ ・ 15m　　・　　m ）・ 内線電話機　　EM-TIEF 0.65mm-2C（ ・ 15m　　・　　m ）

・ 多機能電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ 多機能電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ 多機能電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ 多機能電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ 多機能電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ 多機能電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）・ 多機能電話機　EM-BTIEE 0.4mm-2P（ ・ 15m　　・　　m ）

・ 2号ワイヤプロテクタ（　　m）・ 2号ワイヤプロテクタ（　　m）・ 2号ワイヤプロテクタ（　　m）・ 2号ワイヤプロテクタ（　　m）・ 2号ワイヤプロテクタ（　　m）・ 2号ワイヤプロテクタ（　　m）・ 2号ワイヤプロテクタ（　　m）

1．施工方法1．施工方法1．施工方法1．施工方法1．施工方法1．施工方法1．施工方法

2．マンホール・ハンドホール2．マンホール・ハンドホール2．マンホール・ハンドホール2．マンホール・ハンドホール2．マンホール・ハンドホール2．マンホール・ハンドホール2．マンホール・ハンドホール

3．高圧負荷開閉器3．高圧負荷開閉器3．高圧負荷開閉器3．高圧負荷開閉器3．高圧負荷開閉器3．高圧負荷開閉器3．高圧負荷開閉器

4．高圧ケーブルの屋外端末処理4．高圧ケーブルの屋外端末処理4．高圧ケーブルの屋外端末処理4．高圧ケーブルの屋外端末処理4．高圧ケーブルの屋外端末処理4．高圧ケーブルの屋外端末処理4．高圧ケーブルの屋外端末処理

①　図面に記載なき地中管路の埋設深さは，車両道路は0.6m以上, それ以外は0.3m以上とする。①　図面に記載なき地中管路の埋設深さは，車両道路は0.6m以上, それ以外は0.3m以上とする。①　図面に記載なき地中管路の埋設深さは，車両道路は0.6m以上, それ以外は0.3m以上とする。①　図面に記載なき地中管路の埋設深さは，車両道路は0.6m以上, それ以外は0.3m以上とする。①　図面に記載なき地中管路の埋設深さは，車両道路は0.6m以上, それ以外は0.3m以上とする。①　図面に記載なき地中管路の埋設深さは，車両道路は0.6m以上, それ以外は0.3m以上とする。①　図面に記載なき地中管路の埋設深さは，車両道路は0.6m以上, それ以外は0.3m以上とする。

②　地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は，地上立上り部で耐候性のある管材に接続すること。②　地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は，地上立上り部で耐候性のある管材に接続すること。②　地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は，地上立上り部で耐候性のある管材に接続すること。②　地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は，地上立上り部で耐候性のある管材に接続すること。②　地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は，地上立上り部で耐候性のある管材に接続すること。②　地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は，地上立上り部で耐候性のある管材に接続すること。②　地中管路に耐候性のない管材を使用する場合は，地上立上り部で耐候性のある管材に接続すること。

③　配管引込部の地盤変位対応種別（標準図 電力31,32）　沈下量（ ・ 0.2m以下　　・ 0.6m以下　　・ 1.0m以下 ）③　配管引込部の地盤変位対応種別（標準図 電力31,32）　沈下量（ ・ 0.2m以下　　・ 0.6m以下　　・ 1.0m以下 ）③　配管引込部の地盤変位対応種別（標準図 電力31,32）　沈下量（ ・ 0.2m以下　　・ 0.6m以下　　・ 1.0m以下 ）③　配管引込部の地盤変位対応種別（標準図 電力31,32）　沈下量（ ・ 0.2m以下　　・ 0.6m以下　　・ 1.0m以下 ）③　配管引込部の地盤変位対応種別（標準図 電力31,32）　沈下量（ ・ 0.2m以下　　・ 0.6m以下　　・ 1.0m以下 ）③　配管引込部の地盤変位対応種別（標準図 電力31,32）　沈下量（ ・ 0.2m以下　　・ 0.6m以下　　・ 1.0m以下 ）③　配管引込部の地盤変位対応種別（標準図 電力31,32）　沈下量（ ・ 0.2m以下　　・ 0.6m以下　　・ 1.0m以下 ）

①　蓋の記号表示は鋳型流込みによるものとし，（ ・ 電力　　・ 電気　　・ 通信　　・ 　　）を表示する。①　蓋の記号表示は鋳型流込みによるものとし，（ ・ 電力　　・ 電気　　・ 通信　　・ 　　）を表示する。①　蓋の記号表示は鋳型流込みによるものとし，（ ・ 電力　　・ 電気　　・ 通信　　・ 　　）を表示する。①　蓋の記号表示は鋳型流込みによるものとし，（ ・ 電力　　・ 電気　　・ 通信　　・ 　　）を表示する。①　蓋の記号表示は鋳型流込みによるものとし，（ ・ 電力　　・ 電気　　・ 通信　　・ 　　）を表示する。①　蓋の記号表示は鋳型流込みによるものとし，（ ・ 電力　　・ 電気　　・ 通信　　・ 　　）を表示する。①　蓋の記号表示は鋳型流込みによるものとし，（ ・ 電力　　・ 電気　　・ 通信　　・ 　　）を表示する。

②　ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。②　ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。②　ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。②　ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。②　ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。②　ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。②　ハンドホール内のケーブル支持等は，マンホールに準じて行う。

・ 閉鎖形（耐重塩じん用）　　・ 地絡継電器付（ ・ 方向性　　・ 無方向性 ）・ 閉鎖形（耐重塩じん用）　　・ 地絡継電器付（ ・ 方向性　　・ 無方向性 ）・ 閉鎖形（耐重塩じん用）　　・ 地絡継電器付（ ・ 方向性　　・ 無方向性 ）・ 閉鎖形（耐重塩じん用）　　・ 地絡継電器付（ ・ 方向性　　・ 無方向性 ）・ 閉鎖形（耐重塩じん用）　　・ 地絡継電器付（ ・ 方向性　　・ 無方向性 ）・ 閉鎖形（耐重塩じん用）　　・ 地絡継電器付（ ・ 方向性　　・ 無方向性 ）・ 閉鎖形（耐重塩じん用）　　・ 地絡継電器付（ ・ 方向性　　・ 無方向性 ）

※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。※別置制御装置までの制御ケーブルを付属すること。

・ 一般形　　・ 耐塩形・ 一般形　　・ 耐塩形・ 一般形　　・ 耐塩形・ 一般形　　・ 耐塩形・ 一般形　　・ 耐塩形・ 一般形　　・ 耐塩形・ 一般形　　・ 耐塩形

5．埋設標識シート5．埋設標識シート5．埋設標識シート5．埋設標識シート5．埋設標識シート5．埋設標識シート5．埋設標識シート

高圧及び特別高圧の地中線路の他，以下の地中線路に設ける。高圧及び特別高圧の地中線路の他，以下の地中線路に設ける。高圧及び特別高圧の地中線路の他，以下の地中線路に設ける。高圧及び特別高圧の地中線路の他，以下の地中線路に設ける。高圧及び特別高圧の地中線路の他，以下の地中線路に設ける。高圧及び特別高圧の地中線路の他，以下の地中線路に設ける。高圧及び特別高圧の地中線路の他，以下の地中線路に設ける。

・ 外部からの通信引込み経路　　・ 建物間の通信配線　　・ 外部通信機器の通信配線・ 外部からの通信引込み経路　　・ 建物間の通信配線　　・ 外部通信機器の通信配線・ 外部からの通信引込み経路　　・ 建物間の通信配線　　・ 外部通信機器の通信配線・ 外部からの通信引込み経路　　・ 建物間の通信配線　　・ 外部通信機器の通信配線・ 外部からの通信引込み経路　　・ 建物間の通信配線　　・ 外部通信機器の通信配線・ 外部からの通信引込み経路　　・ 建物間の通信配線　　・ 外部通信機器の通信配線・ 外部からの通信引込み経路　　・ 建物間の通信配線　　・ 外部通信機器の通信配線

・ 低圧幹線（外部からの引込み経路を含む。）　　・ 外灯配線・ 低圧幹線（外部からの引込み経路を含む。）　　・ 外灯配線・ 低圧幹線（外部からの引込み経路を含む。）　　・ 外灯配線・ 低圧幹線（外部からの引込み経路を含む。）　　・ 外灯配線・ 低圧幹線（外部からの引込み経路を含む。）　　・ 外灯配線・ 低圧幹線（外部からの引込み経路を含む。）　　・ 外灯配線・ 低圧幹線（外部からの引込み経路を含む。）　　・ 外灯配線

10章　構内配電（通信）線路10章　構内配電（通信）線路10章　構内配電（通信）線路10章　構内配電（通信）線路10章　構内配電（通信）線路10章　構内配電（通信）線路10章　構内配電（通信）線路

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事

③　交通誘導警備員の配置③　交通誘導警備員の配置③　交通誘導警備員の配置③　交通誘導警備員の配置③　交通誘導警備員の配置③　交通誘導警備員の配置③　交通誘導警備員の配置

  　交通誘導警備員については，警備業法に基づく警備員とし，図示する場所に　　日間配置すること。  　交通誘導警備員については，警備業法に基づく警備員とし，図示する場所に　　日間配置すること。  　交通誘導警備員については，警備業法に基づく警備員とし，図示する場所に　　日間配置すること。  　交通誘導警備員については，警備業法に基づく警備員とし，図示する場所に　　日間配置すること。  　交通誘導警備員については，警備業法に基づく警備員とし，図示する場所に　　日間配置すること。  　交通誘導警備員については，警備業法に基づく警備員とし，図示する場所に　　日間配置すること。  　交通誘導警備員については，警備業法に基づく警備員とし，図示する場所に　　日間配置すること。

　　　警備員の配置が（ ・ 義務付けられている　　・ 義務付けられていない ）。　　　警備員の配置が（ ・ 義務付けられている　　・ 義務付けられていない ）。　　　警備員の配置が（ ・ 義務付けられている　　・ 義務付けられていない ）。　　　警備員の配置が（ ・ 義務付けられている　　・ 義務付けられていない ）。　　　警備員の配置が（ ・ 義務付けられている　　・ 義務付けられていない ）。　　　警備員の配置が（ ・ 義務付けられている　　・ 義務付けられていない ）。　　　警備員の配置が（ ・ 義務付けられている　　・ 義務付けられていない ）。

　　　きる資料を事前に監督員へ提出すること。　　　きる資料を事前に監督員へ提出すること。　　　きる資料を事前に監督員へ提出すること。　　　きる資料を事前に監督員へ提出すること。　　　きる資料を事前に監督員へ提出すること。　　　きる資料を事前に監督員へ提出すること。　　　きる資料を事前に監督員へ提出すること。

　　　これを提示すること。　　　これを提示すること。　　　これを提示すること。　　　これを提示すること。　　　これを提示すること。　　　これを提示すること。　　　これを提示すること。

　　　1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。　　　1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。　　　1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。　　　1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。　　　1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。　　　1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。　　　1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。

④　足場その他④　足場その他④　足場その他④　足場その他④　足場その他④　足場その他④　足場その他

　　足場及び作業構台の類を（ ・ 本工事で設置する　　・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる ）。　　足場及び作業構台の類を（ ・ 本工事で設置する　　・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる ）。　　足場及び作業構台の類を（ ・ 本工事で設置する　　・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる ）。　　足場及び作業構台の類を（ ・ 本工事で設置する　　・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる ）。　　足場及び作業構台の類を（ ・ 本工事で設置する　　・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる ）。　　足場及び作業構台の類を（ ・ 本工事で設置する　　・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる ）。　　足場及び作業構台の類を（ ・ 本工事で設置する　　・ 関連工事が定置するものを無償で使用できる ）。

　　　　すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。ただし，監督員の　　　　すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。ただし，監督員の　　　　すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。ただし，監督員の　　　　すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。ただし，監督員の　　　　すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。ただし，監督員の　　　　すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。ただし，監督員の　　　　すり先行工法による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと。ただし，監督員の

　　　　承諾を得た場合は，(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。　　　　承諾を得た場合は，(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。　　　　承諾を得た場合は，(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。　　　　承諾を得た場合は，(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。　　　　承諾を得た場合は，(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。　　　　承諾を得た場合は，(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。　　　　承諾を得た場合は，(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる。

　　・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格　　・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格　　・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格　　・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格　　・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格　　・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格　　・警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一級又は二級の検定合格

　　・警備員は，延べ（　　）人（昼（　　）人，夜（　　）人：うち検定合格警備員（　　）人）を見込んでいる。　　・警備員は，延べ（　　）人（昼（　　）人，夜（　　）人：うち検定合格警備員（　　）人）を見込んでいる。　　・警備員は，延べ（　　）人（昼（　　）人，夜（　　）人：うち検定合格警備員（　　）人）を見込んでいる。　　・警備員は，延べ（　　）人（昼（　　）人，夜（　　）人：うち検定合格警備員（　　）人）を見込んでいる。　　・警備員は，延べ（　　）人（昼（　　）人，夜（　　）人：うち検定合格警備員（　　）人）を見込んでいる。　　・警備員は，延べ（　　）人（昼（　　）人，夜（　　）人：うち検定合格警備員（　　）人）を見込んでいる。　　・警備員は，延べ（　　）人（昼（　　）人，夜（　　）人：うち検定合格警備員（　　）人）を見込んでいる。

　　・警備業法を遵守するとともに，受注者は，交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がで　　・警備業法を遵守するとともに，受注者は，交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がで　　・警備業法を遵守するとともに，受注者は，交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がで　　・警備業法を遵守するとともに，受注者は，交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がで　　・警備業法を遵守するとともに，受注者は，交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がで　　・警備業法を遵守するとともに，受注者は，交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がで　　・警備業法を遵守するとともに，受注者は，交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の確認がで

  　・配置された検定合格警備員は，業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求があるときは，  　・配置された検定合格警備員は，業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求があるときは，  　・配置された検定合格警備員は，業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求があるときは，  　・配置された検定合格警備員は，業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求があるときは，  　・配置された検定合格警備員は，業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求があるときは，  　・配置された検定合格警備員は，業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求があるときは，  　・配置された検定合格警備員は，業務に従事している間は合格証明書を携帯し，かつ，監督員等の請求があるときは，

　　・受注者は，「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し，勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに，　　・受注者は，「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し，勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに，　　・受注者は，「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し，勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに，　　・受注者は，「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し，勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに，　　・受注者は，「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し，勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに，　　・受注者は，「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し，勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに，　　・受注者は，「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し，勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）とともに，

  　　※足場を設置する場合は，原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（建築標仕<2>2.2.4）の別紙1「手  　　※足場を設置する場合は，原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（建築標仕<2>2.2.4）の別紙1「手  　　※足場を設置する場合は，原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（建築標仕<2>2.2.4）の別紙1「手  　　※足場を設置する場合は，原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（建築標仕<2>2.2.4）の別紙1「手  　　※足場を設置する場合は，原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（建築標仕<2>2.2.4）の別紙1「手  　　※足場を設置する場合は，原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（建築標仕<2>2.2.4）の別紙1「手  　　※足場を設置する場合は，原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」（建築標仕<2>2.2.4）の別紙1「手

　　・内部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm）　　・内部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm）　　・内部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm）　　・内部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm）　　・内部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm）　　・内部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm）　　・内部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm）

　　・外部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm，シ－ト仕様：　　　　　　　　）　　・外部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm，シ－ト仕様：　　　　　　　　）　　・外部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm，シ－ト仕様：　　　　　　　　）　　・外部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm，シ－ト仕様：　　　　　　　　）　　・外部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm，シ－ト仕様：　　　　　　　　）　　・外部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm，シ－ト仕様：　　　　　　　　）　　・外部足場（種類：　　，仕様：　　枚布，D=　　cm，シ－ト仕様：　　　　　　　　）

9．接地工事9．接地工事9．接地工事9．接地工事9．接地工事9．接地工事9．接地工事

接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。接地極の材料は下表による。ただし，これによりがたい場合は，監督員と協議すること。

接地極の種類接地極の種類接地極の種類接地極の種類接地極の種類接地極の種類接地極の種類

EA・B・C・DEA・B・C・DEA・B・C・DEA・B・C・DEA・B・C・DEA・B・C・DEA・B・C・D

EBEBEBEBEBEBEB

EAEAEAEAEAEAEA

EA・C・DEA・C・DEA・C・DEA・C・DEA・C・DEA・C・DEA・C・D

記号記号記号記号記号記号記号

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値接地抵抗値

　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下

接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）接地極の材料（寸法mm）

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組EB（D=14又はW=40）×2連－2組

・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）・ 共同接地（A・C・D種）

・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）・ 共同接地（A・B・C・D種）

・ A種・ A種・ A種・ A種・ A種・ A種・ A種

・ B種・ B種・ B種・ B種・ B種・ B種・ B種

EOEOEOEOEOEOEO

ELtELtELtELtELtELtELt

EDaEDaEDaEDaEDaEDaEDa

EDtEDtEDtEDtEDtEDtEDt

EtEtEtEtEtEtEt

EAtEAtEAtEAtEAtEAtEAt

ELHELHELHELHELHELHELH

ELAELAELAELAELAELAELA

EELCBEELCBEELCBEELCBEELCBEELCBEELCB

EDEDEDEDEDEDED

ECECECECECECEC  10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下

　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下

　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下　 Ω以下

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下 10Ω以下

100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下

100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下

100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下100Ω以下

－－－－－－－

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　

・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組・ EB(D=14又はW=40）×　連－　組

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組EB（D=14又はW=40）×3連－1組

EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組EB（D=14又はW=40）×3連－2組

EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　

EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　

EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　

EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　EB（D=14又はW=30）×1　　　　

・ C種・ C種・ C種・ C種・ C種・ C種・ C種

・ D種・ D種・ D種・ D種・ D種・ D種・ D種

・ ELCB用・ ELCB用・ ELCB用・ ELCB用・ ELCB用・ ELCB用・ ELCB用

・ 雷保護用・ 雷保護用・ 雷保護用・ 雷保護用・ 雷保護用・ 雷保護用・ 雷保護用

・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用・ 高圧避雷器用

・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用・ 交換機陽極用

・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用・ 本配線盤保安装置用

・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用・ 拡声増幅器用

・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用・ 各種通信機器用

・ 保安器用・ 保安器用・ 保安器用・ 保安器用・ 保安器用・ 保安器用・ 保安器用

・ 測定用補助・ 測定用補助・ 測定用補助・ 測定用補助・ 測定用補助・ 測定用補助・ 測定用補助

EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　EB（D=14又はW=40）×1　　　　

・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2・ EP－0.6×2

　　 (備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　　 (備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　　 (備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　　 (備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　　 (備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　　 (備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。　　 (備考)　EBの長さは，D=14の場合は1,500，W=30の場合は900，W=40の場合は1,200とする。

　　  　　　 接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　  　　　 接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　  　　　 接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　  　　　 接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　  　　　 接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　  　　　 接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。　　  　　　 接地極の埋設位置には, 屋外灯のポール等で埋設位置が明確な場合を除いて接地極埋設標を設ける。

10．その他共通事項10．その他共通事項10．その他共通事項10．その他共通事項10．その他共通事項10．その他共通事項10．その他共通事項

①　配管工事①　配管工事①　配管工事①　配管工事①　配管工事①　配管工事①　配管工事

　　・最上階の天井配管は，原則二重天井内のいんぺい施工とし，屋上スラブへの埋め込みは行わない。（最上階が二重天　　・最上階の天井配管は，原則二重天井内のいんぺい施工とし，屋上スラブへの埋め込みは行わない。（最上階が二重天　　・最上階の天井配管は，原則二重天井内のいんぺい施工とし，屋上スラブへの埋め込みは行わない。（最上階が二重天　　・最上階の天井配管は，原則二重天井内のいんぺい施工とし，屋上スラブへの埋め込みは行わない。（最上階が二重天　　・最上階の天井配管は，原則二重天井内のいんぺい施工とし，屋上スラブへの埋め込みは行わない。（最上階が二重天　　・最上階の天井配管は，原則二重天井内のいんぺい施工とし，屋上スラブへの埋め込みは行わない。（最上階が二重天　　・最上階の天井配管は，原則二重天井内のいんぺい施工とし，屋上スラブへの埋め込みは行わない。（最上階が二重天

　　　井の場合に限る。）　　　井の場合に限る。）　　　井の場合に限る。）　　　井の場合に限る。）　　　井の場合に限る。）　　　井の場合に限る。）　　　井の場合に限る。）

　　・長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。（標仕<2>2.2.9，<2>2.12.4）　　・長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。（標仕<2>2.2.9，<2>2.12.4）　　・長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。（標仕<2>2.2.9，<2>2.12.4）　　・長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。（標仕<2>2.2.9，<2>2.12.4）　　・長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。（標仕<2>2.2.9，<2>2.12.4）　　・長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。（標仕<2>2.2.9，<2>2.12.4）　　・長さ1m以上の入線しない電線管には1.2㎜以上のビニル被覆鉄線を挿入する。（標仕<2>2.2.9，<2>2.12.4）

　　　亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。　　　亜鉛めっき　・ 無塗装 ）とする。

　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。　　・屋外布設の厚鋼電線管は，めっき付着量が300g/m2のものを使用し，原則塗装不要とする。

②　配線工事②　配線工事②　配線工事②　配線工事②　配線工事②　配線工事②　配線工事

　　・高圧ケーブルの種類（EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル）は，JCS 4395「6,600V架橋ポリエチレンケーブル（3層押　　・高圧ケーブルの種類（EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル）は，JCS 4395「6,600V架橋ポリエチレンケーブル（3層押　　・高圧ケーブルの種類（EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル）は，JCS 4395「6,600V架橋ポリエチレンケーブル（3層押　　・高圧ケーブルの種類（EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル）は，JCS 4395「6,600V架橋ポリエチレンケーブル（3層押　　・高圧ケーブルの種類（EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル）は，JCS 4395「6,600V架橋ポリエチレンケーブル（3層押　　・高圧ケーブルの種類（EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル）は，JCS 4395「6,600V架橋ポリエチレンケーブル（3層押　　・高圧ケーブルの種類（EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル）は，JCS 4395「6,600V架橋ポリエチレンケーブル（3層押

　　　出型）」によるものとする。　　　出型）」によるものとする。　　　出型）」によるものとする。　　　出型）」によるものとする。　　　出型）」によるものとする。　　　出型）」によるものとする。　　　出型）」によるものとする。

③　塗装工事③　塗装工事③　塗装工事③　塗装工事③　塗装工事③　塗装工事③　塗装工事

　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 一般居室，廊下等　　・            ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 一般居室，廊下等　　・            ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 一般居室，廊下等　　・            ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 一般居室，廊下等　　・            ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 一般居室，廊下等　　・            ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 一般居室，廊下等　　・            ）　　・次の部分の露出する電線管，支持金物，架台等は塗装を行う。（ ・ 一般居室，廊下等　　・            ）

　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。　　・屋内，屋外及びピット内の支持金物等のうち，ステンレス製又は溶融亜鉛めっき製のものは，原則塗装不要とする。

④　配線器具④　配線器具④　配線器具④　配線器具④　配線器具④　配線器具④　配線器具

⑤　支持金物等⑤　支持金物等⑤　支持金物等⑤　支持金物等⑤　支持金物等⑤　支持金物等⑤　支持金物等

　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶　　・屋外及びピット内の支持金物等はステンレス製又は鋼材にJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZT49以上の溶

　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。　　　融亜鉛めっきを施したものとする。

⑥　用途別表示⑥　用途別表示⑥　用途別表示⑥　用途別表示⑥　用途別表示⑥　用途別表示⑥　用途別表示

　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，　　・盤内，幹線プルボックス内，ケーブルラック上の要所，マンホール・ハンドホール内，その他の要所には合成樹脂製，

　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 　　　ファイバ製等の表示札等を取付け，回路の種別，行先等を表示する. （標仕 <2>2.2.10，<2>2.12.5） 

　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表　　　なお，屋外において直接外気に触れる場所（盤内，プルボックス内を除く。）及びマンホール・ハンドホール内の表

　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.　　　示札等はエッチングプレート等の耐候性を有するものとする.

　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート　　・カバープレート及びプルボックス蓋にはシール等で用途別表示を行う。なお，屋外部分の表示はエッチングプレート

　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。　　　等の耐候性を有するものとする。

⑦　その他⑦　その他⑦　その他⑦　その他⑦　その他⑦　その他⑦　その他

　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に　　・分電盤，制御盤，端子盤などの2次側以降の配線で，配線経路，電線太さ，電線本数，管径などは監督員との協議に

　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。　　　より図面表示と多少相違させてよい。

　　・分電盤からの予備配管として，分電盤の予備回路数（スペースを含む）に応じた配管を天井裏まで立上げる。　　・分電盤からの予備配管として，分電盤の予備回路数（スペースを含む）に応じた配管を天井裏まで立上げる。　　・分電盤からの予備配管として，分電盤の予備回路数（スペースを含む）に応じた配管を天井裏まで立上げる。　　・分電盤からの予備配管として，分電盤の予備回路数（スペースを含む）に応じた配管を天井裏まで立上げる。　　・分電盤からの予備配管として，分電盤の予備回路数（スペースを含む）に応じた配管を天井裏まで立上げる。　　・分電盤からの予備配管として，分電盤の予備回路数（スペースを含む）に応じた配管を天井裏まで立上げる。　　・分電盤からの予備配管として，分電盤の予備回路数（スペースを含む）に応じた配管を天井裏まで立上げる。

　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の　　・改修又は増設工事等において既設配線との接続が本工事に含まれる場合は，工事着手前及び工事完了後に既設配線の

　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。　　　絶縁抵抗を測定する。

　　・屋外の金属製防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　・ 溶融　　・屋外の金属製防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　・ 溶融　　・屋外の金属製防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　・ 溶融　　・屋外の金属製防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　・ 溶融　　・屋外の金属製防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　・ 溶融　　・屋外の金属製防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　・ 溶融　　・屋外の金属製防水形プルボックスは，（ ・ ステンレス製　・ 鋼板製 ）とし，（ ・ メラミン焼付塗装　・ 溶融

    　書を堤出する。    　書を堤出する。    　書を堤出する。    　書を堤出する。    　書を堤出する。    　書を堤出する。    　書を堤出する。

　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績　　・自家用電気工作物の保安規程に基づき，電気主任技術者による工事中の点検並びに工事完成時の検査を実施し，成績

　　・図面に記載なきフラッシュプレートの材質は，（ ・ 新金属製　　・ 樹脂製 ）とする。　　・図面に記載なきフラッシュプレートの材質は，（ ・ 新金属製　　・ 樹脂製 ）とする。　　・図面に記載なきフラッシュプレートの材質は，（ ・ 新金属製　　・ 樹脂製 ）とする。　　・図面に記載なきフラッシュプレートの材質は，（ ・ 新金属製　　・ 樹脂製 ）とする。　　・図面に記載なきフラッシュプレートの材質は，（ ・ 新金属製　　・ 樹脂製 ）とする。　　・図面に記載なきフラッシュプレートの材質は，（ ・ 新金属製　　・ 樹脂製 ）とする。　　・図面に記載なきフラッシュプレートの材質は，（ ・ 新金属製　　・ 樹脂製 ）とする。

　　・㈱池田ケーブルネットワークへの諸手続費（引込工事費用、負担金共）は本工事に含む。　　・㈱池田ケーブルネットワークへの諸手続費（引込工事費用、負担金共）は本工事に含む。　　・㈱池田ケーブルネットワークへの諸手続費（引込工事費用、負担金共）は本工事に含む。　　・㈱池田ケーブルネットワークへの諸手続費（引込工事費用、負担金共）は本工事に含む。　　・㈱池田ケーブルネットワークへの諸手続費（引込工事費用、負担金共）は本工事に含む。　　・㈱池田ケーブルネットワークへの諸手続費（引込工事費用、負担金共）は本工事に含む。　　・㈱池田ケーブルネットワークへの諸手続費（引込工事費用、負担金共）は本工事に含む。



IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345 事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

電特-03電特-03電特-03電特-03電特-03電特-03電特-03

電気設備工事特記仕様書(3)電気設備工事特記仕様書(3)電気設備工事特記仕様書(3)電気設備工事特記仕様書(3)電気設備工事特記仕様書(3)電気設備工事特記仕様書(3)電気設備工事特記仕様書(3) －－－－－－－

11章　その他11章　その他11章　その他11章　その他11章　その他11章　その他11章　その他

1．機器取付高さ1．機器取付高さ1．機器取付高さ1．機器取付高さ1．機器取付高さ1．機器取付高さ1．機器取付高さ

次表を標準とする。ただし，天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は，監督員と協議する。次表を標準とする。ただし，天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は，監督員と協議する。次表を標準とする。ただし，天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は，監督員と協議する。次表を標準とする。ただし，天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は，監督員と協議する。次表を標準とする。ただし，天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は，監督員と協議する。次表を標準とする。ただし，天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は，監督員と協議する。次表を標準とする。ただし，天井高がFL+3,000以上の場合及び機器の使用に支障がある場合は，監督員と協議する。

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

地上～窓中心地上～窓中心地上～窓中心地上～窓中心地上～窓中心地上～窓中心地上～窓中心 1,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,0001,800～2,000
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床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心
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床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端

天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心床上～中心

天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端

天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端天井下～上端

床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端床上～下端

天井下～下端天井下～下端天井下～下端天井下～下端天井下～下端天井下～下端天井下～下端

天井下～中心天井下～中心天井下～中心天井下～中心天井下～中心天井下～中心天井下～中心

鏡上端～中心鏡上端～中心鏡上端～中心鏡上端～中心鏡上端～中心鏡上端～中心鏡上端～中心
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1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500 上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする

上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする
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上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする上端1,900以下とする
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天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9天井高×0.9
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標準図による標準図による標準図による標準図による標準図による標準図による標準図による
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(400)は床に転倒した場合を考慮した取付高を示す(400)は床に転倒した場合を考慮した取付高を示す(400)は床に転倒した場合を考慮した取付高を示す(400)は床に転倒した場合を考慮した取付高を示す(400)は床に転倒した場合を考慮した取付高を示す(400)は床に転倒した場合を考慮した取付高を示す(400)は床に転倒した場合を考慮した取付高を示す
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取付高(mm)取付高(mm)取付高(mm)取付高(mm)取付高(mm)取付高(mm)取付高(mm)

【電力共通】【電力共通】【電力共通】【電力共通】【電力共通】【電力共通】【電力共通】

積算計器積算計器積算計器積算計器積算計器積算計器積算計器

引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器引込開閉器

【電灯】【電灯】【電灯】【電灯】【電灯】【電灯】【電灯】

分電盤分電盤分電盤分電盤分電盤分電盤分電盤

スイッチスイッチスイッチスイッチスイッチスイッチスイッチ

コンセント（一般）コンセント（一般）コンセント（一般）コンセント（一般）コンセント（一般）コンセント（一般）コンセント（一般）

　  〃　　（和室）　  〃　　（和室）　  〃　　（和室）　  〃　　（和室）　  〃　　（和室）　  〃　　（和室）　  〃　　（和室）

　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）　　〃　　（台上）

　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）　　〃　　（土間）

　　〃（車椅子用）　　〃（車椅子用）　　〃（車椅子用）　　〃（車椅子用）　　〃（車椅子用）　　〃（車椅子用）　　〃（車椅子用）

ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）ブラケット（一般）

　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）　　〃　　（踊場）

　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）　　〃　　（鏡上）

多機能便所スイッチ多機能便所スイッチ多機能便所スイッチ多機能便所スイッチ多機能便所スイッチ多機能便所スイッチ多機能便所スイッチ

【動力】【動力】【動力】【動力】【動力】【動力】【動力】

壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤壁掛形制御盤

手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器手元開閉器

制御用スイッチ制御用スイッチ制御用スイッチ制御用スイッチ制御用スイッチ制御用スイッチ制御用スイッチ

【構内交換・構内情報通信網】【構内交換・構内情報通信網】【構内交換・構内情報通信網】【構内交換・構内情報通信網】【構内交換・構内情報通信網】【構内交換・構内情報通信網】【構内交換・構内情報通信網】

端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤端子盤

保安器箱保安器箱保安器箱保安器箱保安器箱保安器箱保安器箱

壁付アウトレット（一般）壁付アウトレット（一般）壁付アウトレット（一般）壁付アウトレット（一般）壁付アウトレット（一般）壁付アウトレット（一般）壁付アウトレット（一般）

　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）

【電気時計】【電気時計】【電気時計】【電気時計】【電気時計】【電気時計】【電気時計】

壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計壁掛形親時計

子時計子時計子時計子時計子時計子時計子時計

【拡声】【拡声】【拡声】【拡声】【拡声】【拡声】【拡声】

壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ壁付アッテネータ

【情報表示】【情報表示】【情報表示】【情報表示】【情報表示】【情報表示】【情報表示】

情報表示盤情報表示盤情報表示盤情報表示盤情報表示盤情報表示盤情報表示盤

壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器壁付発信器

ベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイムベル・ブザー・チャイム

受付押しボタン（一般）受付押しボタン（一般）受付押しボタン（一般）受付押しボタン（一般）受付押しボタン（一般）受付押しボタン（一般）受付押しボタン（一般）

電源箱電源箱電源箱電源箱電源箱電源箱電源箱

【誘導支援・呼出】【誘導支援・呼出】【誘導支援・呼出】【誘導支援・呼出】【誘導支援・呼出】【誘導支援・呼出】【誘導支援・呼出】

壁付インターホン（一般）壁付インターホン（一般）壁付インターホン（一般）壁付インターホン（一般）壁付インターホン（一般）壁付インターホン（一般）壁付インターホン（一般）

　　　〃　　（外部受付）　　　〃　　（外部受付）　　　〃　　（外部受付）　　　〃　　（外部受付）　　　〃　　（外部受付）　　　〃　　（外部受付）　　　〃　　（外部受付）

　　　〃　　（モニタ付）　　　〃　　（モニタ付）　　　〃　　（モニタ付）　　　〃　　（モニタ付）　　　〃　　（モニタ付）　　　〃　　（モニタ付）　　　〃　　（モニタ付）

　　　〃　　（カメラ付）　　　〃　　（カメラ付）　　　〃　　（カメラ付）　　　〃　　（カメラ付）　　　〃　　（カメラ付）　　　〃　　（カメラ付）　　　〃　　（カメラ付）

壁付位置ボックス（一般）壁付位置ボックス（一般）壁付位置ボックス（一般）壁付位置ボックス（一般）壁付位置ボックス（一般）壁付位置ボックス（一般）壁付位置ボックス（一般）

　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）　　　〃　　　　（和室）

呼出ボタン（多機能便所）呼出ボタン（多機能便所）呼出ボタン（多機能便所）呼出ボタン（多機能便所）呼出ボタン（多機能便所）呼出ボタン（多機能便所）呼出ボタン（多機能便所）

【テレビ共同受信】【テレビ共同受信】【テレビ共同受信】【テレビ共同受信】【テレビ共同受信】【テレビ共同受信】【テレビ共同受信】

機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱

直列ユニット（一般）直列ユニット（一般）直列ユニット（一般）直列ユニット（一般）直列ユニット（一般）直列ユニット（一般）直列ユニット（一般）

　　〃　　　（和室）　　〃　　　（和室）　　〃　　　（和室）　　〃　　　（和室）　　〃　　　（和室）　　〃　　　（和室）　　〃　　　（和室）

【火災報知】【火災報知】【火災報知】【火災報知】【火災報知】【火災報知】【火災報知】

受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機受信機・副受信機

機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱機器収容箱

発信器発信器発信器発信器発信器発信器発信器

警報ベル警報ベル警報ベル警報ベル警報ベル警報ベル警報ベル

表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯表示灯

【ガス漏れ検知】【ガス漏れ検知】【ガス漏れ検知】【ガス漏れ検知】【ガス漏れ検知】【ガス漏れ検知】【ガス漏れ検知】

ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器ガス漏れ中継器

検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）検知器（都市ガス）

　〃　　（LPガス）　〃　　（LPガス）　〃　　（LPガス）　〃　　（LPガス）　〃　　（LPガス）　〃　　（LPガス）　〃　　（LPガス）

備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考備　　　考名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称名　　　称 測点測点測点測点測点測点測点

2．配線図記号2．配線図記号2．配線図記号2．配線図記号2．配線図記号2．配線図記号2．配線図記号

①　EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。①　EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。①　EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。①　EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。①　EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。①　EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。①　EM-EEFケーブルにて，4芯以上の配線を布設する場合，全部又は一部に4芯のものを使用しても差し支えない。

②　図面に明記なき配管は次のとおりとする。②　図面に明記なき配管は次のとおりとする。②　図面に明記なき配管は次のとおりとする。②　図面に明記なき配管は次のとおりとする。②　図面に明記なき配管は次のとおりとする。②　図面に明記なき配管は次のとおりとする。②　図面に明記なき配管は次のとおりとする。

　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(G16)　(G22)　･･･　厚鋼電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。

　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。　　(16)　 (22)　 ･･･　PF管（単層管）（JIS C 8411「合成樹脂製可とう電線管」によるもの）を示す。

　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。　　(19)　 (25)　 ･･･　ねじなし電線管（JIS C 8305「鋼製電線管」によるもの）を示す。

③　EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。③　EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。③　EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。③　EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。③　EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。③　EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。③　EM電線及びEMケーブルの表記において，「EM」が省略されている場合は，「EM」付きの表記のものに読み替える。

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事

２２２２２２２

ＥＥＥＥＥＥＥ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ

２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ

２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ

１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ

ＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬ

ＲＲＲＲＲＲＲ

ＳＳＳＳＳＳＳ

３３３３３３３

ＤＨＤＨＤＨＤＨＤＨＤＨＤＨ

４４４４４４４

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２０ＡＥ２０ＡＥ２０ＡＥ２０ＡＥ２０ＡＥ２０ＡＥ２０ＡＥ

ＰＡＳＰＡＳＰＡＳＰＡＳＰＡＳＰＡＳＰＡＳ

ＳＳＳＳＳＳＳ

ＳＳＳＳＳＳＳ

ＳＳＳＳＳＳＳ

ＳＳＳＳＳＳＳ

３０ＡＥ３０ＡＥ３０ＡＥ３０ＡＥ３０ＡＥ３０ＡＥ３０ＡＥ

ＳＳＳＳＳＳＳ

ＣＣＣＣＣＣＣ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

ＳＳＳＳＳＳＳ

Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２Ｓ２

ＳＳＳＳＳＳＳ

３０Ａ３０Ａ３０Ａ３０Ａ３０Ａ３０Ａ３０Ａ

ＳＳＳＳＳＳＳ

適　用適　用適　用適　用適　用適　用適　用シ　ン　ボ　ルシ　ン　ボ　ルシ　ン　ボ　ルシ　ン　ボ　ルシ　ン　ボ　ルシ　ン　ボ　ルシ　ン　ボ　ル 名　　称　　規　　格　　等名　　称　　規　　格　　等名　　称　　規　　格　　等名　　称　　規　　格　　等名　　称　　規　　格　　等名　　称　　規　　格　　等名　　称　　規　　格　　等

電　灯　盤電　灯　盤電　灯　盤電　灯　盤電　灯　盤電　灯　盤電　灯　盤

照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照

直付灯はシームレスライン直付灯はシームレスライン直付灯はシームレスライン直付灯はシームレスライン直付灯はシームレスライン直付灯はシームレスライン直付灯はシームレスライン

直付又はシーリングライト直付又はシーリングライト直付又はシーリングライト直付又はシーリングライト直付又はシーリングライト直付又はシーリングライト直付又はシーリングライト

ＬＥＤダウンライトＬＥＤダウンライトＬＥＤダウンライトＬＥＤダウンライトＬＥＤダウンライトＬＥＤダウンライトＬＥＤダウンライト

ＬＥＤブラケットＬＥＤブラケットＬＥＤブラケットＬＥＤブラケットＬＥＤブラケットＬＥＤブラケットＬＥＤブラケット

コードペンダントコードペンダントコードペンダントコードペンダントコードペンダントコードペンダントコードペンダント

ユニバーサルダウンライトユニバーサルダウンライトユニバーサルダウンライトユニバーサルダウンライトユニバーサルダウンライトユニバーサルダウンライトユニバーサルダウンライト

ＬＥＤスポットライトＬＥＤスポットライトＬＥＤスポットライトＬＥＤスポットライトＬＥＤスポットライトＬＥＤスポットライトＬＥＤスポットライト

パイロットスイッチパイロットスイッチパイロットスイッチパイロットスイッチパイロットスイッチパイロットスイッチパイロットスイッチ 〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃消し遅れスイッチ（０～約５分可変形）消し遅れスイッチ（０～約５分可変形）消し遅れスイッチ（０～約５分可変形）消し遅れスイッチ（０～約５分可変形）消し遅れスイッチ（０～約５分可変形）消し遅れスイッチ（０～約５分可変形）消し遅れスイッチ（０～約５分可変形）

３Ｗ１５Ａ３Ｗ１５Ａ３Ｗ１５Ａ３Ｗ１５Ａ３Ｗ１５Ａ３Ｗ１５Ａ３Ｗ１５Ａ

１Ｐ１５Ａ，１Ｐ１５Ａ×２１Ｐ１５Ａ，１Ｐ１５Ａ×２１Ｐ１５Ａ，１Ｐ１５Ａ×２１Ｐ１５Ａ，１Ｐ１５Ａ×２１Ｐ１５Ａ，１Ｐ１５Ａ×２１Ｐ１５Ａ，１Ｐ１５Ａ×２１Ｐ１５Ａ，１Ｐ１５Ａ×２

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

防水コンセント防水コンセント防水コンセント防水コンセント防水コンセント防水コンセント防水コンセント

〃〃〃〃〃〃〃

２Ｐ１５Ａ×２２Ｐ１５Ａ×２２Ｐ１５Ａ×２２Ｐ１５Ａ×２２Ｐ１５Ａ×２２Ｐ１５Ａ×２２Ｐ１５Ａ×２

２Ｐ１５Ａ　　　接地端子付２Ｐ１５Ａ　　　接地端子付２Ｐ１５Ａ　　　接地端子付２Ｐ１５Ａ　　　接地端子付２Ｐ１５Ａ　　　接地端子付２Ｐ１５Ａ　　　接地端子付２Ｐ１５Ａ　　　接地端子付

２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付

２Ｐ１５Ａ×２　接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　接地端子付

２Ｐ１５Ａ×２　　　防水型接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　　　防水型接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　　　防水型接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　　　防水型接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　　　防水型接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　　　防水型接地端子付２Ｐ１５Ａ×２　　　防水型接地端子付

２Ｐ１５Ａ／２０Ａ兼用型　接地極接地端子付２Ｐ１５Ａ／２０Ａ兼用型　接地極接地端子付２Ｐ１５Ａ／２０Ａ兼用型　接地極接地端子付２Ｐ１５Ａ／２０Ａ兼用型　接地極接地端子付２Ｐ１５Ａ／２０Ａ兼用型　接地極接地端子付２Ｐ１５Ａ／２０Ａ兼用型　接地極接地端子付２Ｐ１５Ａ／２０Ａ兼用型　接地極接地端子付

専用コンセント専用コンセント専用コンセント専用コンセント専用コンセント専用コンセント専用コンセント ２Ｐ３０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ３０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ３０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ３０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ３０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ３０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ３０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付

２Ｐ１５Ａ　　　接地極付２Ｐ１５Ａ　　　接地極付２Ｐ１５Ａ　　　接地極付２Ｐ１５Ａ　　　接地極付２Ｐ１５Ａ　　　接地極付２Ｐ１５Ａ　　　接地極付２Ｐ１５Ａ　　　接地極付

※上記の○印を本工事に適用する。※上記の○印を本工事に適用する。※上記の○印を本工事に適用する。※上記の○印を本工事に適用する。※上記の○印を本工事に適用する。※上記の○印を本工事に適用する。※上記の○印を本工事に適用する。

※特　　記※特　　記※特　　記※特　　記※特　　記※特　　記※特　　記

・電灯回路・電灯回路・電灯回路・電灯回路・電灯回路・電灯回路・電灯回路 明記外ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ１．６ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。

・図中明記無きも蛍光灯のＦＬ３２Ｗ×１灯相当以上及び防水型器具には、アース線ＥＭ－ＩＥ１．６ｍｍ以上を施工のこと。・図中明記無きも蛍光灯のＦＬ３２Ｗ×１灯相当以上及び防水型器具には、アース線ＥＭ－ＩＥ１．６ｍｍ以上を施工のこと。・図中明記無きも蛍光灯のＦＬ３２Ｗ×１灯相当以上及び防水型器具には、アース線ＥＭ－ＩＥ１．６ｍｍ以上を施工のこと。・図中明記無きも蛍光灯のＦＬ３２Ｗ×１灯相当以上及び防水型器具には、アース線ＥＭ－ＩＥ１．６ｍｍ以上を施工のこと。・図中明記無きも蛍光灯のＦＬ３２Ｗ×１灯相当以上及び防水型器具には、アース線ＥＭ－ＩＥ１．６ｍｍ以上を施工のこと。・図中明記無きも蛍光灯のＦＬ３２Ｗ×１灯相当以上及び防水型器具には、アース線ＥＭ－ＩＥ１．６ｍｍ以上を施工のこと。・図中明記無きも蛍光灯のＦＬ３２Ｗ×１灯相当以上及び防水型器具には、アース線ＥＭ－ＩＥ１．６ｍｍ以上を施工のこと。

凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例凡　　例

・コンセント回路・コンセント回路・コンセント回路・コンセント回路・コンセント回路・コンセント回路・コンセント回路 明記外ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。明記外ＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍコロガシ配線とし、コンクリート・ブロック部はＰＦ管に収容とする。

弱電端子盤弱電端子盤弱電端子盤弱電端子盤弱電端子盤弱電端子盤弱電端子盤 別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照

電話アウトレット電話アウトレット電話アウトレット電話アウトレット電話アウトレット電話アウトレット電話アウトレット モジュラジャック モジュラジャック モジュラジャック モジュラジャック モジュラジャック モジュラジャック モジュラジャック 

テレビ直列ユニットテレビ直列ユニットテレビ直列ユニットテレビ直列ユニットテレビ直列ユニットテレビ直列ユニットテレビ直列ユニット

テレビ端子テレビ端子テレビ端子テレビ端子テレビ端子テレビ端子テレビ端子

ＢＳ－７Ｆ－７ＢＳ－７Ｆ－７ＢＳ－７Ｆ－７ＢＳ－７Ｆ－７ＢＳ－７Ｆ－７ＢＳ－７Ｆ－７ＢＳ－７Ｆ－７

ＣＳ－７ＦＷＣＳ－７ＦＷＣＳ－７ＦＷＣＳ－７ＦＷＣＳ－７ＦＷＣＳ－７ＦＷＣＳ－７ＦＷ

但し、第一ＢＯＸまでは上記をＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍと読み替えて使用のこと。但し、第一ＢＯＸまでは上記をＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍと読み替えて使用のこと。但し、第一ＢＯＸまでは上記をＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍと読み替えて使用のこと。但し、第一ＢＯＸまでは上記をＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍと読み替えて使用のこと。但し、第一ＢＯＸまでは上記をＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍと読み替えて使用のこと。但し、第一ＢＯＸまでは上記をＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍと読み替えて使用のこと。但し、第一ＢＯＸまでは上記をＥＭ－ＥＥＦ２．０ｍｍと読み替えて使用のこと。

別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤引込開閉器盤

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

〃〃〃〃〃〃〃

（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）

情報アウトレット情報アウトレット情報アウトレット情報アウトレット情報アウトレット情報アウトレット情報アウトレット

換気専用コントロールスイッチ換気専用コントロールスイッチ換気専用コントロールスイッチ換気専用コントロールスイッチ換気専用コントロールスイッチ換気専用コントロールスイッチ換気専用コントロールスイッチ

〃〃〃〃〃〃〃 〃〃〃〃〃〃〃４Ｗ１５Ａ４Ｗ１５Ａ４Ｗ１５Ａ４Ｗ１５Ａ４Ｗ１５Ａ４Ｗ１５Ａ４Ｗ１５Ａ

動　力　盤動　力　盤動　力　盤動　力　盤動　力　盤動　力　盤動　力　盤 別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照

フラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコン ２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付２Ｐ１５Ａ×２　接地極付

専用コンセント専用コンセント専用コンセント専用コンセント専用コンセント専用コンセント専用コンセント ２Ｐ２０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ２０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ２０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ２０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ２０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ２０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付２Ｐ２０Ａ（２５０Ｖ）　　　接地端子付 （プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）（プレート、ボックス共）

〃〃〃〃〃〃〃

電話モジュラジャック電話モジュラジャック電話モジュラジャック電話モジュラジャック電話モジュラジャック電話モジュラジャック電話モジュラジャック フラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコン ６極４心６極４心６極４心６極４心６極４心６極４心６極４心

情報モジュラジャック情報モジュラジャック情報モジュラジャック情報モジュラジャック情報モジュラジャック情報モジュラジャック情報モジュラジャック フラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコンフラット型フロアコン ＣＡＴ５ｅＣＡＴ５ｅＣＡＴ５ｅＣＡＴ５ｅＣＡＴ５ｅＣＡＴ５ｅＣＡＴ５ｅ

別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照キュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクル

別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照別図結線図参照引込ポール引込ポール引込ポール引込ポール引込ポール引込ポール引込ポール

高圧気中開閉器高圧気中開閉器高圧気中開閉器高圧気中開閉器高圧気中開閉器高圧気中開閉器高圧気中開閉器 ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ、ＶＴ、ＬＡ内蔵、ＤＧＲ付、密閉型ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ、ＶＴ、ＬＡ内蔵、ＤＧＲ付、密閉型ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ、ＶＴ、ＬＡ内蔵、ＤＧＲ付、密閉型ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ、ＶＴ、ＬＡ内蔵、ＤＧＲ付、密閉型ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ、ＶＴ、ＬＡ内蔵、ＤＧＲ付、密閉型ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ、ＶＴ、ＬＡ内蔵、ＤＧＲ付、密閉型ＰＡＳ７．２ＫＶ　２００Ａ、ＶＴ、ＬＡ内蔵、ＤＧＲ付、密閉型

ＡＡＡＡＡＡＡ 熱線センサー付自動スイッチ（３０分可変形）親器熱線センサー付自動スイッチ（３０分可変形）親器熱線センサー付自動スイッチ（３０分可変形）親器熱線センサー付自動スイッチ（３０分可変形）親器熱線センサー付自動スイッチ（３０分可変形）親器熱線センサー付自動スイッチ（３０分可変形）親器熱線センサー付自動スイッチ（３０分可変形）親器

同上用子器（広角検知形）同上用子器（広角検知形）同上用子器（広角検知形）同上用子器（広角検知形）同上用子器（広角検知形）同上用子器（広角検知形）同上用子器（広角検知形）

同上用子器＜換気扇連動用＞（３０分可変形）同上用子器＜換気扇連動用＞（３０分可変形）同上用子器＜換気扇連動用＞（３０分可変形）同上用子器＜換気扇連動用＞（３０分可変形）同上用子器＜換気扇連動用＞（３０分可変形）同上用子器＜換気扇連動用＞（３０分可変形）同上用子器＜換気扇連動用＞（３０分可変形）

熱線センサー付自動スイッチ（蛍白両用・換気扇連動用）熱線センサー付自動スイッチ（蛍白両用・換気扇連動用）熱線センサー付自動スイッチ（蛍白両用・換気扇連動用）熱線センサー付自動スイッチ（蛍白両用・換気扇連動用）熱線センサー付自動スイッチ（蛍白両用・換気扇連動用）熱線センサー付自動スイッチ（蛍白両用・換気扇連動用）熱線センサー付自動スイッチ（蛍白両用・換気扇連動用）

ＢＫＢＫＢＫＢＫＢＫＢＫＢＫ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＤＤＤＤＤＤＤ

リモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチリモコンセレクタスイッチ パターン・グループ設定スイッチ（光アドレス設定式）設定器一台見込むこと。パターン・グループ設定スイッチ（光アドレス設定式）設定器一台見込むこと。パターン・グループ設定スイッチ（光アドレス設定式）設定器一台見込むこと。パターン・グループ設定スイッチ（光アドレス設定式）設定器一台見込むこと。パターン・グループ設定スイッチ（光アドレス設定式）設定器一台見込むこと。パターン・グループ設定スイッチ（光アドレス設定式）設定器一台見込むこと。パターン・グループ設定スイッチ（光アドレス設定式）設定器一台見込むこと。

リモコンリレーリモコンリレーリモコンリレーリモコンリレーリモコンリレーリモコンリレーリモコンリレー 盤内組込み盤内組込み盤内組込み盤内組込み盤内組込み盤内組込み盤内組込み
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図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345
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縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称
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案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図案内図、改修後配置図 1／2001／2001／2001／2001／2001／2001／200
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改修後配置図改修後配置図改修後配置図改修後配置図改修後配置図改修後配置図改修後配置図

スロープ上屋スロープ上屋スロープ上屋スロープ上屋スロープ上屋スロープ上屋スロープ上屋 身体障害者駐車場身体障害者駐車場身体障害者駐車場身体障害者駐車場身体障害者駐車場身体障害者駐車場身体障害者駐車場

既設建物既設建物既設建物既設建物既設建物既設建物既設建物

本館本館本館本館本館本館本館

２階部分を示す２階部分を示す２階部分を示す２階部分を示す２階部分を示す２階部分を示す２階部分を示す
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53文化会館線53文化会館線53文化会館線53文化会館線53文化会館線53文化会館線53文化会館線
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法42条1項１号道路法42条1項１号道路法42条1項１号道路法42条1項１号道路法42条1項１号道路法42条1項１号道路法42条1項１号道路
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1階延焼ライン1階延焼ライン1階延焼ライン1階延焼ライン1階延焼ライン1階延焼ライン1階延焼ライン

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事

申請地申請地申請地申請地申請地申請地申請地

案内図案内図案内図案内図案内図案内図案内図

「地理院地図データ」（国土地院）をもとに（株）泉設計室が作成「地理院地図データ」（国土地院）をもとに（株）泉設計室が作成「地理院地図データ」（国土地院）をもとに（株）泉設計室が作成「地理院地図データ」（国土地院）をもとに（株）泉設計室が作成「地理院地図データ」（国土地院）をもとに（株）泉設計室が作成「地理院地図データ」（国土地院）をもとに（株）泉設計室が作成「地理院地図データ」（国土地院）をもとに（株）泉設計室が作成
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〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345

IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

E-02E-02E-02E-02E-02E-02E-02

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事 盤類結線図（改修前・後）(1)盤類結線図（改修前・後）(1)盤類結線図（改修前・後）(1)盤類結線図（改修前・後）(1)盤類結線図（改修前・後）(1)盤類結線図（改修前・後）(1)盤類結線図（改修前・後）(1) －－－－－－－

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称 負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）
定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧

（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号
ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ
１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ

１００１００１００１００１００１００１００ ２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ
（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（学校教育課、ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（学校教育課、ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（学校教育課、ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（学校教育課、ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（学校教育課、ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（学校教育課、ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（学校教育課、ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）

※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ

既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修前）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、

学校教育課）学校教育課）学校教育課）学校教育課）学校教育課）学校教育課）学校教育課）

教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（玄関ホール、廊下）（玄関ホール、廊下）（玄関ホール、廊下）（玄関ホール、廊下）（玄関ホール、廊下）（玄関ホール、廊下）（玄関ホール、廊下）

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

２００２００２００２００２００２００２００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、（生涯学習人権課、

学校教育課）学校教育課）学校教育課）学校教育課）学校教育課）学校教育課）学校教育課）

－－－－－－－
１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（通路、防犯）（通路、防犯）（通路、防犯）（通路、防犯）（通路、防犯）（通路、防犯）（通路、防犯）

－－－－－－－

－－－－－－－

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（事務室　主装置）（事務室　主装置）（事務室　主装置）（事務室　主装置）（事務室　主装置）（事務室　主装置）（事務室　主装置）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）

時計、アンプ、警報盤時計、アンプ、警報盤時計、アンプ、警報盤時計、アンプ、警報盤時計、アンプ、警報盤時計、アンプ、警報盤時計、アンプ、警報盤
電源電源電源電源電源電源電源

（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）

自火報受信機自火報受信機自火報受信機自火報受信機自火報受信機自火報受信機自火報受信機
電源電源電源電源電源電源電源

（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）（学校教育課）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）（生涯学習人権課）

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（通路、倉庫、外部）（通路、倉庫、外部）（通路、倉庫、外部）（通路、倉庫、外部）（通路、倉庫、外部）（通路、倉庫、外部）（通路、倉庫、外部）

電灯・コンセント電灯・コンセント電灯・コンセント電灯・コンセント電灯・コンセント電灯・コンセント電灯・コンセント
（外部車庫）（外部車庫）（外部車庫）（外部車庫）（外部車庫）（外部車庫）（外部車庫）

自動ドア自動ドア自動ドア自動ドア自動ドア自動ドア自動ドア
電源電源電源電源電源電源電源

（玄関ホール）（玄関ホール）（玄関ホール）（玄関ホール）（玄関ホール）（玄関ホール）（玄関ホール）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、（ＡＬＴ室兼学校教育課準備室、
教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）教育総務課兼施設担当資料室）

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（ポーチ、玄関ホール、コピー室（ポーチ、玄関ホール、コピー室（ポーチ、玄関ホール、コピー室（ポーチ、玄関ホール、コピー室（ポーチ、玄関ホール、コピー室（ポーチ、玄関ホール、コピー室（ポーチ、玄関ホール、コピー室

身障者・女・男ＷＣ）身障者・女・男ＷＣ）身障者・女・男ＷＣ）身障者・女・男ＷＣ）身障者・女・男ＷＣ）身障者・女・男ＷＣ）身障者・女・男ＷＣ）

（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）

ＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢ

ＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢ

ＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢ

ＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢ

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称
（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）
定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧

（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（旧選管①）（旧選管①）（旧選管①）（旧選管①）（旧選管①）（旧選管①）（旧選管①）

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）
１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（旧選管②）（旧選管②）（旧選管②）（旧選管②）（旧選管②）（旧選管②）（旧選管②）

（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）
１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（旧選管③）（旧選管③）（旧選管③）（旧選管③）（旧選管③）（旧選管③）（旧選管③）

（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）
１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（旧選管④）（旧選管④）（旧選管④）（旧選管④）（旧選管④）（旧選管④）（旧選管④）

（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）（教育総務課兼施設担当資料室）

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ
キュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルより

２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室

ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）

ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付

ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付

ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付

既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

16161616161616

9999999

2222222

1111111 4444444

3333333 6666666

5555555 8888888

7777777 10101010101010

21212121212121

12121212121212

13131313131313

14141414141414

15151515151515

17171717171717

18181818181818

19191919191919

20202020202020

22222222222222

11111111111111

16161616161616

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称 負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）
定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧

（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号

１００１００１００１００１００１００１００ ２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ
（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）（ＥＬＣＢ）

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯

※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ

既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－１）参考結線図（改修後）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、
多目的備品庫）多目的備品庫）多目的備品庫）多目的備品庫）多目的備品庫）多目的備品庫）多目的備品庫）

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（エントランスホール、廊下1）（エントランスホール、廊下1）（エントランスホール、廊下1）（エントランスホール、廊下1）（エントランスホール、廊下1）（エントランスホール、廊下1）（エントランスホール、廊下1）

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

２００２００２００２００２００２００２００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

－－－－－－－
１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（廊下4、防犯）（廊下4、防犯）（廊下4、防犯）（廊下4、防犯）（廊下4、防犯）（廊下4、防犯）（廊下4、防犯）

－－－－－－－

－－－－－－－

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）

警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤警報盤
電源電源電源電源電源電源電源

（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）

自火報受信機自火報受信機自火報受信機自火報受信機自火報受信機自火報受信機自火報受信機
電源電源電源電源電源電源電源

（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（廊下3、倉庫、外部）（廊下3、倉庫、外部）（廊下3、倉庫、外部）（廊下3、倉庫、外部）（廊下3、倉庫、外部）（廊下3、倉庫、外部）（廊下3、倉庫、外部）

自動ドア自動ドア自動ドア自動ドア自動ドア自動ドア自動ドア
電源電源電源電源電源電源電源

（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント
（談話室、（談話室、（談話室、（談話室、（談話室、（談話室、（談話室、
中会議室）中会議室）中会議室）中会議室）中会議室）中会議室）中会議室）

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（玄関ポーチ、エントランスホール（玄関ポーチ、エントランスホール（玄関ポーチ、エントランスホール（玄関ポーチ、エントランスホール（玄関ポーチ、エントランスホール（玄関ポーチ、エントランスホール（玄関ポーチ、エントランスホール
廊下1・2、空室、女・男ＷＣ１）廊下1・2、空室、女・男ＷＣ１）廊下1・2、空室、女・男ＷＣ１）廊下1・2、空室、女・男ＷＣ１）廊下1・2、空室、女・男ＷＣ１）廊下1・2、空室、女・男ＷＣ１）廊下1・2、空室、女・男ＷＣ１）

（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）（ＡＬＳＯＫ）

ＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢ

ＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢ

ＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢ

ＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢＥＬＣＢ

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称
（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ
キュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルより

２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室

ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）ＩＶ２２　×３（３１）

ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付

ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付

ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付ロックカバー付

既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

屋外コンセント屋外コンセント屋外コンセント屋外コンセント屋外コンセント屋外コンセント屋外コンセント
（自動販売機）（自動販売機）（自動販売機）（自動販売機）（自動販売機）（自動販売機）（自動販売機）

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備（廊下3、給湯室、（廊下3、給湯室、（廊下3、給湯室、（廊下3、給湯室、（廊下3、給湯室、（廊下3、給湯室、（廊下3、給湯室、
談話室、中会議室）談話室、中会議室）談話室、中会議室）談話室、中会議室）談話室、中会議室）談話室、中会議室）談話室、中会議室）

（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、（貸館　多目的室、
多目的備品庫）多目的備品庫）多目的備品庫）多目的備品庫）多目的備品庫）多目的備品庫）多目的備品庫）

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

－－－－－－－

－－－－－－－

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

－－－－－－－

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００－－－－－－－

－－－－－－－

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

－－－－－－－

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００－－－－－－－

－－－－－－－

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ
１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ１００／７５ＡＴ

－－－－－－－ －－－－－－－

外部電灯外部電灯外部電灯外部電灯外部電灯外部電灯外部電灯
（屋外　スロープ、身障者駐車場）（屋外　スロープ、身障者駐車場）（屋外　スロープ、身障者駐車場）（屋外　スロープ、身障者駐車場）（屋外　スロープ、身障者駐車場）（屋外　スロープ、身障者駐車場）（屋外　スロープ、身障者駐車場）

外部電灯外部電灯外部電灯外部電灯外部電灯外部電灯外部電灯
（外灯）（外灯）（外灯）（外灯）（外灯）（外灯）（外灯）

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備



aaaaaaa bbbbbbb

ccccccc ddddddd

eeeeeee fffffff

ggggggg hhhhhhh
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ロロロロロロロイイイイイイイ

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345

IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

E-03E-03E-03E-03E-03E-03E-03

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事 盤類結線図（改修前・後）(2)盤類結線図（改修前・後）(2)盤類結線図（改修前・後）(2)盤類結線図（改修前・後）(2)盤類結線図（改修前・後）(2)盤類結線図（改修前・後）(2)盤類結線図（改修前・後）(2) －－－－－－－

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称 負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）
定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧

（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ
５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００ ２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（相談室、会議室、（相談室、会議室、（相談室、会議室、（相談室、会議室、（相談室、会議室、（相談室、会議室、（相談室、会議室、

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（教育長室、（教育長室、（教育長室、（教育長室、（教育長室、（教育長室、（教育長室、

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（教育総務課）（教育総務課）（教育総務課）（教育総務課）（教育総務課）（教育総務課）（教育総務課）

２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯
（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、

１００１００１００１００１００１００１００ ２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００ １００１００１００１００１００１００１００ ２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）

１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ
キュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルより

２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称 ２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線 回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号

手元開閉器盤手元開閉器盤手元開閉器盤手元開閉器盤手元開閉器盤手元開閉器盤手元開閉器盤

　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共
※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ

既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修前）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修前）

ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）

３φ３Ｗ３φ３Ｗ３φ３Ｗ３φ３Ｗ３φ３Ｗ３φ３Ｗ３φ３Ｗ
キュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルより

２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室

（旧Ｓ－４）（旧Ｓ－４）（旧Ｓ－４）（旧Ｓ－４）（旧Ｓ－４）（旧Ｓ－４）（旧Ｓ－４）
手元開閉器盤手元開閉器盤手元開閉器盤手元開閉器盤手元開閉器盤手元開閉器盤手元開閉器盤

＜旧ＡＣＰ－４用＞＜旧ＡＣＰ－４用＞＜旧ＡＣＰ－４用＞＜旧ＡＣＰ－４用＞＜旧ＡＣＰ－４用＞＜旧ＡＣＰ－４用＞＜旧ＡＣＰ－４用＞ ＜旧ＡＣＰ－５用＞＜旧ＡＣＰ－５用＞＜旧ＡＣＰ－５用＞＜旧ＡＣＰ－５用＞＜旧ＡＣＰ－５用＞＜旧ＡＣＰ－５用＞＜旧ＡＣＰ－５用＞

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ
５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ

２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯
（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）

２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯
（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント ２階コンセント２階コンセント２階コンセント２階コンセント２階コンセント２階コンセント２階コンセント

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（１階乙号窓口）（１階乙号窓口）（１階乙号窓口）（１階乙号窓口）（１階乙号窓口）（１階乙号窓口）（１階乙号窓口）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（１階受付柱）（１階受付柱）（１階受付柱）（１階受付柱）（１階受付柱）（１階受付柱）（１階受付柱）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（１階総務）（１階総務）（１階総務）（１階総務）（１階総務）（１階総務）（１階総務）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（１階表示）（１階表示）（１階表示）（１階表示）（１階表示）（１階表示）（１階表示）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（１階地図管窓口用）（１階地図管窓口用）（１階地図管窓口用）（１階地図管窓口用）（１階地図管窓口用）（１階地図管窓口用）（１階地図管窓口用）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（ワープロ）（ワープロ）（ワープロ）（ワープロ）（ワープロ）（ワープロ）（ワープロ）

２階換気扇電源２階換気扇電源２階換気扇電源２階換気扇電源２階換気扇電源２階換気扇電源２階換気扇電源
（男子更衣室）（男子更衣室）（男子更衣室）（男子更衣室）（男子更衣室）（男子更衣室）（男子更衣室）

教育総務課、EPS）教育総務課、EPS）教育総務課、EPS）教育総務課、EPS）教育総務課、EPS）教育総務課、EPS）教育総務課、EPS）

廊下）廊下）廊下）廊下）廊下）廊下）廊下）

視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）

男子更衣室）男子更衣室）男子更衣室）男子更衣室）男子更衣室）男子更衣室）男子更衣室）

（教育長室、（教育長室、（教育長室、（教育長室、（教育長室、（教育長室、（教育長室、
教育総務課）教育総務課）教育総務課）教育総務課）教育総務課）教育総務課）教育総務課）

（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、
女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分 撤去済み撤去済み撤去済み撤去済み撤去済み撤去済み撤去済み

１階シャッター電源１階シャッター電源１階シャッター電源１階シャッター電源１階シャッター電源１階シャッター電源１階シャッター電源
（教育総務課）（教育総務課）（教育総務課）（教育総務課）（教育総務課）（教育総務課）（教育総務課）

（旧Ｓ－５）（旧Ｓ－５）（旧Ｓ－５）（旧Ｓ－５）（旧Ｓ－５）（旧Ｓ－５）（旧Ｓ－５）

既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用 既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

aaaaaaa bbbbbbb

ccccccc ddddddd

eeeeeee fffffff

ggggggg hhhhhhh

iiiiiii jjjjjjj

ロロロロロロロイイイイイイイ

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称 負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）
定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧

（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ
５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００ ２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（障がい会館1）（障がい会館1）（障がい会館1）（障がい会館1）（障がい会館1）（障がい会館1）（障がい会館1）

１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯１階電灯
（基幹センター室1・2、（基幹センター室1・2、（基幹センター室1・2、（基幹センター室1・2、（基幹センター室1・2、（基幹センター室1・2、（基幹センター室1・2、

２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯
（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、（廊下、女子更衣室、

１００１００１００１００１００１００１００ ２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００ １００１００１００１００１００１００１００ ２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）ＩＶ２．０×３（２５）

１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ
キュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルより

２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称 ２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線２次側配管・配線 回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号

　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共　上部・下部ダクト共
※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁埋込型、鋼板製、指定色塗装仕上げ

既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修後）既設電灯盤（Ｌ１－２）参考結線図（改修後）

ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）ＩＶ１４　×３（３１）

３φ３Ｗ３φ３Ｗ３φ３Ｗ３φ３Ｗ３φ３Ｗ３φ３Ｗ３φ３Ｗ
キュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルより

２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ
５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ５０／２０ＡＴ

２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯
（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）（学校教育課倉庫）

２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯２階電灯
（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、（教育総務課倉庫、

１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント１階コンセント ２階コンセント２階コンセント２階コンセント２階コンセント２階コンセント２階コンセント２階コンセント

２階換気扇電源２階換気扇電源２階換気扇電源２階換気扇電源２階換気扇電源２階換気扇電源２階換気扇電源
（男子更衣室）（男子更衣室）（男子更衣室）（男子更衣室）（男子更衣室）（男子更衣室）（男子更衣室）

視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）視聴覚ライブラリー）

男子更衣室）男子更衣室）男子更衣室）男子更衣室）男子更衣室）男子更衣室）男子更衣室）

（基幹センター室1、（基幹センター室1、（基幹センター室1、（基幹センター室1、（基幹センター室1、（基幹センター室1、（基幹センター室1、
障がい会館1）障がい会館1）障がい会館1）障がい会館1）障がい会館1）障がい会館1）障がい会館1）

（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、（学校教育・教育総務課倉庫、
女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）女子更衣室、男子更衣室）

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００

－－－－－－－ 撤去済み撤去済み撤去済み撤去済み撤去済み撤去済み撤去済み

既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用 既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備 予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

EPS）EPS）EPS）EPS）EPS）EPS）EPS）

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備
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◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

供託事務処理供託事務処理供託事務処理供託事務処理供託事務処理供託事務処理供託事務処理
システム（プリンタ）システム（プリンタ）システム（プリンタ）システム（プリンタ）システム（プリンタ）システム（プリンタ）システム（プリンタ）

供託事務処理供託事務処理供託事務処理供託事務処理供託事務処理供託事務処理供託事務処理
システムシステムシステムシステムシステムシステムシステム

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明非常照明



111111111111111111111

101101101101101101101 102102102102102102102

103103103103103103103 104104104104104104104

105105105105105105105 106106106106106106106

107107107107107107107 108108108108108108108

109109109109109109109 110110110110110110110

112112112112112112112
端D端D端D端D端D端D端D

端A端A端A端A端A端A端A

端B端B端B端B端B端B端B

端C端C端C端C端C端C端C

端G端G端G端G端G端G端G

端E端E端E端E端E端E端E

端F端F端F端F端F端F端F

端i端i端i端i端i端i端i

端H端H端H端H端H端H端H

端I端I端I端I端I端I端I

端J端J端J端J端J端J端J

端j端j端j端j端j端j端j

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345

IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

E-04E-04E-04E-04E-04E-04E-04

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事 盤類結線図（改修前・後）(3)盤類結線図（改修前・後）(3)盤類結線図（改修前・後）(3)盤類結線図（改修前・後）(3)盤類結線図（改修前・後）(3)盤類結線図（改修前・後）(3)盤類結線図（改修前・後）(3) －－－－－－－

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称 負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）
定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧

（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号

ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ
５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（WC2（男））（WC2（男））（WC2（男））（WC2（男））（WC2（男））（WC2（男））（WC2（男））

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（基幹センター室2）（基幹センター室2）（基幹センター室2）（基幹センター室2）（基幹センター室2）（基幹センター室2）（基幹センター室2）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）（みんなのトイレ）

（ＢＮＱ５１２５Ｋ　松下電工㈱）（ＢＮＱ５１２５Ｋ　松下電工㈱）（ＢＮＱ５１２５Ｋ　松下電工㈱）（ＢＮＱ５１２５Ｋ　松下電工㈱）（ＢＮＱ５１２５Ｋ　松下電工㈱）（ＢＮＱ５１２５Ｋ　松下電工㈱）（ＢＮＱ５１２５Ｋ　松下電工㈱）
※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ

既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（WC2（女））（WC2（女））（WC2（女））（WC2（女））（WC2（女））（WC2（女））（WC2（女））

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ
２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）

１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ
キュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルより

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（商工観光課Ａ）（商工観光課Ａ）（商工観光課Ａ）（商工観光課Ａ）（商工観光課Ａ）（商工観光課Ａ）（商工観光課Ａ）

　上部ダクト共　上部ダクト共　上部ダクト共　上部ダクト共　上部ダクト共　上部ダクト共　上部ダクト共
※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ

既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修前）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修前）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修前）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修前）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修前）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修前）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修前）

２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（商工観光課Ｂ）（商工観光課Ｂ）（商工観光課Ｂ）（商工観光課Ｂ）（商工観光課Ｂ）（商工観光課Ｂ）（商工観光課Ｂ）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（商工観光課Ｃ）（商工観光課Ｃ）（商工観光課Ｃ）（商工観光課Ｃ）（商工観光課Ｃ）（商工観光課Ｃ）（商工観光課Ｃ）

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（農林水産課Ｄ）（農林水産課Ｄ）（農林水産課Ｄ）（農林水産課Ｄ）（農林水産課Ｄ）（農林水産課Ｄ）（農林水産課Ｄ）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（農林水産課Ｅ）（農林水産課Ｅ）（農林水産課Ｅ）（農林水産課Ｅ）（農林水産課Ｅ）（農林水産課Ｅ）（農林水産課Ｅ）

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（農林水産課Ｆ）（農林水産課Ｆ）（農林水産課Ｆ）（農林水産課Ｆ）（農林水産課Ｆ）（農林水産課Ｆ）（農林水産課Ｆ）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（農林水産課Ｇ）（農林水産課Ｇ）（農林水産課Ｇ）（農林水産課Ｇ）（農林水産課Ｇ）（農林水産課Ｇ）（農林水産課Ｇ）

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（事務室Ｈ）（事務室Ｈ）（事務室Ｈ）（事務室Ｈ）（事務室Ｈ）（事務室Ｈ）（事務室Ｈ）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（事務室Ｉ）（事務室Ｉ）（事務室Ｉ）（事務室Ｉ）（事務室Ｉ）（事務室Ｉ）（事務室Ｉ）

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（事務室Ｊ）（事務室Ｊ）（事務室Ｊ）（事務室Ｊ）（事務室Ｊ）（事務室Ｊ）（事務室Ｊ）

コンセント・換気コンセント・換気コンセント・換気コンセント・換気コンセント・換気コンセント・換気コンセント・換気
（コピー室ｉ）（コピー室ｉ）（コピー室ｉ）（コピー室ｉ）（コピー室ｉ）（コピー室ｉ）（コピー室ｉ）

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

予備１００Ｖ予備１００Ｖ予備１００Ｖ予備１００Ｖ予備１００Ｖ予備１００Ｖ予備１００Ｖ

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（湯沸室ｊ）（湯沸室ｊ）（湯沸室ｊ）（湯沸室ｊ）（湯沸室ｊ）（湯沸室ｊ）（湯沸室ｊ）

　下部ダクト共　下部ダクト共　下部ダクト共　下部ダクト共　下部ダクト共　下部ダクト共　下部ダクト共

１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ
キュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルより

２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室

ＩＶ１４　×３、Ｅ２．０（Ｅ３１）ＩＶ１４　×３、Ｅ２．０（Ｅ３１）ＩＶ１４　×３、Ｅ２．０（Ｅ３１）ＩＶ１４　×３、Ｅ２．０（Ｅ３１）ＩＶ１４　×３、Ｅ２．０（Ｅ３１）ＩＶ１４　×３、Ｅ２．０（Ｅ３１）ＩＶ１４　×３、Ｅ２．０（Ｅ３１）

既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（給湯室）（給湯室）（給湯室）（給湯室）（給湯室）（給湯室）（給湯室）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（玄関ポーチ、（玄関ポーチ、（玄関ポーチ、（玄関ポーチ、（玄関ポーチ、（玄関ポーチ、（玄関ポーチ、

予　備予　備予　備予　備予　備予　備予　備

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）

端D端D端D端D端D端D端D

端A端A端A端A端A端A端A

端B端B端B端B端B端B端B

端C端C端C端C端C端C端C

端G端G端G端G端G端G端G

端E端E端E端E端E端E端E

端F端F端F端F端F端F端F

端i端i端i端i端i端i端i

端H端H端H端H端H端H端H

端I端I端I端I端I端I端I

端J端J端J端J端J端J端J

端j端j端j端j端j端j端j

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ
２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ２２５／１７５ＡＴ

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）ＩＶ１００　×３、Ｅ１４　（ＶＥ７０）

１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ１φ３Ｗ
キュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルよりキュービクルより

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）

　上部ダクト共　上部ダクト共　上部ダクト共　上部ダクト共　上部ダクト共　上部ダクト共　上部ダクト共
※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内自立型、鋼板製、指定色塗装仕上げ

既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修後）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修後）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修後）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修後）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修後）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修後）既設電灯盤（端末機用分電盤）参考結線図（改修後）

２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室２階電気室

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ ２００２００２００２００２００２００２００

ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）（基幹センター室1）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（基幹センター室2）（基幹センター室2）（基幹センター室2）（基幹センター室2）（基幹センター室2）（基幹センター室2）（基幹センター室2）

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（障がい会館1）（障がい会館1）（障がい会館1）（障がい会館1）（障がい会館1）（障がい会館1）（障がい会館1）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）（貸館　多目的室）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）（廊下2）

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

コンセント・換気コンセント・換気コンセント・換気コンセント・換気コンセント・換気コンセント・換気コンセント・換気
（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）（エントランスホール）

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

予備１００Ｖ予備１００Ｖ予備１００Ｖ予備１００Ｖ予備１００Ｖ予備１００Ｖ予備１００Ｖ

予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ予備２００Ｖ

既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

111111111111111111111

101101101101101101101 102102102102102102102

103103103103103103103 104104104104104104104

105105105105105105105 106106106106106106106

107107107107107107107 108108108108108108108

109109109109109109109 110110110110110110110

112112112112112112112

※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ※屋内壁掛型、鋼板製、指定色塗装仕上げ ・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧
（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）

定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称 負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）（Ａ）
定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源定格電源電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧電　圧

（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）（Ｖ）回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号回路番号

ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ
５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ５０／５０ＡＴ

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

ＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴＥＴ

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０

２０２０２０２０２０２０２０ １００１００１００１００１００１００１００

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（地図菅窓口用②）（地図菅窓口用②）（地図菅窓口用②）（地図菅窓口用②）（地図菅窓口用②）（地図菅窓口用②）（地図菅窓口用②）

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（⑤不動産、商業、（⑤不動産、商業、（⑤不動産、商業、（⑤不動産、商業、（⑤不動産、商業、（⑤不動産、商業、（⑤不動産、商業、

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（地図情報システム（地図情報システム（地図情報システム（地図情報システム（地図情報システム（地図情報システム（地図情報システム

コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント
（印鑑システム用）（印鑑システム用）（印鑑システム用）（印鑑システム用）（印鑑システム用）（印鑑システム用）（印鑑システム用）

既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）既設電灯盤参考結線図（参考）

法人コンセント１）法人コンセント１）法人コンセント１）法人コンセント１）法人コンセント１）法人コンセント１）法人コンセント１）
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・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　　部分は既設そのまま再利用とする。
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２０２０２０２０２０２０２０ 誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯誘導灯１００１００１００１００１００１００１００

・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。・既設電灯盤内の回路銘板変更及び配線接続替えを行う。

BBBBBBB ２０２０２０２０２０２０２０ 誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置１００１００１００１００１００１００１００
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既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

ＥＬＣＢ５０／４０ＡＴＥＬＣＢ５０／４０ＡＴＥＬＣＢ５０／４０ＡＴＥＬＣＢ５０／４０ＡＴＥＬＣＢ５０／４０ＡＴＥＬＣＢ５０／４０ＡＴＥＬＣＢ５０／４０ＡＴ
盤内開閉器新設盤内開閉器新設盤内開閉器新設盤内開閉器新設盤内開閉器新設盤内開閉器新設盤内開閉器新設

盤は既設そのまま再利用盤は既設そのまま再利用盤は既設そのまま再利用盤は既設そのまま再利用盤は既設そのまま再利用盤は既設そのまま再利用盤は既設そのまま再利用

ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）
＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞

ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）
＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞

ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）
＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞

ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）ＥＭ－ＣＥ８　－３Ｃ、Ｅ２．０（冷媒配管共巻き）
＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞

既設既設既設既設既設既設既設
キュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクル

ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－４＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－４＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－４＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－４＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－４＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－４＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－４＞
ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－５＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－５＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－５＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－５＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－５＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－５＞ＣＶ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０（Ｅ３１）＜３φ３Ｗ　Ｓ－５＞
ＥＭ－ＣＥ３．５　－４Ｃ（Ｅ２５）＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞ＥＭ－ＣＥ３．５　－４Ｃ（Ｅ２５）＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞ＥＭ－ＣＥ３．５　－４Ｃ（Ｅ２５）＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞ＥＭ－ＣＥ３．５　－４Ｃ（Ｅ２５）＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞ＥＭ－ＣＥ３．５　－４Ｃ（Ｅ２５）＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞ＥＭ－ＣＥ３．５　－４Ｃ（Ｅ２５）＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞ＥＭ－ＣＥ３．５　－４Ｃ（Ｅ２５）＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－１＞撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分

撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分
撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分

ＩＶ２．０×３、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＨＰ－４会議室エアコン＞ＩＶ２．０×３、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＨＰ－４会議室エアコン＞ＩＶ２．０×３、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＨＰ－４会議室エアコン＞ＩＶ２．０×３、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＨＰ－４会議室エアコン＞ＩＶ２．０×３、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＨＰ－４会議室エアコン＞ＩＶ２．０×３、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＨＰ－４会議室エアコン＞ＩＶ２．０×３、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＨＰ－４会議室エアコン＞撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分

ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞
ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞ＥＭ－ＣＥ５．５　－３Ｃ、Ｅ２．０＜３φ３Ｗ　ＡＣＰ－３＞

既設キュービクル内ブレーカーに接続既設キュービクル内ブレーカーに接続既設キュービクル内ブレーカーに接続既設キュービクル内ブレーカーに接続既設キュービクル内ブレーカーに接続既設キュービクル内ブレーカーに接続既設キュービクル内ブレーカーに接続
（既設Ｓ－４、Ｓ－５用を銘板変更）（既設Ｓ－４、Ｓ－５用を銘板変更）（既設Ｓ－４、Ｓ－５用を銘板変更）（既設Ｓ－４、Ｓ－５用を銘板変更）（既設Ｓ－４、Ｓ－５用を銘板変更）（既設Ｓ－４、Ｓ－５用を銘板変更）（既設Ｓ－４、Ｓ－５用を銘板変更）

（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）
（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）

（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）（既設ＡＣＰ－１を予備回路へ銘板変更）
（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）（既設ＨＰ－４会議室エアコンを予備回路へ銘板変更）

消音ボックス付送風機電源撤去処分消音ボックス付送風機電源撤去処分消音ボックス付送風機電源撤去処分消音ボックス付送風機電源撤去処分消音ボックス付送風機電源撤去処分消音ボックス付送風機電源撤去処分消音ボックス付送風機電源撤去処分

・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。



ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

（ＸＮＤ１０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板

φ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈ

９．０Ｗ以下９．０Ｗ以下９．０Ｗ以下９．０Ｗ以下９．０Ｗ以下９．０Ｗ以下９．０Ｗ以下

８００ｌｍ以上８００ｌｍ以上８００ｌｍ以上８００ｌｍ以上８００ｌｍ以上８００ｌｍ以上８００ｌｍ以上

電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵

（コンパクト形蛍光灯ＦＤＬ２７形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＤＬ２７形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＤＬ２７形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＤＬ２７形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＤＬ２７形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＤＬ２７形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＤＬ２７形１灯器具相当）

拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ

ＬＲＳ１－０８＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－０８＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－０８＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－０８＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－０８＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－０８＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－０８＜公共施設型番＞

ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形ダウンライト　１５０形

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

（ＸＮＤ１５６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１５６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１５６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１５６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１５６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１５６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ１５６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板

φ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈ

１４．０Ｗ以下１４．０Ｗ以下１４．０Ｗ以下１４．０Ｗ以下１４．０Ｗ以下１４．０Ｗ以下１４．０Ｗ以下

１，３００ｌｍ以上１，３００ｌｍ以上１，３００ｌｍ以上１，３００ｌｍ以上１，３００ｌｍ以上１，３００ｌｍ以上１，３００ｌｍ以上

電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵

（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ３２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ３２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ３２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ３２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ３２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ３２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ３２形１灯器具相当）

拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ

ＬＲＳ１－１３＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１３＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１３＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１３＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１３＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１３＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１３＜公共施設型番＞

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345

IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

E-06E-06E-06E-06E-06E-06E-06

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事 照明器具・トイレ呼出し器具参考姿図照明器具・トイレ呼出し器具参考姿図照明器具・トイレ呼出し器具参考姿図照明器具・トイレ呼出し器具参考姿図照明器具・トイレ呼出し器具参考姿図照明器具・トイレ呼出し器具参考姿図照明器具・トイレ呼出し器具参考姿図 －－－－－－－

ＡＡＡＡＡＡＡ ＢＢＢＢＢＢＢ ＣＣＣＣＣＣＣ埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）

Ｗ２２０タイプＷ２２０タイプＷ２２０タイプＷ２２０タイプＷ２２０タイプＷ２２０タイプＷ２２０タイプ

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ

４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下

６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上

電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）

（ＸＬＸ４６０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）

本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート

ＬＲＳ３－４－６５＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－６５＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－６５＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－６５＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－６５＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－６５＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－６５＜公共施設型番＞

埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）

Ｗ２２０タイプＷ２２０タイプＷ２２０タイプＷ２２０タイプＷ２２０タイプＷ２２０タイプＷ２２０タイプ

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ２４０×１，２５４×５４Ｈ

３５．０Ｗ以下３５．０Ｗ以下３５．０Ｗ以下３５．０Ｗ以下３５．０Ｗ以下３５．０Ｗ以下３５．０Ｗ以下

４，８００ｌｍ以上４，８００ｌｍ以上４，８００ｌｍ以上４，８００ｌｍ以上４，８００ｌｍ以上４，８００ｌｍ以上４，８００ｌｍ以上

電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ定格出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ定格出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ定格出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ定格出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ定格出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ定格出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ定格出力型２灯器具相当）

（ＸＬＸ４５０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４５０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４５０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４５０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４５０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４５０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４５０ＵＥＮＴ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）

本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：亜鉛鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート

ＬＲＳ３－４－４８＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－４８＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－４８＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－４８＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－４８＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－４８＜公共施設型番＞ＬＲＳ３－４－４８＜公共施設型番＞

直付型直付型直付型直付型直付型直付型直付型

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート

８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ

４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下４６．０Ｗ以下 電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上６，５００ｌｍ以上
（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型２灯器具相当）

（ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４６０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）
ＬＳＳ１－４－６５＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－６５＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－６５＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－６５＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－６５＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－６５＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－６５＜公共施設型番＞

ＤＤＤＤＤＤＤ 直付型直付型直付型直付型直付型直付型直付型

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート

８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ８０×１，２２５×５０Ｈ

２２．０Ｗ以下２２．０Ｗ以下２２．０Ｗ以下２２．０Ｗ以下２２．０Ｗ以下２２．０Ｗ以下２２．０Ｗ以下 電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上
（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型１灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型１灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型１灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型１灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型１灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型１灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯３２Ｗ高出力型１灯器具相当）

（ＸＬＸ４３０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４３０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４３０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４３０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４３０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４３０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ４３０ＮＥＮＰ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）
ＬＳＳ１－４－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ１－４－３０＜公共施設型番＞

ＥＥＥＥＥＥＥ 直付型（富士型）直付型（富士型）直付型（富士型）直付型（富士型）直付型（富士型）直付型（富士型）直付型（富士型） ＦＦＦＦＦＦＦ ミラーライトミラーライトミラーライトミラーライトミラーライトミラーライトミラーライト

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

カバー：プラスチック、サイドカバー：プラスチックカバー：プラスチック、サイドカバー：プラスチックカバー：プラスチック、サイドカバー：プラスチックカバー：プラスチック、サイドカバー：プラスチックカバー：プラスチック、サイドカバー：プラスチックカバー：プラスチック、サイドカバー：プラスチックカバー：プラスチック、サイドカバー：プラスチック

１１０×６２０×８７Ｈ１１０×６２０×８７Ｈ１１０×６２０×８７Ｈ１１０×６２０×８７Ｈ１１０×６２０×８７Ｈ１１０×６２０×８７Ｈ１１０×６２０×８７Ｈ

１１．７Ｗ１１．７Ｗ１１．７Ｗ１１．７Ｗ１１．７Ｗ１１．７Ｗ１１．７Ｗ 電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

１，２５０ｌｍ以上１，２５０ｌｍ以上１，２５０ｌｍ以上１，２５０ｌｍ以上１，２５０ｌｍ以上１，２５０ｌｍ以上１，２５０ｌｍ以上
（蛍光灯ＦＬ２０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＬ２０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＬ２０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＬ２０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＬ２０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＬ２０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＬ２０Ｗ１灯器具相当）

ＮＮＮ１３５１０　ＬＥ１＜パナソニック㈱＞　同等品ＮＮＮ１３５１０　ＬＥ１＜パナソニック㈱＞　同等品ＮＮＮ１３５１０　ＬＥ１＜パナソニック㈱＞　同等品ＮＮＮ１３５１０　ＬＥ１＜パナソニック㈱＞　同等品ＮＮＮ１３５１０　ＬＥ１＜パナソニック㈱＞　同等品ＮＮＮ１３５１０　ＬＥ１＜パナソニック㈱＞　同等品ＮＮＮ１３５１０　ＬＥ１＜パナソニック㈱＞　同等品

ＨＨＨＨＨＨＨ ＩＩＩＩＩＩＩ ＪＪＪＪＪＪＪ 軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

（ＸＮＷ２０６３ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＷ２０６３ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＷ２０６３ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＷ２０６３ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＷ２０６３ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＷ２０６３ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＷ２０６３ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

本体：アルミ、枠：鋼板、反射板（上部）：プラスチック、パネル：アクリル本体：アルミ、枠：鋼板、反射板（上部）：プラスチック、パネル：アクリル本体：アルミ、枠：鋼板、反射板（上部）：プラスチック、パネル：アクリル本体：アルミ、枠：鋼板、反射板（上部）：プラスチック、パネル：アクリル本体：アルミ、枠：鋼板、反射板（上部）：プラスチック、パネル：アクリル本体：アルミ、枠：鋼板、反射板（上部）：プラスチック、パネル：アクリル本体：アルミ、枠：鋼板、反射板（上部）：プラスチック、パネル：アクリル

φ１５０×９１Ｈφ１５０×９１Ｈφ１５０×９１Ｈφ１５０×９１Ｈφ１５０×９１Ｈφ１５０×９１Ｈφ１５０×９１Ｈ

１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下

１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上

電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵

（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）

拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ

ＬＲＳ１ＲＰ－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１ＲＰ－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１ＲＰ－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１ＲＰ－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１ＲＰ－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１ＲＰ－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１ＲＰ－１７＜公共施設型番＞

シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

（ＬＧＷ５１７０４Ｗ　ＣＦ１＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＬＧＷ５１７０４Ｗ　ＣＦ１＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＬＧＷ５１７０４Ｗ　ＣＦ１＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＬＧＷ５１７０４Ｗ　ＣＦ１＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＬＧＷ５１７０４Ｗ　ＣＦ１＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＬＧＷ５１７０４Ｗ　ＣＦ１＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＬＧＷ５１７０４Ｗ　ＣＦ１＜パナソニック㈱＞　同等品）

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

φ３３０×１０５φ３３０×１０５φ３３０×１０５φ３３０×１０５φ３３０×１０５φ３３０×１０５φ３３０×１０５

１０．７Ｗ１０．７Ｗ１０．７Ｗ１０．７Ｗ１０．７Ｗ１０．７Ｗ１０．７Ｗ

９５０ｌｍ以上９５０ｌｍ以上９５０ｌｍ以上９５０ｌｍ以上９５０ｌｍ以上９５０ｌｍ以上９５０ｌｍ以上

電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ

電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵

（蛍光灯ＦＣＬ３０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＣＬ３０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＣＬ３０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＣＬ３０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＣＬ３０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＣＬ３０Ｗ１灯器具相当）（蛍光灯ＦＣＬ３０Ｗ１灯器具相当）

拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ

ＫＫＫＫＫＫＫ

本体：プラスチック、カバー：アクリル本体：プラスチック、カバー：アクリル本体：プラスチック、カバー：アクリル本体：プラスチック、カバー：アクリル本体：プラスチック、カバー：アクリル本体：プラスチック、カバー：アクリル本体：プラスチック、カバー：アクリル

非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）

レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板

参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ

消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下

保守率０．９２保守率０．９２保守率０．９２保守率０．９２保守率０．９２保守率０．９２保守率０．９２

電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付

ランプ：ランプ：ランプ：ランプ：ランプ：ランプ：ランプ：ＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ

（ＮＮＦＢ９１６０５Ｃ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９１６０５Ｃ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９１６０５Ｃ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９１６０５Ｃ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９１６０５Ｃ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９１６０５Ｃ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９１６０５Ｃ＜パナソニック㈱＞　同等品）
Ｋ１－ＬＲＳ１１－２＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－２＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－２＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－２＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－２＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－２＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－２＜公共施設型番＞

（非常灯用ハロゲン電球１３Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球１３Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球１３Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球１３Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球１３Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球１３Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球１３Ｗ１灯器具相当）

電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）非常用照明器具（埋込型）

レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板レンズ：ガラス、カバー：鋼板

参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ参考寸法：φ１００×７４Ｈ

消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下消費電力：５Ｗ以下

保守率０．９２保守率０．９２保守率０．９２保守率０．９２保守率０．９２保守率０．９２保守率０．９２

電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付電池内蔵型、リモコン自己点検機能付

ランプ：ランプ：ランプ：ランプ：ランプ：ランプ：ランプ：ＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤ

Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１

器具取付高さ器具取付高さ器具取付高さ器具取付高さ器具取付高さ器具取付高さ器具取付高さ

単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置

Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２

Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置

２．５ｍ２．５ｍ２．５ｍ２．５ｍ２．５ｍ２．５ｍ２．５ｍ ２．６ｍ２．６ｍ２．６ｍ２．６ｍ２．６ｍ２．６ｍ２．６ｍ ３．０ｍ３．０ｍ３．０ｍ３．０ｍ３．０ｍ３．０ｍ３．０ｍ

直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置

４．０４．０４．０４．０４．０４．０４．０

９．６９．６９．６９．６９．６９．６９．６

７．８７．８７．８７．８７．８７．８７．８

４．０４．０４．０４．０４．０４．０４．０

９．９９．９９．９９．９９．９９．９９．９

８．１８．１８．１８．１８．１８．１８．１

２．８２．８２．８２．８２．８２．８２．８

１０．１１０．１１０．１１０．１１０．１１０．１１０．１

８．９８．９８．９８．９８．９８．９８．９

２．８ｍ２．８ｍ２．８ｍ２．８ｍ２．８ｍ２．８ｍ２．８ｍ

３．２３．２３．２３．２３．２３．２３．２

１０．３１０．３１０．３１０．３１０．３１０．３１０．３

８．５８．５８．５８．５８．５８．５８．５

３．５ｍ３．５ｍ３．５ｍ３．５ｍ３．５ｍ３．５ｍ３．５ｍ

９．７９．７９．７９．７９．７９．７９．７

９．７９．７９．７９．７９．７９．７９．７

１．６１．６１．６１．６１．６１．６１．６

２．４ｍ２．４ｍ２．４ｍ２．４ｍ２．４ｍ２．４ｍ２．４ｍ

４．０４．０４．０４．０４．０４．０４．０

９．４９．４９．４９．４９．４９．４９．４

７．６７．６７．６７．６７．６７．６７．６

２．７ｍ２．７ｍ２．７ｍ２．７ｍ２．７ｍ２．７ｍ２．７ｍ

３．６３．６３．６３．６３．６３．６３．６

１０．１１０．１１０．１１０．１１０．１１０．１１０．１

８．３８．３８．３８．３８．３８．３８．３

（非常灯用ハロゲン電球９Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球９Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球９Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球９Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球９Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球９Ｗ１灯器具相当）（非常灯用ハロゲン電球９Ｗ１灯器具相当）
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ａａａａａａａ ｂｂｂｂｂｂｂ

非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４

（ＮＮＦＢ９０６０５Ｋ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９０６０５Ｋ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９０６０５Ｋ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９０６０５Ｋ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９０６０５Ｋ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９０６０５Ｋ＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＦＢ９０６０５Ｋ＜パナソニック㈱＞　同等品）
Ｋ１－ＬＲＳ１１－１＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－１＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－１＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－１＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－１＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－１＜公共施設型番＞Ｋ１－ＬＲＳ１１－１＜公共施設型番＞
非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４非常灯評定番号：ＬＡＬＥ－００４

Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１

器具取付高さ器具取付高さ器具取付高さ器具取付高さ器具取付高さ器具取付高さ器具取付高さ

単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置単体配置

Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２

Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４Ａ４四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置四角配置

２．５ｍ２．５ｍ２．５ｍ２．５ｍ２．５ｍ２．５ｍ２．５ｍ ２．６ｍ２．６ｍ２．６ｍ２．６ｍ２．６ｍ２．６ｍ２．６ｍ ３．０ｍ３．０ｍ３．０ｍ３．０ｍ３．０ｍ３．０ｍ３．０ｍ

直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置直線配置

４．７４．７４．７４．７４．７４．７４．７

１０．６１０．６１０．６１０．６１０．６１０．６１０．６

８．４８．４８．４８．４８．４８．４８．４

４．７４．７４．７４．７４．７４．７４．７

１０．８１０．８１０．８１０．８１０．８１０．８１０．８

８．７８．７８．７８．７８．７８．７８．７

４．９４．９４．９４．９４．９４．９４．９

１１．９１１．９１１．９１１．９１１．９１１．９１１．９

９．６９．６９．６９．６９．６９．６９．６

２．８ｍ２．８ｍ２．８ｍ２．８ｍ２．８ｍ２．８ｍ２．８ｍ

４．９４．９４．９４．９４．９４．９４．９

１１．３１１．３１１．３１１．３１１．３１１．３１１．３

９．１９．１９．１９．１９．１９．１９．１

３．５ｍ３．５ｍ３．５ｍ３．５ｍ３．５ｍ３．５ｍ３．５ｍ

１２．９１２．９１２．９１２．９１２．９１２．９１２．９

１０．７１０．７１０．７１０．７１０．７１０．７１０．７

４．６４．６４．６４．６４．６４．６４．６

２．４ｍ２．４ｍ２．４ｍ２．４ｍ２．４ｍ２．４ｍ２．４ｍ

４．６４．６４．６４．６４．６４．６４．６

１０．２１０．２１０．２１０．２１０．２１０．２１０．２

８．２８．２８．２８．２８．２８．２８．２

２．７ｍ２．７ｍ２．７ｍ２．７ｍ２．７ｍ２．７ｍ２．７ｍ

４．８４．８４．８４．８４．８４．８４．８

１１．１１１．１１１．１１１．１１１．１１１．１１１．１

８．９８．９８．９８．９８．９８．９８．９

ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

（ＸＮＤ２０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ２０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ２０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ２０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ２０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ２０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＮＤ２０６９ＷＮ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板反射板（上部）：プラスチック、反射板（下部）：鋼板、枠：鋼板

φ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈφ１５０×６５Ｈ

１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下１７．０Ｗ以下

１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上１，７００ｌｍ以上

電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵

（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）（コンパクト形蛍光灯ＦＨＴ４２形１灯器具相当）

拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ拡散タイプ

ＬＲＳ１－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１７＜公共施設型番＞ＬＲＳ１－１７＜公共施設型番＞

ＧＧＧＧＧＧＧ

Ｗ１５０タイプＷ１５０タイプＷ１５０タイプＷ１５０タイプＷ１５０タイプＷ１５０タイプＷ１５０タイプ

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

１５０×６３２×５０Ｈ１５０×６３２×５０Ｈ１５０×６３２×５０Ｈ１５０×６３２×５０Ｈ１５０×６３２×５０Ｈ１５０×６３２×５０Ｈ１５０×６３２×５０Ｈ

２４．０Ｗ以下２４．０Ｗ以下２４．０Ｗ以下２４．０Ｗ以下２４．０Ｗ以下２４．０Ｗ以下２４．０Ｗ以下

３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上３，０００ｌｍ以上

電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ１００～２４２Ｖ

（Ｈｆ蛍光灯１６Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯１６Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯１６Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯１６Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯１６Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯１６Ｗ高出力型２灯器具相当）（Ｈｆ蛍光灯１６Ｗ高出力型２灯器具相当）

（ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＸＬＸ２３０ＡＥＮＣ　ＬＥ９＜パナソニック㈱＞　同等品）

本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート本体：鋼板、ライトバー（カバー）：ポリカーボネート

ＬＳＳ９－２－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ９－２－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ９－２－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ９－２－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ９－２－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ９－２－３０＜公共施設型番＞ＬＳＳ９－２－３０＜公共施設型番＞

ＢｚＢｚＢｚＢｚＢｚＢｚＢｚ ＮＮＮＮＮＮＮ
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≒８４．５≒８４．５≒８４．５≒８４．５≒８４．５≒８４．５≒８４．５

すすすすすすす押押押押押押押

呼出用呼出用呼出用呼出用呼出用呼出用呼出用

≒１４≒１４≒１４≒１４≒１４≒１４≒１４

≒２０≒２０≒２０≒２０≒２０≒２０≒２０

≒２３≒２３≒２３≒２３≒２３≒２３≒２３

≒７．５≒７．５≒７．５≒７．５≒７．５≒７．５≒７．５
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０
≒
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≒
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≒Φ３４≒Φ３４≒Φ３４≒Φ３４≒Φ３４≒Φ３４≒Φ３４
≒球３０≒球３０≒球３０≒球３０≒球３０≒球３０≒球３０

≒７０≒７０≒７０≒７０≒７０≒７０≒７０
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≒
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≒
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≒
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０

≒
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ＥＡ５５０１＜パナソニック㈱＞　同等品ＥＡ５５０１＜パナソニック㈱＞　同等品ＥＡ５５０１＜パナソニック㈱＞　同等品ＥＡ５５０１＜パナソニック㈱＞　同等品ＥＡ５５０１＜パナソニック㈱＞　同等品ＥＡ５５０１＜パナソニック㈱＞　同等品ＥＡ５５０１＜パナソニック㈱＞　同等品 ＷＳ６５７７１＜パナソニック㈱＞　同等品ＷＳ６５７７１＜パナソニック㈱＞　同等品ＷＳ６５７７１＜パナソニック㈱＞　同等品ＷＳ６５７７１＜パナソニック㈱＞　同等品ＷＳ６５７７１＜パナソニック㈱＞　同等品ＷＳ６５７７１＜パナソニック㈱＞　同等品ＷＳ６５７７１＜パナソニック㈱＞　同等品

音　　圧音　　圧音　　圧音　　圧音　　圧音　　圧音　　圧 警報音：約９０ｄＢ（前方１ｍにて）警報音：約９０ｄＢ（前方１ｍにて）警報音：約９０ｄＢ（前方１ｍにて）警報音：約９０ｄＢ（前方１ｍにて）警報音：約９０ｄＢ（前方１ｍにて）警報音：約９０ｄＢ（前方１ｍにて）警報音：約９０ｄＢ（前方１ｍにて）

質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量質　　量 約５３０ｇ約５３０ｇ約５３０ｇ約５３０ｇ約５３０ｇ約５３０ｇ約５３０ｇ

電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ電圧　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力 動作時：５Ｗ、待機時：１Ｗ動作時：５Ｗ、待機時：１Ｗ動作時：５Ｗ、待機時：１Ｗ動作時：５Ｗ、待機時：１Ｗ動作時：５Ｗ、待機時：１Ｗ動作時：５Ｗ、待機時：１Ｗ動作時：５Ｗ、待機時：１Ｗ

操作電圧操作電圧操作電圧操作電圧操作電圧操作電圧操作電圧 ＤＣ５ＶＤＣ５ＶＤＣ５ＶＤＣ５ＶＤＣ５ＶＤＣ５ＶＤＣ５Ｖ

使用周囲温度使用周囲温度使用周囲温度使用周囲温度使用周囲温度使用周囲温度使用周囲温度 －１０℃～＋５０℃－１０℃～＋５０℃－１０℃～＋５０℃－１０℃～＋５０℃－１０℃～＋５０℃－１０℃～＋５０℃－１０℃～＋５０℃

定　　格定　　格定　　格定　　格定　　格定　　格定　　格

報知音：約６５ｄＢ（前方１ｍにて）報知音：約６５ｄＢ（前方１ｍにて）報知音：約６５ｄＢ（前方１ｍにて）報知音：約６５ｄＢ（前方１ｍにて）報知音：約６５ｄＢ（前方１ｍにて）報知音：約６５ｄＢ（前方１ｍにて）報知音：約６５ｄＢ（前方１ｍにて）

警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー警報ランプ付ブザー 埋込プルスイッチ付押釦スイッチ埋込プルスイッチ付押釦スイッチ埋込プルスイッチ付押釦スイッチ埋込プルスイッチ付押釦スイッチ埋込プルスイッチ付押釦スイッチ埋込プルスイッチ付押釦スイッチ埋込プルスイッチ付押釦スイッチ

３０Ｖ、０．１Ａ３０Ｖ、０．１Ａ３０Ｖ、０．１Ａ３０Ｖ、０．１Ａ３０Ｖ、０．１Ａ３０Ｖ、０．１Ａ３０Ｖ、０．１Ａ定　　格定　　格定　　格定　　格定　　格定　　格定　　格

金めっき接点突合わせ接触金めっき接点突合わせ接触金めっき接点突合わせ接触金めっき接点突合わせ接触金めっき接点突合わせ接触金めっき接点突合わせ接触金めっき接点突合わせ接触接触方式接触方式接触方式接触方式接触方式接触方式接触方式

常開形（ａ接点）常開形（ａ接点）常開形（ａ接点）常開形（ａ接点）常開形（ａ接点）常開形（ａ接点）常開形（ａ接点）回路方式回路方式回路方式回路方式回路方式回路方式回路方式

リード線式リード線式リード線式リード線式リード線式リード線式リード線式結線方式結線方式結線方式結線方式結線方式結線方式結線方式

JIS C 8304  防まつ形（IPX4）に適合JIS C 8304  防まつ形（IPX4）に適合JIS C 8304  防まつ形（IPX4）に適合JIS C 8304  防まつ形（IPX4）に適合JIS C 8304  防まつ形（IPX4）に適合JIS C 8304  防まつ形（IPX4）に適合JIS C 8304  防まつ形（IPX4）に適合防水性防水性防水性防水性防水性防水性防水性

使用周囲温度使用周囲温度使用周囲温度使用周囲温度使用周囲温度使用周囲温度使用周囲温度 －１０℃～＋４０℃－１０℃～＋４０℃－１０℃～＋４０℃－１０℃～＋４０℃－１０℃～＋４０℃－１０℃～＋４０℃－１０℃～＋４０℃

使用場所使用場所使用場所使用場所使用場所使用場所使用場所 屋内屋内屋内屋内屋内屋内屋内

スポットライトスポットライトスポットライトスポットライトスポットライトスポットライトスポットライト

参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：参考寸法：

（ＮＮＱＨ３２０３１　加工＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＱＨ３２０３１　加工＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＱＨ３２０３１　加工＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＱＨ３２０３１　加工＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＱＨ３２０３１　加工＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＱＨ３２０３１　加工＜パナソニック㈱＞　同等品）（ＮＮＱＨ３２０３１　加工＜パナソニック㈱＞　同等品）

光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：光　　束：

消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：消費電力：

φ７１×２１２×１２４φ７１×２１２×１２４φ７１×２１２×１２４φ７１×２１２×１２４φ７１×２１２×１２４φ７１×２１２×１２４φ７１×２１２×１２４

９．４Ｗ９．４Ｗ９．４Ｗ９．４Ｗ９．４Ｗ９．４Ｗ９．４Ｗ

７５０ｌｍ以上７５０ｌｍ以上７５０ｌｍ以上７５０ｌｍ以上７５０ｌｍ以上７５０ｌｍ以上７５０ｌｍ以上

電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：電　　圧：１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ１００Ｖ

電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵電源ユニット内蔵

（Ｊ１２Ｖ５０形（３５Ｗ）器具相当）（Ｊ１２Ｖ５０形（３５Ｗ）器具相当）（Ｊ１２Ｖ５０形（３５Ｗ）器具相当）（Ｊ１２Ｖ５０形（３５Ｗ）器具相当）（Ｊ１２Ｖ５０形（３５Ｗ）器具相当）（Ｊ１２Ｖ５０形（３５Ｗ）器具相当）（Ｊ１２Ｖ５０形（３５Ｗ）器具相当）

広角タイプ、天井直付仕様広角タイプ、天井直付仕様広角タイプ、天井直付仕様広角タイプ、天井直付仕様広角タイプ、天井直付仕様広角タイプ、天井直付仕様広角タイプ、天井直付仕様

ＬＬＬＬＬＬＬ

本体：アルミダイカスト本体：アルミダイカスト本体：アルミダイカスト本体：アルミダイカスト本体：アルミダイカスト本体：アルミダイカスト本体：アルミダイカスト

誘導音付点滅型避難口誘導灯　Ｂ級・ＢＬ形　片面型誘導音付点滅型避難口誘導灯　Ｂ級・ＢＬ形　片面型誘導音付点滅型避難口誘導灯　Ｂ級・ＢＬ形　片面型誘導音付点滅型避難口誘導灯　Ｂ級・ＢＬ形　片面型誘導音付点滅型避難口誘導灯　Ｂ級・ＢＬ形　片面型誘導音付点滅型避難口誘導灯　Ｂ級・ＢＬ形　片面型誘導音付点滅型避難口誘導灯　Ｂ級・ＢＬ形　片面型

ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ＜公共施設型番＞（天井直付）ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ＜公共施設型番＞（天井直付）ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ＜公共施設型番＞（天井直付）ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ＜公共施設型番＞（天井直付）ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ＜公共施設型番＞（天井直付）ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ＜公共施設型番＞（天井直付）ＳＨ１－ＦＳＦ２０ＡＦ－ＢＬ＜公共施設型番＞（天井直付）

ラ　ン　プ：ＬＥＤラ　ン　プ：ＬＥＤラ　ン　プ：ＬＥＤラ　ン　プ：ＬＥＤラ　ン　プ：ＬＥＤラ　ン　プ：ＬＥＤラ　ン　プ：ＬＥＤ
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図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345
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・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

※※※※※※※

・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡

・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。

・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

・既設アスファルト舗装解体は建築工事とする｡・既設アスファルト舗装解体は建築工事とする｡・既設アスファルト舗装解体は建築工事とする｡・既設アスファルト舗装解体は建築工事とする｡・既設アスファルト舗装解体は建築工事とする｡・既設アスファルト舗装解体は建築工事とする｡・既設アスファルト舗装解体は建築工事とする｡

・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。
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ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞

数数数数数数数

４４４４４４４

湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室湯沸室

露出形（富士型）露出形（富士型）露出形（富士型）露出形（富士型）露出形（富士型）露出形（富士型）露出形（富士型）

数数数数数数数

１１１１１１１
ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

埋込形（下面開放型、非常用照明内蔵）埋込形（下面開放型、非常用照明内蔵）埋込形（下面開放型、非常用照明内蔵）埋込形（下面開放型、非常用照明内蔵）埋込形（下面開放型、非常用照明内蔵）埋込形（下面開放型、非常用照明内蔵）埋込形（下面開放型、非常用照明内蔵）
ＦＬ２０Ｗ×２＜Ｋ１－ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜Ｋ１－ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜Ｋ１－ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜Ｋ１－ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜Ｋ１－ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜Ｋ１－ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜Ｋ１－ＦＲＳ３－２０２＞

数数数数数数数

１１１１１１１

ＡＬＴ室兼学校教育課準備室ＡＬＴ室兼学校教育課準備室ＡＬＴ室兼学校教育課準備室ＡＬＴ室兼学校教育課準備室ＡＬＴ室兼学校教育課準備室ＡＬＴ室兼学校教育課準備室ＡＬＴ室兼学校教育課準備室

に露出形（反射笠付）を直付に露出形（反射笠付）を直付に露出形（反射笠付）を直付に露出形（反射笠付）を直付に露出形（反射笠付）を直付に露出形（反射笠付）を直付に露出形（反射笠付）を直付
ＦＬ４０Ｗ×２ＦＬ４０Ｗ×２ＦＬ４０Ｗ×２ＦＬ４０Ｗ×２ＦＬ４０Ｗ×２ＦＬ４０Ｗ×２ＦＬ４０Ｗ×２

数数数数数数数

２２２２２２２

教育総務課兼施設担当資料室教育総務課兼施設担当資料室教育総務課兼施設担当資料室教育総務課兼施設担当資料室教育総務課兼施設担当資料室教育総務課兼施設担当資料室教育総務課兼施設担当資料室

埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）
ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞

数数数数数数数

４４４４４４４

生涯学習人権課、学校教育課生涯学習人権課、学校教育課生涯学習人権課、学校教育課生涯学習人権課、学校教育課生涯学習人権課、学校教育課生涯学習人権課、学校教育課生涯学習人権課、学校教育課 数数数数数数数

５４５４５４５４５４５４５４
埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）
ＦＬ４０Ｗ×３＜ＦＲＳ３－４０３＞ＦＬ４０Ｗ×３＜ＦＲＳ３－４０３＞ＦＬ４０Ｗ×３＜ＦＲＳ３－４０３＞ＦＬ４０Ｗ×３＜ＦＲＳ３－４０３＞ＦＬ４０Ｗ×３＜ＦＲＳ３－４０３＞ＦＬ４０Ｗ×３＜ＦＲＳ３－４０３＞ＦＬ４０Ｗ×３＜ＦＲＳ３－４０３＞

１１１１１１１
埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）
ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－４０２＞

NNNNNNN

　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。

玄関ホール、廊下玄関ホール、廊下玄関ホール、廊下玄関ホール、廊下玄関ホール、廊下玄関ホール、廊下玄関ホール、廊下 数数数数数数数

２２２２２２２
埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）
ＦＬ２０Ｗ×４＜ＦＲＦ２Ａ－２０４＞ＦＬ２０Ｗ×４＜ＦＲＦ２Ａ－２０４＞ＦＬ２０Ｗ×４＜ＦＲＦ２Ａ－２０４＞ＦＬ２０Ｗ×４＜ＦＲＦ２Ａ－２０４＞ＦＬ２０Ｗ×４＜ＦＲＦ２Ａ－２０４＞ＦＬ２０Ｗ×４＜ＦＲＦ２Ａ－２０４＞ＦＬ２０Ｗ×４＜ＦＲＦ２Ａ－２０４＞

１１１１１１１
埋込形（非常用照明器具、角形）埋込形（非常用照明器具、角形）埋込形（非常用照明器具、角形）埋込形（非常用照明器具、角形）埋込形（非常用照明器具、角形）埋込形（非常用照明器具、角形）埋込形（非常用照明器具、角形）
ＩＬ４０Ｗ×１＜Ｋ１－ＩＲＳ１－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜Ｋ１－ＩＲＳ１－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜Ｋ１－ＩＲＳ１－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜Ｋ１－ＩＲＳ１－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜Ｋ１－ＩＲＳ１－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜Ｋ１－ＩＲＳ１－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜Ｋ１－ＩＲＳ１－４０＞

ポーチポーチポーチポーチポーチポーチポーチ 数数数数数数数

１１１１１１１
埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）埋込形（下面パネル型）
ＦＣＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＦ２Ａ－４０１＞ＦＣＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＦ２Ａ－４０１＞ＦＣＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＦ２Ａ－４０１＞ＦＣＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＦ２Ａ－４０１＞ＦＣＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＦ２Ａ－４０１＞ＦＣＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＦ２Ａ－４０１＞ＦＣＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＦ２Ａ－４０１＞

コピー室コピー室コピー室コピー室コピー室コピー室コピー室

露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）
Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞

１１１１１１１

数数数数数数数

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）
ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞

１１１１１１１

数数数数数数数

身障者ＷＣ身障者ＷＣ身障者ＷＣ身障者ＷＣ身障者ＷＣ身障者ＷＣ身障者ＷＣ

埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）
ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞

１１１１１１１

数数数数数数数

露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）
ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞

１１１１１１１

男ＷＣ男ＷＣ男ＷＣ男ＷＣ男ＷＣ男ＷＣ男ＷＣ

埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）
ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＳ３－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＳ３－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＳ３－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＳ３－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＳ３－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＳ３－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＲＳ３－４０１＞

２２２２２２２

数数数数数数数

露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）
ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞

２２２２２２２

女ＷＣ女ＷＣ女ＷＣ女ＷＣ女ＷＣ女ＷＣ女ＷＣ

埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）埋込形（下面開放型）
ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞ＦＬ２０Ｗ×２＜ＦＲＳ３－２０２＞

１１１１１１１

数数数数数数数

露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）
ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞ＦＬ１０Ｗ×１＜ＦＢＣ２－１０１＞

１１１１１１１

コピー室コピー室コピー室コピー室コピー室コピー室コピー室

PSPSPSPSPSPSPS

ＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳＰＳ

露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）露出形（ブラケット）
ＩＬ４０Ｗ×１＜ＩＳＣ２－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜ＩＳＣ２－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜ＩＳＣ２－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜ＩＳＣ２－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜ＩＳＣ２－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜ＩＳＣ２－４０＞ＩＬ４０Ｗ×１＜ＩＳＣ２－４０＞

数数数数数数数

１１１１１１１

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）
ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＰＲ１－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＰＲ１－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＰＲ１－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＰＲ１－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＰＲ１－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＰＲ１－４０１＞ＦＬ４０Ｗ×１＜ＦＰＲ１－４０１＞
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障がい会館１障がい会館１障がい会館１障がい会館１障がい会館１障がい会館１障がい会館１ 数数数数数数数

ＢＢＢＢＢＢＢ 埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型） １８１８１８１８１８１８１８

ＡＡＡＡＡＡＡ 埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型） ２２２２２２２

ＡＡＡＡＡＡＡ 埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型）埋込型（下面開放型） ４４４４４４４
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ＩＩＩＩＩＩＩ ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形 ２２２２２２２

植込植込植込植込植込植込植込

女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC

身障者WC身障者WC身障者WC身障者WC身障者WC身障者WC身障者WC

ＳＫＳＫＳＫＳＫＳＫＳＫＳＫ 数数数数数数数

１１１１１１１ＩＩＩＩＩＩＩ ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形ダウンライト　１００形

ＧＧＧＧＧＧＧ ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形

多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫 数数数数数数数

ＤＤＤＤＤＤＤ 直付型直付型直付型直付型直付型直付型直付型 ２２２２２２２

ＣＣＣＣＣＣＣ 直付型直付型直付型直付型直付型直付型直付型 ２０２０２０２０２０２０２０

露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。

露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。露出部は二種金属製線ぴにて施工のこと。

１２１２１２１２１２１２１２ＧＧＧＧＧＧＧ ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形ダウンライト　２００形

２２２２２２２ＪＪＪＪＪＪＪ 軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）軒下用ダウンライト　２００形（防雨型）

屋外屋外屋外屋外屋外屋外屋外 数数数数数数数

屋外屋外屋外屋外屋外屋外屋外 数数数数数数数

ＫＫＫＫＫＫＫ シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型）シーリングライト（防湿・防雨型） ６６６６６６６

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）露出形（吊下げ・反射笠付型）
ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞ＦＬ４０Ｗ×２＜ＦＰＲ１－４０２＞

２２２２２２２

－－－－－－－

露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）露出形（センサー付ブラケット）
Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞Ｄ１５Ｗ×１＜ＨＷＣ５７２５Ｋ（パナソニック㈱）＞

１１１１１１１

数数数数数数数

・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。(取)(取)(取)(取)(取)(取)(取)

・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)

(取)(取)(取)(取)(取)(取)(取) (再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)
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（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞

eeeeeee fffffffddddddd

（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞（ＩＶ２．０×２（１９））×３＜２階電灯回路＞
既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分
ＥＬＣＢ５０／２０ＡＴＥＬＣＢ５０／２０ＡＴＥＬＣＢ５０／２０ＡＴＥＬＣＢ５０／２０ＡＴＥＬＣＢ５０／２０ＡＴＥＬＣＢ５０／２０ＡＴＥＬＣＢ５０／２０ＡＴ

UPUPUPUPUPUPUP

UPUP UPUP UPUP UP

廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2

廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2

エントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホール

障がい会館1障がい会館1障がい会館1障がい会館1障がい会館1障がい会館1障がい会館1

WC2（女）WC2（女）WC2（女）WC2（女）WC2（女）WC2（女）WC2（女）

掃除具2掃除具2掃除具2掃除具2掃除具2掃除具2掃除具2

基幹センター室2基幹センター室2基幹センター室2基幹センター室2基幹センター室2基幹センター室2基幹センター室2

WC2（男）WC2（男）WC2（男）WC2（男）WC2（男）WC2（男）WC2（男）
みんなのトイレみんなのトイレみんなのトイレみんなのトイレみんなのトイレみんなのトイレみんなのトイレ

貸館　多目的室貸館　多目的室貸館　多目的室貸館　多目的室貸館　多目的室貸館　多目的室貸館　多目的室

基幹センター室1基幹センター室1基幹センター室1基幹センター室1基幹センター室1基幹センター室1基幹センター室1

廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3

給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室

階段室階段室階段室階段室階段室階段室階段室

談話室談話室談話室談話室談話室談話室談話室

廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

WC1(男)WC1(男)WC1(男)WC1(男)WC1(男)WC1(男)WC1(男)

WC1(女)WC1(女)WC1(女)WC1(女)WC1(女)WC1(女)WC1(女)

空室空室空室空室空室空室空室

廊下1廊下1廊下1廊下1廊下1廊下1廊下1

植込植込植込植込植込植込植込植込植込植込植込植込植込植込

中会議室中会議室中会議室中会議室中会議室中会議室中会議室
玄関ポーチ玄関ポーチ玄関ポーチ玄関ポーチ玄関ポーチ玄関ポーチ玄関ポーチ

多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫

UPUPUPUPUPUPUP

身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場 身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場

上部吹き抜け上部吹き抜け上部吹き抜け上部吹き抜け上部吹き抜け上部吹き抜け上部吹き抜け

館
内

案
内

板
館

内
案

内
板

館
内

案
内

板
館

内
案
内

板
館

内
案

内
板

館
内
案

内
板

館
内
案

内
板

自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機
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ＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬ ＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬ ＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬ ＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳ

ＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬ ＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬ ＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬ ＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＣＬＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳＳ

上部吹き抜け上部吹き抜け上部吹き抜け上部吹き抜け上部吹き抜け上部吹き抜け上部吹き抜け

屋外　カーポート屋外　カーポート屋外　カーポート屋外　カーポート屋外　カーポート屋外　カーポート屋外　カーポート 数数数数数数数

照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具
１２１２１２１２１２１２１２

人感センサー人感センサー人感センサー人感センサー人感センサー人感センサー人感センサー
６６６６６６６

配線接続は本工事配線接続は本工事配線接続は本工事配線接続は本工事配線接続は本工事配線接続は本工事配線接続は本工事

＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞

＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞＜カーポート付属品　建築工事＞

・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は

・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。

・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。

※※※※※※※

1111111

ＮＮＮＮＮＮＮ

ＢｚＢｚＢｚＢｚＢｚＢｚＢｚ

ＬＬＬＬＬＬＬ スポットライトスポットライトスポットライトスポットライトスポットライトスポットライトスポットライト ２２２２２２２

既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤
ＥＥＥＥＥＥＥ

レンジフード用レンジフード用レンジフード用レンジフード用レンジフード用レンジフード用レンジフード用
コンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセントコンセント

111111111111111111111
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配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ （天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

配　線配　線配　線配　線配　線配　線配　線

※特記※特記※特記※特記※特記※特記※特記

１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０

（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２ＣＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ＋２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２ＥＭ－ＥＥＦ１．６－３Ｃ×２

ＣＣＣＣＣＣＣ
ＣＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣＣ

ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ

３３３３３３３
３３３３３３３

３３３３３３３

４４４４４４４３３３３３３３

３３３３３３３

３３３３３３３

ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×５ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×５ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×５ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×５ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×５ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×５ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×５
Ｐ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸ

ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×２ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×２ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×２ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×２ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×２ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×２ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ×２

ＡＡＡＡＡＡＡ

22222222222222

ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）
ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ×２（Ｇ２８）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ×２（Ｇ２８）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ×２（Ｇ２８）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ×２（Ｇ２８）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ×２（Ｇ２８）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ×２（Ｇ２８）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ×２（Ｇ２８）

ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）
ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）

ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（ＦＥＰ３０）

※立上げ部はＰＥＧ管に収容※立上げ部はＰＥＧ管に収容※立上げ部はＰＥＧ管に収容※立上げ部はＰＥＧ管に収容※立上げ部はＰＥＧ管に収容※立上げ部はＰＥＧ管に収容※立上げ部はＰＥＧ管に収容
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Ｐ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸＰ．ＢＯＸ
ＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳＳＳ２００×２００×１００ＷＰ－ＳＵＳ ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）ＥＭ－ＣＥ３．５　－３Ｃ（Ｇ２２）

ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）
撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分

ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）
撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分

ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）ＣＶ３．５　－２Ｃ（２２）
撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分

２．０２．０２．０２．０２．０２．０２．０
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事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局
監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員

倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫

電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室
監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員

事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下
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男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345

IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

E-08E-08E-08E-08E-08E-08E-08

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事 １・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後）１・２階コンセント設備図（改修前・後） 1／2001／2001／2001／2001／2001／2001／200

2階コンセント設備図（改修前）　1/2002階コンセント設備図（改修前）　1/2002階コンセント設備図（改修前）　1/2002階コンセント設備図（改修前）　1/2002階コンセント設備図（改修前）　1/2002階コンセント設備図（改修前）　1/2002階コンセント設備図（改修前）　1/200 2階コンセント設備図（改修後）　1/2002階コンセント設備図（改修後）　1/2002階コンセント設備図（改修後）　1/2002階コンセント設備図（改修後）　1/2002階コンセント設備図（改修後）　1/2002階コンセント設備図（改修後）　1/2002階コンセント設備図（改修後）　1/200

1階コンセント設備図（改修前）　1/2001階コンセント設備図（改修前）　1/2001階コンセント設備図（改修前）　1/2001階コンセント設備図（改修前）　1/2001階コンセント設備図（改修前）　1/2001階コンセント設備図（改修前）　1/2001階コンセント設備図（改修前）　1/200 1階コンセント設備図（改修後）　1/2001階コンセント設備図（改修後）　1/2001階コンセント設備図（改修後）　1/2001階コンセント設備図（改修後）　1/2001階コンセント設備図（改修後）　1/2001階コンセント設備図（改修後）　1/2001階コンセント設備図（改修後）　1/200
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◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。

・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。(取)(取)(取)(取)(取)(取)(取)
・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

※※※※※※※

・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡

・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。
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学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫 教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫

女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室

男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室

女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC

女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー

ＣＣＣＣＣＣＣ

監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員
事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局

監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室

事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局
監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員

倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫

・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の
　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。

・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は
　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。

・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。

・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

プロジェクター用（天吊り）プロジェクター用（天吊り）プロジェクター用（天吊り）プロジェクター用（天吊り）プロジェクター用（天吊り）プロジェクター用（天吊り）プロジェクター用（天吊り）

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

露出コンセント（天井）露出コンセント（天井）露出コンセント（天井）露出コンセント（天井）露出コンセント（天井）露出コンセント（天井）露出コンセント（天井）

ＥＥＥＥＥＥＥ

ＥＥＥＥＥＥＥ

21212121212121

２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ

２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ２ＷＰＥＴ

端C端C端C端C端C端C端C

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント
上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント将来音声標識ガイド装置用コンセント
上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

将来音声標識ガイド装置用将来音声標識ガイド装置用将来音声標識ガイド装置用将来音声標識ガイド装置用将来音声標識ガイド装置用将来音声標識ガイド装置用将来音声標識ガイド装置用
上部（天井付近）にコンセント取付上部（天井付近）にコンセント取付上部（天井付近）にコンセント取付上部（天井付近）にコンセント取付上部（天井付近）にコンセント取付上部（天井付近）にコンセント取付上部（天井付近）にコンセント取付

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ
２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）
２Ｐ１５Ａ×２、Ｅ付（メタルワイプロ）２Ｐ１５Ａ×２、Ｅ付（メタルワイプロ）２Ｐ１５Ａ×２、Ｅ付（メタルワイプロ）２Ｐ１５Ａ×２、Ｅ付（メタルワイプロ）２Ｐ１５Ａ×２、Ｅ付（メタルワイプロ）２Ｐ１５Ａ×２、Ｅ付（メタルワイプロ）２Ｐ１５Ａ×２、Ｅ付（メタルワイプロ）

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

ＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮ ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)

(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)

(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)

(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)(ＭＭ１－Ｂ)

端A端A端A端A端A端A端A 端B端B端B端B端B端B端B １５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ１５／２０ＡＥＥＴ

(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)

18181818181818

※※※※※※※
109109109109109109109 110110110110110110110

102102102102102102102

11111111111111

２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ

露出露出露出露出露出露出露出
既設L1-1既設L1-1既設L1-1既設L1-1既設L1-1既設L1-1既設L1-1 既設L1-1既設L1-1既設L1-1既設L1-1既設L1-1既設L1-1既設L1-1

10101010101010

1616161616161616161616161616

既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤

既設端末機用分電盤既設端末機用分電盤既設端末機用分電盤既設端末機用分電盤既設端末機用分電盤既設端末機用分電盤既設端末機用分電盤

既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤既設分電盤

端I端I端I端I端I端I端I

107107107107107107107

ＥＥＥＥＥＥＥ
106106106106106106106

小型電気温水器用電源小型電気温水器用電源小型電気温水器用電源小型電気温水器用電源小型電気温水器用電源小型電気温水器用電源小型電気温水器用電源

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－２ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－２ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－２ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－２ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－２ＣＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｇ１６）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｇ１６）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｇ１６）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｇ１６）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｇ１６）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｇ１６）ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ（Ｇ１６）

（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

（屋外露出）（屋外露出）（屋外露出）（屋外露出）（屋外露出）（屋外露出）（屋外露出）

配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。

配　線配　線配　線配　線配　線配　線配　線

※特記※特記※特記※特記※特記※特記※特記

１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。

(取)(取)(取)(取)(取)(取)(取) (再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)

ＥＥＥＥＥＥＥ

≒１．１ｋＷ≒１．１ｋＷ≒１．１ｋＷ≒１．１ｋＷ≒１．１ｋＷ≒１．１ｋＷ≒１．１ｋＷ

ＨＩクッキングヒーター用電源ＨＩクッキングヒーター用電源ＨＩクッキングヒーター用電源ＨＩクッキングヒーター用電源ＨＩクッキングヒーター用電源ＨＩクッキングヒーター用電源ＨＩクッキングヒーター用電源
≒１．３ｋＷ≒１．３ｋＷ≒１．３ｋＷ≒１．３ｋＷ≒１．３ｋＷ≒１．３ｋＷ≒１．３ｋＷ

２２２２２２２ ２２２２２２２

２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ２ＥＴ
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１６

)
(Ｇ

１６
)

(Ｇ
１６

)
(Ｇ

１６
)

(Ｇ
１

６
)

(Ｇ
１

６
)

(Ｇ
１

６)
・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。・図示　　　　部はコア穴明け補修＜本工事＞を示す。

(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)
(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)
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◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡・アスファルト舗装復旧は建築工事とする｡

・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。
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・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。
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　・本システムは、動画・静止画・テロップなどのコンテンツ情報を来場者に向けて提供するものである。　・本システムは、動画・静止画・テロップなどのコンテンツ情報を来場者に向けて提供するものである。　・本システムは、動画・静止画・テロップなどのコンテンツ情報を来場者に向けて提供するものである。　・本システムは、動画・静止画・テロップなどのコンテンツ情報を来場者に向けて提供するものである。　・本システムは、動画・静止画・テロップなどのコンテンツ情報を来場者に向けて提供するものである。　・本システムは、動画・静止画・テロップなどのコンテンツ情報を来場者に向けて提供するものである。　・本システムは、動画・静止画・テロップなどのコンテンツ情報を来場者に向けて提供するものである。

　・パソコン上で登録したコンテンツファイル、スケジュールをＵＳＢメモリーに登録し　・パソコン上で登録したコンテンツファイル、スケジュールをＵＳＢメモリーに登録し　・パソコン上で登録したコンテンツファイル、スケジュールをＵＳＢメモリーに登録し　・パソコン上で登録したコンテンツファイル、スケジュールをＵＳＢメモリーに登録し　・パソコン上で登録したコンテンツファイル、スケジュールをＵＳＢメモリーに登録し　・パソコン上で登録したコンテンツファイル、スケジュールをＵＳＢメモリーに登録し　・パソコン上で登録したコンテンツファイル、スケジュールをＵＳＢメモリーに登録し

　　ディスプレイに差し込むことで、登録された動画や静止画を設定したスケジュールに従って　　ディスプレイに差し込むことで、登録された動画や静止画を設定したスケジュールに従って　　ディスプレイに差し込むことで、登録された動画や静止画を設定したスケジュールに従って　　ディスプレイに差し込むことで、登録された動画や静止画を設定したスケジュールに従って　　ディスプレイに差し込むことで、登録された動画や静止画を設定したスケジュールに従って　　ディスプレイに差し込むことで、登録された動画や静止画を設定したスケジュールに従って　　ディスプレイに差し込むことで、登録された動画や静止画を設定したスケジュールに従って

　　ディスプレイに表示できるものとする。　　ディスプレイに表示できるものとする。　　ディスプレイに表示できるものとする。　　ディスプレイに表示できるものとする。　　ディスプレイに表示できるものとする。　　ディスプレイに表示できるものとする。　　ディスプレイに表示できるものとする。

　　また、ＬＡＮ経由でのコンテンツファイル、スケジュールの登録も行えるものとする。　　また、ＬＡＮ経由でのコンテンツファイル、スケジュールの登録も行えるものとする。　　また、ＬＡＮ経由でのコンテンツファイル、スケジュールの登録も行えるものとする。　　また、ＬＡＮ経由でのコンテンツファイル、スケジュールの登録も行えるものとする。　　また、ＬＡＮ経由でのコンテンツファイル、スケジュールの登録も行えるものとする。　　また、ＬＡＮ経由でのコンテンツファイル、スケジュールの登録も行えるものとする。　　また、ＬＡＮ経由でのコンテンツファイル、スケジュールの登録も行えるものとする。

　・表示コンテンツは別途検討とする　・表示コンテンツは別途検討とする　・表示コンテンツは別途検討とする　・表示コンテンツは別途検討とする　・表示コンテンツは別途検討とする　・表示コンテンツは別途検討とする　・表示コンテンツは別途検討とする

２．機能概要２．機能概要２．機能概要２．機能概要２．機能概要２．機能概要２．機能概要

　・以下の静止画、動画、音楽ファイルをコンテンツとして使用できるものとする。　・以下の静止画、動画、音楽ファイルをコンテンツとして使用できるものとする。　・以下の静止画、動画、音楽ファイルをコンテンツとして使用できるものとする。　・以下の静止画、動画、音楽ファイルをコンテンツとして使用できるものとする。　・以下の静止画、動画、音楽ファイルをコンテンツとして使用できるものとする。　・以下の静止画、動画、音楽ファイルをコンテンツとして使用できるものとする。　・以下の静止画、動画、音楽ファイルをコンテンツとして使用できるものとする。

　 ① 　 ① 　 ① 　 ① 　 ① 　 ① 　 ① 　　　動　画：ｍｏｖ、ａｖｉ、ｍｐ４、ｗｍｖ　　　動　画：ｍｏｖ、ａｖｉ、ｍｐ４、ｗｍｖ　　　動　画：ｍｏｖ、ａｖｉ、ｍｐ４、ｗｍｖ　　　動　画：ｍｏｖ、ａｖｉ、ｍｐ４、ｗｍｖ　　　動　画：ｍｏｖ、ａｖｉ、ｍｐ４、ｗｍｖ　　　動　画：ｍｏｖ、ａｖｉ、ｍｐ４、ｗｍｖ　　　動　画：ｍｏｖ、ａｖｉ、ｍｐ４、ｗｍｖ

　 ② 　 ② 　 ② 　 ② 　 ② 　 ② 　 ② 　　　静止画： ｊｐｇ、ｊｐｅｇ、ｂｍｐ　　　静止画： ｊｐｇ、ｊｐｅｇ、ｂｍｐ　　　静止画： ｊｐｇ、ｊｐｅｇ、ｂｍｐ　　　静止画： ｊｐｇ、ｊｐｅｇ、ｂｍｐ　　　静止画： ｊｐｇ、ｊｐｅｇ、ｂｍｐ　　　静止画： ｊｐｇ、ｊｐｅｇ、ｂｍｐ　　　静止画： ｊｐｇ、ｊｐｅｇ、ｂｍｐ

　 ③ 　 ③ 　 ③ 　 ③ 　 ③ 　 ③ 　 ③ 　　　音　楽：ｍｐ３、ｗｍａ　　　音　楽：ｍｐ３、ｗｍａ　　　音　楽：ｍｐ３、ｗｍａ　　　音　楽：ｍｐ３、ｗｍａ　　　音　楽：ｍｐ３、ｗｍａ　　　音　楽：ｍｐ３、ｗｍａ　　　音　楽：ｍｐ３、ｗｍａ

　・再生したいコンテンツファイルをＵＳＢメモリーに登録し、ディスプレイ本体に差し込むことで　・再生したいコンテンツファイルをＵＳＢメモリーに登録し、ディスプレイ本体に差し込むことで　・再生したいコンテンツファイルをＵＳＢメモリーに登録し、ディスプレイ本体に差し込むことで　・再生したいコンテンツファイルをＵＳＢメモリーに登録し、ディスプレイ本体に差し込むことで　・再生したいコンテンツファイルをＵＳＢメモリーに登録し、ディスプレイ本体に差し込むことで　・再生したいコンテンツファイルをＵＳＢメモリーに登録し、ディスプレイ本体に差し込むことで　・再生したいコンテンツファイルをＵＳＢメモリーに登録し、ディスプレイ本体に差し込むことで

　　ディスプレイに内蔵のメディアプレーヤーでコンテンツファイルの再生をするものとする。　　ディスプレイに内蔵のメディアプレーヤーでコンテンツファイルの再生をするものとする。　　ディスプレイに内蔵のメディアプレーヤーでコンテンツファイルの再生をするものとする。　　ディスプレイに内蔵のメディアプレーヤーでコンテンツファイルの再生をするものとする。　　ディスプレイに内蔵のメディアプレーヤーでコンテンツファイルの再生をするものとする。　　ディスプレイに内蔵のメディアプレーヤーでコンテンツファイルの再生をするものとする。　　ディスプレイに内蔵のメディアプレーヤーでコンテンツファイルの再生をするものとする。

　・ディスプレイ付属のリモコンによる操作でディスプレイの電源ＯＮ/ＯＦＦのスケジューリングが可能であること。　・ディスプレイ付属のリモコンによる操作でディスプレイの電源ＯＮ/ＯＦＦのスケジューリングが可能であること。　・ディスプレイ付属のリモコンによる操作でディスプレイの電源ＯＮ/ＯＦＦのスケジューリングが可能であること。　・ディスプレイ付属のリモコンによる操作でディスプレイの電源ＯＮ/ＯＦＦのスケジューリングが可能であること。　・ディスプレイ付属のリモコンによる操作でディスプレイの電源ＯＮ/ＯＦＦのスケジューリングが可能であること。　・ディスプレイ付属のリモコンによる操作でディスプレイの電源ＯＮ/ＯＦＦのスケジューリングが可能であること。　・ディスプレイ付属のリモコンによる操作でディスプレイの電源ＯＮ/ＯＦＦのスケジューリングが可能であること。

　・パソコン内にインストールされた無償ソフトウェアを用いることで、表示コンテンツのプレイリスト、タイムテーブル、　・パソコン内にインストールされた無償ソフトウェアを用いることで、表示コンテンツのプレイリスト、タイムテーブル、　・パソコン内にインストールされた無償ソフトウェアを用いることで、表示コンテンツのプレイリスト、タイムテーブル、　・パソコン内にインストールされた無償ソフトウェアを用いることで、表示コンテンツのプレイリスト、タイムテーブル、　・パソコン内にインストールされた無償ソフトウェアを用いることで、表示コンテンツのプレイリスト、タイムテーブル、　・パソコン内にインストールされた無償ソフトウェアを用いることで、表示コンテンツのプレイリスト、タイムテーブル、　・パソコン内にインストールされた無償ソフトウェアを用いることで、表示コンテンツのプレイリスト、タイムテーブル、

　　スケジュールの編集を行えること。　　スケジュールの編集を行えること。　　スケジュールの編集を行えること。　　スケジュールの編集を行えること。　　スケジュールの編集を行えること。　　スケジュールの編集を行えること。　　スケジュールの編集を行えること。

　・作成した表示スケジュールをパソコンに接続されたＵＳＢメモリーに登録できること。　・作成した表示スケジュールをパソコンに接続されたＵＳＢメモリーに登録できること。　・作成した表示スケジュールをパソコンに接続されたＵＳＢメモリーに登録できること。　・作成した表示スケジュールをパソコンに接続されたＵＳＢメモリーに登録できること。　・作成した表示スケジュールをパソコンに接続されたＵＳＢメモリーに登録できること。　・作成した表示スケジュールをパソコンに接続されたＵＳＢメモリーに登録できること。　・作成した表示スケジュールをパソコンに接続されたＵＳＢメモリーに登録できること。

　　または、パソコンからＬＡＮ経由で各ディスプレイに挿入されたＵＳＢメモリーに登録できること。　　または、パソコンからＬＡＮ経由で各ディスプレイに挿入されたＵＳＢメモリーに登録できること。　　または、パソコンからＬＡＮ経由で各ディスプレイに挿入されたＵＳＢメモリーに登録できること。　　または、パソコンからＬＡＮ経由で各ディスプレイに挿入されたＵＳＢメモリーに登録できること。　　または、パソコンからＬＡＮ経由で各ディスプレイに挿入されたＵＳＢメモリーに登録できること。　　または、パソコンからＬＡＮ経由で各ディスプレイに挿入されたＵＳＢメモリーに登録できること。　　または、パソコンからＬＡＮ経由で各ディスプレイに挿入されたＵＳＢメモリーに登録できること。

　・表示するコンテンツを日別、時間別、ディスプレイ別に設定が可能であること。　・表示するコンテンツを日別、時間別、ディスプレイ別に設定が可能であること。　・表示するコンテンツを日別、時間別、ディスプレイ別に設定が可能であること。　・表示するコンテンツを日別、時間別、ディスプレイ別に設定が可能であること。　・表示するコンテンツを日別、時間別、ディスプレイ別に設定が可能であること。　・表示するコンテンツを日別、時間別、ディスプレイ別に設定が可能であること。　・表示するコンテンツを日別、時間別、ディスプレイ別に設定が可能であること。

ＳＷ　ＨＵＢ（８ポート）ＳＷ　ＨＵＢ（８ポート）ＳＷ　ＨＵＢ（８ポート）ＳＷ　ＨＵＢ（８ポート）ＳＷ　ＨＵＢ（８ポート）ＳＷ　ＨＵＢ（８ポート）ＳＷ　ＨＵＢ（８ポート） ＜計：１台＞＜計：１台＞＜計：１台＞＜計：１台＞＜計：１台＞＜計：１台＞＜計：１台＞ＨＵＢＨＵＢＨＵＢＨＵＢＨＵＢＨＵＢＨＵＢ

ＰＣＰＣＰＣＰＣＰＣＰＣＰＣ ＭＭＭＭＭＭＭ ５０型液晶モニター（スタンド共）５０型液晶モニター（スタンド共）５０型液晶モニター（スタンド共）５０型液晶モニター（スタンド共）５０型液晶モニター（スタンド共）５０型液晶モニター（スタンド共）５０型液晶モニター（スタンド共） ＜計：１台＞＜計：１台＞＜計：１台＞＜計：１台＞＜計：１台＞＜計：１台＞＜計：１台＞

機　能機　能機　能機　能機　能機　能機　能

入出力端子入出力端子入出力端子入出力端子入出力端子入出力端子入出力端子

ＡＣ１００Ｖ±１０％、５０Ｈｚ／６０Ｈｚ、２７５Ｗ（動作時平均消費電力１５２Ｗ）ＡＣ１００Ｖ±１０％、５０Ｈｚ／６０Ｈｚ、２７５Ｗ（動作時平均消費電力１５２Ｗ）ＡＣ１００Ｖ±１０％、５０Ｈｚ／６０Ｈｚ、２７５Ｗ（動作時平均消費電力１５２Ｗ）ＡＣ１００Ｖ±１０％、５０Ｈｚ／６０Ｈｚ、２７５Ｗ（動作時平均消費電力１５２Ｗ）ＡＣ１００Ｖ±１０％、５０Ｈｚ／６０Ｈｚ、２７５Ｗ（動作時平均消費電力１５２Ｗ）ＡＣ１００Ｖ±１０％、５０Ｈｚ／６０Ｈｚ、２７５Ｗ（動作時平均消費電力１５２Ｗ）ＡＣ１００Ｖ±１０％、５０Ｈｚ／６０Ｈｚ、２７５Ｗ（動作時平均消費電力１５２Ｗ）

画面サイズ・アスペクト比・解像度画面サイズ・アスペクト比・解像度画面サイズ・アスペクト比・解像度画面サイズ・アスペクト比・解像度画面サイズ・アスペクト比・解像度画面サイズ・アスペクト比・解像度画面サイズ・アスペクト比・解像度 ５０Ｖ型、１６：９、３８４０×２１６０５０Ｖ型、１６：９、３８４０×２１６０５０Ｖ型、１６：９、３８４０×２１６０５０Ｖ型、１６：９、３８４０×２１６０５０Ｖ型、１６：９、３８４０×２１６０５０Ｖ型、１６：９、３８４０×２１６０５０Ｖ型、１６：９、３８４０×２１６０

７００ｃｄ／㎡、４０００：１、１７８°／１７８°（ＣＲ＞１０）７００ｃｄ／㎡、４０００：１、１７８°／１７８°（ＣＲ＞１０）７００ｃｄ／㎡、４０００：１、１７８°／１７８°（ＣＲ＞１０）７００ｃｄ／㎡、４０００：１、１７８°／１７８°（ＣＲ＞１０）７００ｃｄ／㎡、４０００：１、１７８°／１７８°（ＣＲ＞１０）７００ｃｄ／㎡、４０００：１、１７８°／１７８°（ＣＲ＞１０）７００ｃｄ／㎡、４０００：１、１７８°／１７８°（ＣＲ＞１０）

電源・消費電力電源・消費電力電源・消費電力電源・消費電力電源・消費電力電源・消費電力電源・消費電力

輝度・コントラスト比・視野角輝度・コントラスト比・視野角輝度・コントラスト比・視野角輝度・コントラスト比・視野角輝度・コントラスト比・視野角輝度・コントラスト比・視野角輝度・コントラスト比・視野角

ポートレートズーム、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ対応、メディアプレイヤー（ＵＳＢメモリー／ポートレートズーム、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ対応、メディアプレイヤー（ＵＳＢメモリー／ポートレートズーム、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ対応、メディアプレイヤー（ＵＳＢメモリー／ポートレートズーム、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ対応、メディアプレイヤー（ＵＳＢメモリー／ポートレートズーム、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ対応、メディアプレイヤー（ＵＳＢメモリー／ポートレートズーム、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ対応、メディアプレイヤー（ＵＳＢメモリー／ポートレートズーム、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ対応、メディアプレイヤー（ＵＳＢメモリー／

ソフトウェア対応、ＳｃｒｅｅｎＴｒａｎｓｆｅｒ対応、２４時間連続稼働／日ソフトウェア対応、ＳｃｒｅｅｎＴｒａｎｓｆｅｒ対応、２４時間連続稼働／日ソフトウェア対応、ＳｃｒｅｅｎＴｒａｎｓｆｅｒ対応、２４時間連続稼働／日ソフトウェア対応、ＳｃｒｅｅｎＴｒａｎｓｆｅｒ対応、２４時間連続稼働／日ソフトウェア対応、ＳｃｒｅｅｎＴｒａｎｓｆｅｒ対応、２４時間連続稼働／日ソフトウェア対応、ＳｃｒｅｅｎＴｒａｎｓｆｅｒ対応、２４時間連続稼働／日ソフトウェア対応、ＳｃｒｅｅｎＴｒａｎｓｆｅｒ対応、２４時間連続稼働／日

内蔵メモリー）、ホワイトボード機能／マウスアノテーション、コンテンツマネージメント内蔵メモリー）、ホワイトボード機能／マウスアノテーション、コンテンツマネージメント内蔵メモリー）、ホワイトボード機能／マウスアノテーション、コンテンツマネージメント内蔵メモリー）、ホワイトボード機能／マウスアノテーション、コンテンツマネージメント内蔵メモリー）、ホワイトボード機能／マウスアノテーション、コンテンツマネージメント内蔵メモリー）、ホワイトボード機能／マウスアノテーション、コンテンツマネージメント内蔵メモリー）、ホワイトボード機能／マウスアノテーション、コンテンツマネージメント

（Ｉｎｔｅｌ ＳＤＭ仕様対応）、ＵＳＢｔｙｐｅＡ×２（ＵＳＢ３．０対応、ＵＳＢ２．０対応）、（Ｉｎｔｅｌ ＳＤＭ仕様対応）、ＵＳＢｔｙｐｅＡ×２（ＵＳＢ３．０対応、ＵＳＢ２．０対応）、（Ｉｎｔｅｌ ＳＤＭ仕様対応）、ＵＳＢｔｙｐｅＡ×２（ＵＳＢ３．０対応、ＵＳＢ２．０対応）、（Ｉｎｔｅｌ ＳＤＭ仕様対応）、ＵＳＢｔｙｐｅＡ×２（ＵＳＢ３．０対応、ＵＳＢ２．０対応）、（Ｉｎｔｅｌ ＳＤＭ仕様対応）、ＵＳＢｔｙｐｅＡ×２（ＵＳＢ３．０対応、ＵＳＢ２．０対応）、（Ｉｎｔｅｌ ＳＤＭ仕様対応）、ＵＳＢｔｙｐｅＡ×２（ＵＳＢ３．０対応、ＵＳＢ２．０対応）、（Ｉｎｔｅｌ ＳＤＭ仕様対応）、ＵＳＢｔｙｐｅＡ×２（ＵＳＢ３．０対応、ＵＳＢ２．０対応）、

ＨＤＭＩ入力×３（ＨＤＣＰ２．２対応）、デジタルリンク入力／出力（ＨＤＣＰ１．４対応）、ＨＤＭＩ入力×３（ＨＤＣＰ２．２対応）、デジタルリンク入力／出力（ＨＤＣＰ１．４対応）、ＨＤＭＩ入力×３（ＨＤＣＰ２．２対応）、デジタルリンク入力／出力（ＨＤＣＰ１．４対応）、ＨＤＭＩ入力×３（ＨＤＣＰ２．２対応）、デジタルリンク入力／出力（ＨＤＣＰ１．４対応）、ＨＤＭＩ入力×３（ＨＤＣＰ２．２対応）、デジタルリンク入力／出力（ＨＤＣＰ１．４対応）、ＨＤＭＩ入力×３（ＨＤＣＰ２．２対応）、デジタルリンク入力／出力（ＨＤＣＰ１．４対応）、ＨＤＭＩ入力×３（ＨＤＣＰ２．２対応）、デジタルリンク入力／出力（ＨＤＣＰ１．４対応）、

ＵＳＢｔｙｐｅＣ（最大６０Ｗ ＰＤ対応、ＵＳＢ２．０対応、ＤＰ Ａｌｔ Ｍｏｄｅ対応）  ＵＳＢｔｙｐｅＣ（最大６０Ｗ ＰＤ対応、ＵＳＢ２．０対応、ＤＰ Ａｌｔ Ｍｏｄｅ対応）  ＵＳＢｔｙｐｅＣ（最大６０Ｗ ＰＤ対応、ＵＳＢ２．０対応、ＤＰ Ａｌｔ Ｍｏｄｅ対応）  ＵＳＢｔｙｐｅＣ（最大６０Ｗ ＰＤ対応、ＵＳＢ２．０対応、ＤＰ Ａｌｔ Ｍｏｄｅ対応）  ＵＳＢｔｙｐｅＣ（最大６０Ｗ ＰＤ対応、ＵＳＢ２．０対応、ＤＰ Ａｌｔ Ｍｏｄｅ対応）  ＵＳＢｔｙｐｅＣ（最大６０Ｗ ＰＤ対応、ＵＳＢ２．０対応、ＤＰ Ａｌｔ Ｍｏｄｅ対応）  ＵＳＢｔｙｐｅＣ（最大６０Ｗ ＰＤ対応、ＵＳＢ２．０対応、ＤＰ Ａｌｔ Ｍｏｄｅ対応）  

ＩＲ入力／出力、シリアル入力、ＰＣ入力、音声入力／出力、センサー入力、ＬＡＮ、スロットＩＲ入力／出力、シリアル入力、ＰＣ入力、音声入力／出力、センサー入力、ＬＡＮ、スロットＩＲ入力／出力、シリアル入力、ＰＣ入力、音声入力／出力、センサー入力、ＬＡＮ、スロットＩＲ入力／出力、シリアル入力、ＰＣ入力、音声入力／出力、センサー入力、ＬＡＮ、スロットＩＲ入力／出力、シリアル入力、ＰＣ入力、音声入力／出力、センサー入力、ＬＡＮ、スロットＩＲ入力／出力、シリアル入力、ＰＣ入力、音声入力／出力、センサー入力、ＬＡＮ、スロットＩＲ入力／出力、シリアル入力、ＰＣ入力、音声入力／出力、センサー入力、ＬＡＮ、スロット

その他その他その他その他その他その他その他 壁寄せスタンド、ＵＳＢメモリー（３２ＧＢ）共壁寄せスタンド、ＵＳＢメモリー（３２ＧＢ）共壁寄せスタンド、ＵＳＢメモリー（３２ＧＢ）共壁寄せスタンド、ＵＳＢメモリー（３２ＧＢ）共壁寄せスタンド、ＵＳＢメモリー（３２ＧＢ）共壁寄せスタンド、ＵＳＢメモリー（３２ＧＢ）共壁寄せスタンド、ＵＳＢメモリー（３２ＧＢ）共

パナソニック㈱：ＴＨ－５０ＳＱ２ＨＪ＋ＦＺＳ－Ｗ５５ＨＡ　同等品パナソニック㈱：ＴＨ－５０ＳＱ２ＨＪ＋ＦＺＳ－Ｗ５５ＨＡ　同等品パナソニック㈱：ＴＨ－５０ＳＱ２ＨＪ＋ＦＺＳ－Ｗ５５ＨＡ　同等品パナソニック㈱：ＴＨ－５０ＳＱ２ＨＪ＋ＦＺＳ－Ｗ５５ＨＡ　同等品パナソニック㈱：ＴＨ－５０ＳＱ２ＨＪ＋ＦＺＳ－Ｗ５５ＨＡ　同等品パナソニック㈱：ＴＨ－５０ＳＱ２ＨＪ＋ＦＺＳ－Ｗ５５ＨＡ　同等品パナソニック㈱：ＴＨ－５０ＳＱ２ＨＪ＋ＦＺＳ－Ｗ５５ＨＡ　同等品

≒１，１３０≒１，１３０≒１，１３０≒１，１３０≒１，１３０≒１，１３０≒１，１３０
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≒
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５
０

≒
６

５
０

≒６５≒６５≒６５≒６５≒６５≒６５≒６５

≒７００≒７００≒７００≒７００≒７００≒７００≒７００ ≒３００≒３００≒３００≒３００≒３００≒３００≒３００

≒１４５≒１４５≒１４５≒１４５≒１４５≒１４５≒１４５

静電気放電（ＥＳＤ）静電気放電（ＥＳＤ）静電気放電（ＥＳＤ）静電気放電（ＥＳＤ）静電気放電（ＥＳＤ）静電気放電（ＥＳＤ）静電気放電（ＥＳＤ）

接触放電：２０ｋＶ、気中放電：３０ｋＶ接触放電：２０ｋＶ、気中放電：３０ｋＶ接触放電：２０ｋＶ、気中放電：３０ｋＶ接触放電：２０ｋＶ、気中放電：３０ｋＶ接触放電：２０ｋＶ、気中放電：３０ｋＶ接触放電：２０ｋＶ、気中放電：３０ｋＶ接触放電：２０ｋＶ、気中放電：３０ｋＶ

耐　性耐　性耐　性耐　性耐　性耐　性耐　性

ポート数ポート数ポート数ポート数ポート数ポート数ポート数 １０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ×８１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ×８１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ×８１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ×８１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ×８１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ×８１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ×８

パナソニック㈱：ＰＮ２４０６１　同等品パナソニック㈱：ＰＮ２４０６１　同等品パナソニック㈱：ＰＮ２４０６１　同等品パナソニック㈱：ＰＮ２４０６１　同等品パナソニック㈱：ＰＮ２４０６１　同等品パナソニック㈱：ＰＮ２４０６１　同等品パナソニック㈱：ＰＮ２４０６１　同等品

ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大４．４Ｗ／最小１．７Ｗ）ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大４．４Ｗ／最小１．７Ｗ）ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大４．４Ｗ／最小１．７Ｗ）ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大４．４Ｗ／最小１．７Ｗ）ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大４．４Ｗ／最小１．７Ｗ）ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大４．４Ｗ／最小１．７Ｗ）ＡＣ１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ（最大４．４Ｗ／最小１．７Ｗ）電源（消費電力）電源（消費電力）電源（消費電力）電源（消費電力）電源（消費電力）電源（消費電力）電源（消費電力）
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≒
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≒
４
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≒

４
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≒
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５

≒２１０≒２１０≒２１０≒２１０≒２１０≒２１０≒２１０ ≒１７０≒１７０≒１７０≒１７０≒１７０≒１７０≒１７０

１００ＧＢ以上１００ＧＢ以上１００ＧＢ以上１００ＧＢ以上１００ＧＢ以上１００ＧＢ以上１００ＧＢ以上

４ＧＢ以上４ＧＢ以上４ＧＢ以上４ＧＢ以上４ＧＢ以上４ＧＢ以上４ＧＢ以上

Ｃｏｒｅｉ３　２コア　３．６０ＧＨｚ　相当以上Ｃｏｒｅｉ３　２コア　３．６０ＧＨｚ　相当以上Ｃｏｒｅｉ３　２コア　３．６０ＧＨｚ　相当以上Ｃｏｒｅｉ３　２コア　３．６０ＧＨｚ　相当以上Ｃｏｒｅｉ３　２コア　３．６０ＧＨｚ　相当以上Ｃｏｒｅｉ３　２コア　３．６０ＧＨｚ　相当以上Ｃｏｒｅｉ３　２コア　３．６０ＧＨｚ　相当以上

専用ソフトウェア付き専用ソフトウェア付き専用ソフトウェア付き専用ソフトウェア付き専用ソフトウェア付き専用ソフトウェア付き専用ソフトウェア付き

Ｗｉｎｄｏｗｓ１０　Ｐｒｏ　６４ｂｉｔＷｉｎｄｏｗｓ１０　Ｐｒｏ　６４ｂｉｔＷｉｎｄｏｗｓ１０　Ｐｒｏ　６４ｂｉｔＷｉｎｄｏｗｓ１０　Ｐｒｏ　６４ｂｉｔＷｉｎｄｏｗｓ１０　Ｐｒｏ　６４ｂｉｔＷｉｎｄｏｗｓ１０　Ｐｒｏ　６４ｂｉｔＷｉｎｄｏｗｓ１０　Ｐｒｏ　６４ｂｉｔ

ＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵＣＰＵ

ＯＳＯＳＯＳＯＳＯＳＯＳＯＳ

内蔵ストレージ内蔵ストレージ内蔵ストレージ内蔵ストレージ内蔵ストレージ内蔵ストレージ内蔵ストレージ

メモリーメモリーメモリーメモリーメモリーメモリーメモリー

その他その他その他その他その他その他その他

特　型特　型特　型特　型特　型特　型特　型

≒３３５≒３３５≒３３５≒３３５≒３３５≒３３５≒３３５ ≒２２５≒２２５≒２２５≒２２５≒２２５≒２２５≒２２５

※卓上設置※卓上設置※卓上設置※卓上設置※卓上設置※卓上設置※卓上設置

※卓上設置※卓上設置※卓上設置※卓上設置※卓上設置※卓上設置※卓上設置



〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345

IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

E-11E-11E-11E-11E-11E-11E-11

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事 誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図誘導支援設備システム概要・系統図・機器参考姿図 －－－－－－－

誘導支援設備システム概要（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備システム概要（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備システム概要（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備システム概要（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備システム概要（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備システム概要（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備システム概要（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞１１１１１１１

2－10.5×20（長穴）2－10.5×20（長穴）2－10.5×20（長穴）2－10.5×20（長穴）2－10.5×20（長穴）2－10.5×20（長穴）2－10.5×20（長穴）

2－メンテナンス用ネジ2－メンテナンス用ネジ2－メンテナンス用ネジ2－メンテナンス用ネジ2－メンテナンス用ネジ2－メンテナンス用ネジ2－メンテナンス用ネジ

【天井設置時】【天井設置時】【天井設置時】【天井設置時】【天井設置時】【天井設置時】【天井設置時】 【壁設置時】【壁設置時】【壁設置時】【壁設置時】【壁設置時】【壁設置時】【壁設置時】

４－水抜き穴４－水抜き穴４－水抜き穴４－水抜き穴４－水抜き穴４－水抜き穴４－水抜き穴 ２－落下防止ワイヤ穴２－落下防止ワイヤ穴２－落下防止ワイヤ穴２－落下防止ワイヤ穴２－落下防止ワイヤ穴２－落下防止ワイヤ穴２－落下防止ワイヤ穴

落下防止ワイヤ穴（壁付時）落下防止ワイヤ穴（壁付時）落下防止ワイヤ穴（壁付時）落下防止ワイヤ穴（壁付時）落下防止ワイヤ穴（壁付時）落下防止ワイヤ穴（壁付時）落下防止ワイヤ穴（壁付時）
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≒160（金具取付ピッチ）≒160（金具取付ピッチ）≒160（金具取付ピッチ）≒160（金具取付ピッチ）≒160（金具取付ピッチ）≒160（金具取付ピッチ）≒160（金具取付ピッチ）
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≒232（壁取付ピッチ）≒232（壁取付ピッチ）≒232（壁取付ピッチ）≒232（壁取付ピッチ）≒232（壁取付ピッチ）≒232（壁取付ピッチ）≒232（壁取付ピッチ）

取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具取付金具
材質SUS304 2.0t材質SUS304 2.0t材質SUS304 2.0t材質SUS304 2.0t材質SUS304 2.0t材質SUS304 2.0t材質SUS304 2.0t
ヘアライン仕上げヘアライン仕上げヘアライン仕上げヘアライン仕上げヘアライン仕上げヘアライン仕上げヘアライン仕上げ

電源ケーブル（付属約１ｍ）電源ケーブル（付属約１ｍ）電源ケーブル（付属約１ｍ）電源ケーブル（付属約１ｍ）電源ケーブル（付属約１ｍ）電源ケーブル（付属約１ｍ）電源ケーブル（付属約１ｍ）
アース付コンセントプラグアース付コンセントプラグアース付コンセントプラグアース付コンセントプラグアース付コンセントプラグアース付コンセントプラグアース付コンセントプラグ
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4-φ７取付穴4-φ７取付穴4-φ７取付穴4-φ７取付穴4-φ７取付穴4-φ７取付穴4-φ７取付穴
（壁取付時開口）（壁取付時開口）（壁取付時開口）（壁取付時開口）（壁取付時開口）（壁取付時開口）（壁取付時開口）

ＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００Ｖ

施設入口設置例施設入口設置例施設入口設置例施設入口設置例施設入口設置例施設入口設置例施設入口設置例

音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置

このシステムは、主に視覚障がい者のための目標物確認システムです。このシステムは、主に視覚障がい者のための目標物確認システムです。このシステムは、主に視覚障がい者のための目標物確認システムです。このシステムは、主に視覚障がい者のための目標物確認システムです。このシステムは、主に視覚障がい者のための目標物確認システムです。このシステムは、主に視覚障がい者のための目標物確認システムです。このシステムは、主に視覚障がい者のための目標物確認システムです。

施設出入口の天井面等に、音声標識ガイド装置を設置します。施設出入口の天井面等に、音声標識ガイド装置を設置します。施設出入口の天井面等に、音声標識ガイド装置を設置します。施設出入口の天井面等に、音声標識ガイド装置を設置します。施設出入口の天井面等に、音声標識ガイド装置を設置します。施設出入口の天井面等に、音声標識ガイド装置を設置します。施設出入口の天井面等に、音声標識ガイド装置を設置します。

システムは以下の３通りで機能します。システムは以下の３通りで機能します。システムは以下の３通りで機能します。システムは以下の３通りで機能します。システムは以下の３通りで機能します。システムは以下の３通りで機能します。システムは以下の３通りで機能します。

①電波送受信式音声①電波送受信式音声①電波送受信式音声①電波送受信式音声①電波送受信式音声①電波送受信式音声①電波送受信式音声

利用者の携帯する小型送受信機が音声案内利用可能エリアに入ると振動でお知らせします。利用者の携帯する小型送受信機が音声案内利用可能エリアに入ると振動でお知らせします。利用者の携帯する小型送受信機が音声案内利用可能エリアに入ると振動でお知らせします。利用者の携帯する小型送受信機が音声案内利用可能エリアに入ると振動でお知らせします。利用者の携帯する小型送受信機が音声案内利用可能エリアに入ると振動でお知らせします。利用者の携帯する小型送受信機が音声案内利用可能エリアに入ると振動でお知らせします。利用者の携帯する小型送受信機が音声案内利用可能エリアに入ると振動でお知らせします。

その後、小型送受信機からの電波を音声標識ガイド装置が受信した時、目標物の位置や必要情報を音声で案内します。その後、小型送受信機からの電波を音声標識ガイド装置が受信した時、目標物の位置や必要情報を音声で案内します。その後、小型送受信機からの電波を音声標識ガイド装置が受信した時、目標物の位置や必要情報を音声で案内します。その後、小型送受信機からの電波を音声標識ガイド装置が受信した時、目標物の位置や必要情報を音声で案内します。その後、小型送受信機からの電波を音声標識ガイド装置が受信した時、目標物の位置や必要情報を音声で案内します。その後、小型送受信機からの電波を音声標識ガイド装置が受信した時、目標物の位置や必要情報を音声で案内します。その後、小型送受信機からの電波を音声標識ガイド装置が受信した時、目標物の位置や必要情報を音声で案内します。

②センサ検知式音声②センサ検知式音声②センサ検知式音声②センサ検知式音声②センサ検知式音声②センサ検知式音声②センサ検知式音声

利用者がセンサの検知エリアに入ると目標物の位置や必要情報を音声で案内します。利用者がセンサの検知エリアに入ると目標物の位置や必要情報を音声で案内します。利用者がセンサの検知エリアに入ると目標物の位置や必要情報を音声で案内します。利用者がセンサの検知エリアに入ると目標物の位置や必要情報を音声で案内します。利用者がセンサの検知エリアに入ると目標物の位置や必要情報を音声で案内します。利用者がセンサの検知エリアに入ると目標物の位置や必要情報を音声で案内します。利用者がセンサの検知エリアに入ると目標物の位置や必要情報を音声で案内します。

③間欠式音声③間欠式音声③間欠式音声③間欠式音声③間欠式音声③間欠式音声③間欠式音声

通常時は一定の間隔で音声や盲導鈴（チャイム）を繰り返し案内します。通常時は一定の間隔で音声や盲導鈴（チャイム）を繰り返し案内します。通常時は一定の間隔で音声や盲導鈴（チャイム）を繰り返し案内します。通常時は一定の間隔で音声や盲導鈴（チャイム）を繰り返し案内します。通常時は一定の間隔で音声や盲導鈴（チャイム）を繰り返し案内します。通常時は一定の間隔で音声や盲導鈴（チャイム）を繰り返し案内します。通常時は一定の間隔で音声や盲導鈴（チャイム）を繰り返し案内します。

また、本体設定はノートパソコン等のブラウザを使い各種設定がまた、本体設定はノートパソコン等のブラウザを使い各種設定がまた、本体設定はノートパソコン等のブラウザを使い各種設定がまた、本体設定はノートパソコン等のブラウザを使い各種設定がまた、本体設定はノートパソコン等のブラウザを使い各種設定がまた、本体設定はノートパソコン等のブラウザを使い各種設定がまた、本体設定はノートパソコン等のブラウザを使い各種設定が

遠隔操作で行えます（ＷｉＦｉ接続）。遠隔操作で行えます（ＷｉＦｉ接続）。遠隔操作で行えます（ＷｉＦｉ接続）。遠隔操作で行えます（ＷｉＦｉ接続）。遠隔操作で行えます（ＷｉＦｉ接続）。遠隔操作で行えます（ＷｉＦｉ接続）。遠隔操作で行えます（ＷｉＦｉ接続）。

小型送受信機小型送受信機小型送受信機小型送受信機小型送受信機小型送受信機小型送受信機
シグナルエイドシグナルエイドシグナルエイドシグナルエイドシグナルエイドシグナルエイドシグナルエイド

送受信距離送受信距離送受信距離送受信距離送受信距離送受信距離送受信距離
半径10～15m半径10～15m半径10～15m半径10～15m半径10～15m半径10～15m半径10～15m

ピンポーンピンポーンピンポーンピンポーンピンポーンピンポーンピンポーン

施設入口はこちらです施設入口はこちらです施設入口はこちらです施設入口はこちらです施設入口はこちらです施設入口はこちらです施設入口はこちらです

センサ検知距離センサ検知距離センサ検知距離センサ検知距離センサ検知距離センサ検知距離センサ検知距離
最大7m最大7m最大7m最大7m最大7m最大7m最大7m

誘導支援設備系統図＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備系統図＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備系統図＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備系統図＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備系統図＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備系統図＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備系統図＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞２２２２２２２

ガガガガガガガ

ＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００ＶＡＣ１００Ｖ

イイイイイイイ
ドドドドドドド
装装装装装装装
置置置置置置置

音音音音音音音
声声声声声声声
標標標標標標標
識識識識識識識

誘導支援設備機器表（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備機器表（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備機器表（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備機器表（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備機器表（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備機器表（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞誘導支援設備機器表（参考）＜機器別途工事、※電源用コンセントのみ本工事＞３３３３３３３

音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置音声標識ガイド装置

小型送受信機　シグナルエイド（管理用）＜機器別途工事＞小型送受信機　シグナルエイド（管理用）＜機器別途工事＞小型送受信機　シグナルエイド（管理用）＜機器別途工事＞小型送受信機　シグナルエイド（管理用）＜機器別途工事＞小型送受信機　シグナルエイド（管理用）＜機器別途工事＞小型送受信機　シグナルエイド（管理用）＜機器別途工事＞小型送受信機　シグナルエイド（管理用）＜機器別途工事＞ ＜計：１個＞＜計：１個＞＜計：１個＞＜計：１個＞＜計：１個＞＜計：１個＞＜計：１個＞

重　　量重　　量重　　量重　　量重　　量重　　量重　　量

充　　電充　　電充　　電充　　電充　　電充　　電充　　電

本　　体本　　体本　　体本　　体本　　体本　　体本　　体

約５０ｇ約５０ｇ約５０ｇ約５０ｇ約５０ｇ約５０ｇ約５０ｇ

ＵＳＢ充電対応（Ｔｙｐｅ－Ｃコネクタ）ＵＳＢ充電対応（Ｔｙｐｅ－Ｃコネクタ）ＵＳＢ充電対応（Ｔｙｐｅ－Ｃコネクタ）ＵＳＢ充電対応（Ｔｙｐｅ－Ｃコネクタ）ＵＳＢ充電対応（Ｔｙｐｅ－Ｃコネクタ）ＵＳＢ充電対応（Ｔｙｐｅ－Ｃコネクタ）ＵＳＢ充電対応（Ｔｙｐｅ－Ｃコネクタ）

ＡＢＳ樹脂ＡＢＳ樹脂ＡＢＳ樹脂ＡＢＳ樹脂ＡＢＳ樹脂ＡＢＳ樹脂ＡＢＳ樹脂

使用電池使用電池使用電池使用電池使用電池使用電池使用電池

送受信距離送受信距離送受信距離送受信距離送受信距離送受信距離送受信距離

送信電波形式送信電波形式送信電波形式送信電波形式送信電波形式送信電波形式送信電波形式

送信出力送信出力送信出力送信出力送信出力送信出力送信出力

受信電波形式受信電波形式受信電波形式受信電波形式受信電波形式受信電波形式受信電波形式

リチウムリン酸鉄電池内蔵（５２０ｍＡｈ）リチウムリン酸鉄電池内蔵（５２０ｍＡｈ）リチウムリン酸鉄電池内蔵（５２０ｍＡｈ）リチウムリン酸鉄電池内蔵（５２０ｍＡｈ）リチウムリン酸鉄電池内蔵（５２０ｍＡｈ）リチウムリン酸鉄電池内蔵（５２０ｍＡｈ）リチウムリン酸鉄電池内蔵（５２０ｍＡｈ）

特定小電力無線規格（技適番号：００３－２３０１５０）特定小電力無線規格（技適番号：００３－２３０１５０）特定小電力無線規格（技適番号：００３－２３０１５０）特定小電力無線規格（技適番号：００３－２３０１５０）特定小電力無線規格（技適番号：００３－２３０１５０）特定小電力無線規格（技適番号：００３－２３０１５０）特定小電力無線規格（技適番号：００３－２３０１５０）

見通し　１０～１５ｍ見通し　１０～１５ｍ見通し　１０～１５ｍ見通し　１０～１５ｍ見通し　１０～１５ｍ見通し　１０～１５ｍ見通し　１０～１５ｍ

ＦＭ変調（ＤＴＭＦ信号）ＦＭ変調（ＤＴＭＦ信号）ＦＭ変調（ＤＴＭＦ信号）ＦＭ変調（ＤＴＭＦ信号）ＦＭ変調（ＤＴＭＦ信号）ＦＭ変調（ＤＴＭＦ信号）ＦＭ変調（ＤＴＭＦ信号）

ＦＭ変調（１ＫＨｚ　ＳＩＮ信号）ＦＭ変調（１ＫＨｚ　ＳＩＮ信号）ＦＭ変調（１ＫＨｚ　ＳＩＮ信号）ＦＭ変調（１ＫＨｚ　ＳＩＮ信号）ＦＭ変調（１ＫＨｚ　ＳＩＮ信号）ＦＭ変調（１ＫＨｚ　ＳＩＮ信号）ＦＭ変調（１ＫＨｚ　ＳＩＮ信号）

※満充電で１日３時間程度の使用で約３日間連続動作※満充電で１日３時間程度の使用で約３日間連続動作※満充電で１日３時間程度の使用で約３日間連続動作※満充電で１日３時間程度の使用で約３日間連続動作※満充電で１日３時間程度の使用で約３日間連続動作※満充電で１日３時間程度の使用で約３日間連続動作※満充電で１日３時間程度の使用で約３日間連続動作

送信周波数送信周波数送信周波数送信周波数送信周波数送信周波数送信周波数

受信周波数受信周波数受信周波数受信周波数受信周波数受信周波数受信周波数

３１２．４５０ＭＨｚ３１２．４５０ＭＨｚ３１２．４５０ＭＨｚ３１２．４５０ＭＨｚ３１２．４５０ＭＨｚ３１２．４５０ＭＨｚ３１２．４５０ＭＨｚ

２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ

送信スイッチ送信スイッチ送信スイッチ送信スイッチ送信スイッチ送信スイッチ送信スイッチ

充電コネクタ（タイプＣ）充電コネクタ（タイプＣ）充電コネクタ（タイプＣ）充電コネクタ（タイプＣ）充電コネクタ（タイプＣ）充電コネクタ（タイプＣ）充電コネクタ（タイプＣ）

≒46≒46≒46≒46≒46≒46≒46

≒
10
9

≒
10
9

≒
10
9

≒
10
9

≒
10
9

≒
10
9

≒
10
9

≒16≒16≒16≒16≒16≒16≒16

本体構造本体構造本体構造本体構造本体構造本体構造本体構造 防雨構造（ＩＰＸ３）防雨構造（ＩＰＸ３）防雨構造（ＩＰＸ３）防雨構造（ＩＰＸ３）防雨構造（ＩＰＸ３）防雨構造（ＩＰＸ３）防雨構造（ＩＰＸ３）

※本製品は、エクシオテック社製装置及び交通弱者用信号機以外の動作保証はいたしません※本製品は、エクシオテック社製装置及び交通弱者用信号機以外の動作保証はいたしません※本製品は、エクシオテック社製装置及び交通弱者用信号機以外の動作保証はいたしません※本製品は、エクシオテック社製装置及び交通弱者用信号機以外の動作保証はいたしません※本製品は、エクシオテック社製装置及び交通弱者用信号機以外の動作保証はいたしません※本製品は、エクシオテック社製装置及び交通弱者用信号機以外の動作保証はいたしません※本製品は、エクシオテック社製装置及び交通弱者用信号機以外の動作保証はいたしません

（ＶＭＧ－ＳＡ５Ｋ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＳＡ５Ｋ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＳＡ５Ｋ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＳＡ５Ｋ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＳＡ５Ｋ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＳＡ５Ｋ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＳＡ５Ｋ　㈱エクシオテック　同等品）

＜計：３台＞＜計：３台＞＜計：３台＞＜計：３台＞＜計：３台＞＜計：３台＞＜計：３台＞

ＡＥＳ樹脂ＡＥＳ樹脂ＡＥＳ樹脂ＡＥＳ樹脂ＡＥＳ樹脂ＡＥＳ樹脂ＡＥＳ樹脂本体材質本体材質本体材質本体材質本体材質本体材質本体材質

取付方法取付方法取付方法取付方法取付方法取付方法取付方法

音声出力音声出力音声出力音声出力音声出力音声出力音声出力

使用温度範囲使用温度範囲使用温度範囲使用温度範囲使用温度範囲使用温度範囲使用温度範囲

ライトグレー（Ｎ８．２）／ブラック（Ｎ１．５）ライトグレー（Ｎ８．２）／ブラック（Ｎ１．５）ライトグレー（Ｎ８．２）／ブラック（Ｎ１．５）ライトグレー（Ｎ８．２）／ブラック（Ｎ１．５）ライトグレー（Ｎ８．２）／ブラック（Ｎ１．５）ライトグレー（Ｎ８．２）／ブラック（Ｎ１．５）ライトグレー（Ｎ８．２）／ブラック（Ｎ１．５）

－２０℃～＋６０℃－２０℃～＋６０℃－２０℃～＋６０℃－２０℃～＋６０℃－２０℃～＋６０℃－２０℃～＋６０℃－２０℃～＋６０℃

壁付け、吊下げ（専用取付金具）、天井付け、壁付け（直付け）壁付け、吊下げ（専用取付金具）、天井付け、壁付け（直付け）壁付け、吊下げ（専用取付金具）、天井付け、壁付け（直付け）壁付け、吊下げ（専用取付金具）、天井付け、壁付け（直付け）壁付け、吊下げ（専用取付金具）、天井付け、壁付け（直付け）壁付け、吊下げ（専用取付金具）、天井付け、壁付け（直付け）壁付け、吊下げ（専用取付金具）、天井付け、壁付け（直付け）

カバー色カバー色カバー色カバー色カバー色カバー色カバー色

最大５Ｗ（８Ω）最大５Ｗ（８Ω）最大５Ｗ（８Ω）最大５Ｗ（８Ω）最大５Ｗ（８Ω）最大５Ｗ（８Ω）最大５Ｗ（８Ω）

最大１０分（１音声あたり）最大１０分（１音声あたり）最大１０分（１音声あたり）最大１０分（１音声あたり）最大１０分（１音声あたり）最大１０分（１音声あたり）最大１０分（１音声あたり）

送受信範囲送受信範囲送受信範囲送受信範囲送受信範囲送受信範囲送受信範囲

送信周波数送信周波数送信周波数送信周波数送信周波数送信周波数送信周波数

音声再生形式音声再生形式音声再生形式音声再生形式音声再生形式音声再生形式音声再生形式

電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源電　　源

受信周波数受信周波数受信周波数受信周波数受信周波数受信周波数受信周波数

１０～１５ｍ１０～１５ｍ１０～１５ｍ１０～１５ｍ１０～１５ｍ１０～１５ｍ１０～１５ｍ

ＭＰ３方式（モノラル）ＭＰ３方式（モノラル）ＭＰ３方式（モノラル）ＭＰ３方式（モノラル）ＭＰ３方式（モノラル）ＭＰ３方式（モノラル）ＭＰ３方式（モノラル）

３１２．４５０ＭＨｚ　　符号ＦＭ変調２波３１２．４５０ＭＨｚ　　符号ＦＭ変調２波３１２．４５０ＭＨｚ　　符号ＦＭ変調２波３１２．４５０ＭＨｚ　　符号ＦＭ変調２波３１２．４５０ＭＨｚ　　符号ＦＭ変調２波３１２．４５０ＭＨｚ　　符号ＦＭ変調２波３１２．４５０ＭＨｚ　　符号ＦＭ変調２波

２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ２３１．８４５ＭＨｚ

ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）ＡＣ１００Ｖ／２００Ｖ（５０／６０Ｈｚ）

３０Ｗ以下３０Ｗ以下３０Ｗ以下３０Ｗ以下３０Ｗ以下３０Ｗ以下３０Ｗ以下消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力消費電力

案内秒数案内秒数案内秒数案内秒数案内秒数案内秒数案内秒数

（ＶＭＧ－ＲＸ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＲＸ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＲＸ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＲＸ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＲＸ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＲＸ　㈱エクシオテック　同等品）（ＶＭＧ－ＲＸ　㈱エクシオテック　同等品）

微弱電波送受信方式＋センサ検知方式＋常時音声微弱電波送受信方式＋センサ検知方式＋常時音声微弱電波送受信方式＋センサ検知方式＋常時音声微弱電波送受信方式＋センサ検知方式＋常時音声微弱電波送受信方式＋センサ検知方式＋常時音声微弱電波送受信方式＋センサ検知方式＋常時音声微弱電波送受信方式＋センサ検知方式＋常時音声案内方式案内方式案内方式案内方式案内方式案内方式案内方式

本体設定本体設定本体設定本体設定本体設定本体設定本体設定 ノートＰＣ等のブラウザによる（ＷｉＦｉ接続）ノートＰＣ等のブラウザによる（ＷｉＦｉ接続）ノートＰＣ等のブラウザによる（ＷｉＦｉ接続）ノートＰＣ等のブラウザによる（ＷｉＦｉ接続）ノートＰＣ等のブラウザによる（ＷｉＦｉ接続）ノートＰＣ等のブラウザによる（ＷｉＦｉ接続）ノートＰＣ等のブラウザによる（ＷｉＦｉ接続）

防雨型（ＩＰＸ３相当品）防雨型（ＩＰＸ３相当品）防雨型（ＩＰＸ３相当品）防雨型（ＩＰＸ３相当品）防雨型（ＩＰＸ３相当品）防雨型（ＩＰＸ３相当品）防雨型（ＩＰＸ３相当品）本体構造本体構造本体構造本体構造本体構造本体構造本体構造

センサ規格センサ規格センサ規格センサ規格センサ規格センサ規格センサ規格 マイクロ波センサ（２４ＧＨｚ帯）マイクロ波センサ（２４ＧＨｚ帯）マイクロ波センサ（２４ＧＨｚ帯）マイクロ波センサ（２４ＧＨｚ帯）マイクロ波センサ（２４ＧＨｚ帯）マイクロ波センサ（２４ＧＨｚ帯）マイクロ波センサ（２４ＧＨｚ帯）

センサ検知距離センサ検知距離センサ検知距離センサ検知距離センサ検知距離センサ検知距離センサ検知距離 最大有効検知距離：７ｍ最大有効検知距離：７ｍ最大有効検知距離：７ｍ最大有効検知距離：７ｍ最大有効検知距離：７ｍ最大有効検知距離：７ｍ最大有効検知距離：７ｍ

センサ検知範囲センサ検知範囲センサ検知範囲センサ検知範囲センサ検知範囲センサ検知範囲センサ検知範囲 最大水平検知幅：７ｍ　最大垂直検知幅：３．６ｍ（５ｍ地点）最大水平検知幅：７ｍ　最大垂直検知幅：３．６ｍ（５ｍ地点）最大水平検知幅：７ｍ　最大垂直検知幅：３．６ｍ（５ｍ地点）最大水平検知幅：７ｍ　最大垂直検知幅：３．６ｍ（５ｍ地点）最大水平検知幅：７ｍ　最大垂直検知幅：３．６ｍ（５ｍ地点）最大水平検知幅：７ｍ　最大垂直検知幅：３．６ｍ（５ｍ地点）最大水平検知幅：７ｍ　最大垂直検知幅：３．６ｍ（５ｍ地点）

常時音内容常時音内容常時音内容常時音内容常時音内容常時音内容常時音内容 盲導鈴・任意音声・鳥の声盲導鈴・任意音声・鳥の声盲導鈴・任意音声・鳥の声盲導鈴・任意音声・鳥の声盲導鈴・任意音声・鳥の声盲導鈴・任意音声・鳥の声盲導鈴・任意音声・鳥の声

盲導鈴盲導鈴盲導鈴盲導鈴盲導鈴盲導鈴盲導鈴 チャイム４秒間　間隔１０秒／毎チャイム４秒間　間隔１０秒／毎チャイム４秒間　間隔１０秒／毎チャイム４秒間　間隔１０秒／毎チャイム４秒間　間隔１０秒／毎チャイム４秒間　間隔１０秒／毎チャイム４秒間　間隔１０秒／毎

７７０Ｈｚ（ピン）・６４０Ｈｚ（ポン）７７０Ｈｚ（ピン）・６４０Ｈｚ（ポン）７７０Ｈｚ（ピン）・６４０Ｈｚ（ポン）７７０Ｈｚ（ピン）・６４０Ｈｚ（ポン）７７０Ｈｚ（ピン）・６４０Ｈｚ（ポン）７７０Ｈｚ（ピン）・６４０Ｈｚ（ポン）７７０Ｈｚ（ピン）・６４０Ｈｚ（ポン）

音量設定、週間スケジューリング（停電保証８年間）音量設定、週間スケジューリング（停電保証８年間）音量設定、週間スケジューリング（停電保証８年間）音量設定、週間スケジューリング（停電保証８年間）音量設定、週間スケジューリング（停電保証８年間）音量設定、週間スケジューリング（停電保証８年間）音量設定、週間スケジューリング（停電保証８年間）

約３．０ｋｇ約３．０ｋｇ約３．０ｋｇ約３．０ｋｇ約３．０ｋｇ約３．０ｋｇ約３．０ｋｇ重　　量重　　量重　　量重　　量重　　量重　　量重　　量

ＯＧＯＧＯＧＯＧＯＧＯＧＯＧ
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事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局
監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員

倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫

監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員
事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下
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8,4008,4008,4008,4008,4008,4008,400 8,4008,4008,4008,4008,4008,4008,400 6,3506,3506,3506,3506,3506,3506,3501,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 8,4008,4008,4008,4008,4008,4008,400
35,32535,32535,32535,32535,32535,32535,325

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,600 1,3501,3501,3501,3501,3501,3501,350

3,6003,6003,6003,6003,6003,6003,600

8,4008,4008,4008,4008,4008,4008,400

14
,6

00
14

,6
00

14
,6

00
14
,6

00
14
,6
00

14
,6
00

14
,6
00

1,
20

0
1,

20
0

1,
20
0

1,
20
0

1,
20
0

1,
20
0

1,
20

0

175175175175175175175200200200200200200200

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

4,4004,4004,4004,4004,4004,4004,400 4,4004,4004,4004,4004,4004,4004,400 4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

1,
10
0

1,
10
0

1,
10
0

1,
10
0

1,
10
0

1,
10
0

1,
10
0
1,
35
0

1,
35
0

1,
35
0

1,
35
0

1,
35
0

1,
35
0

1,
35
0

5,
02

5
5,

02
5

5,
02
5

5,
02
5

5,
02
5

5,
02
5

5,
02

5

8,8008,8008,8008,8008,8008,8008,800 16,80016,80016,80016,80016,80016,80016,800

8,4008,4008,4008,4008,4008,4008,400 4,2004,2004,2004,2004,2004,2004,200

14
,9

50
14

,9
50

14
,9

50
14
,9

50
14
,9
50

14
,9
50

14
,9
50

5,
80
0

5,
80
0

5,
80
0

5,
80
0

5,
80
0

5,
80
0

5,
80
0

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5

17
5
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女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室

女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC

女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC

視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー

ＣＣＣＣＣＣＣ

階段階段階段階段階段階段階段

男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345

IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

E-12E-12E-12E-12E-12E-12E-12

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事 １・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後）１・２階弱電設備図（改修前・後） 1／2001／2001／2001／2001／2001／2001／200

2階弱電設備図（改修前）　1/2002階弱電設備図（改修前）　1/2002階弱電設備図（改修前）　1/2002階弱電設備図（改修前）　1/2002階弱電設備図（改修前）　1/2002階弱電設備図（改修前）　1/2002階弱電設備図（改修前）　1/200 2階弱電設備図（改修後）　1/2002階弱電設備図（改修後）　1/2002階弱電設備図（改修後）　1/2002階弱電設備図（改修後）　1/2002階弱電設備図（改修後）　1/2002階弱電設備図（改修後）　1/2002階弱電設備図（改修後）　1/200

1階弱電設備図（改修前）　1/2001階弱電設備図（改修前）　1/2001階弱電設備図（改修前）　1/2001階弱電設備図（改修前）　1/2001階弱電設備図（改修前）　1/2001階弱電設備図（改修前）　1/2001階弱電設備図（改修前）　1/200 1階弱電設備図（改修後）　1/2001階弱電設備図（改修後）　1/2001階弱電設備図（改修後）　1/2001階弱電設備図（改修後）　1/2001階弱電設備図（改修後）　1/2001階弱電設備図（改修後）　1/2001階弱電設備図（改修後）　1/200

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。

・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。(取)(取)(取)(取)(取)(取)(取)

・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。・図示　　部は既設接続を示す。

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

※※※※※※※

・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)

既設情報盤既設情報盤既設情報盤既設情報盤既設情報盤既設情報盤既設情報盤 既設ＧＡ　０／６０－３既設ＧＡ　０／６０－３既設ＧＡ　０／６０－３既設ＧＡ　０／６０－３既設ＧＡ　０／６０－３既設ＧＡ　０／６０－３既設ＧＡ　０／６０－３既設端子盤既設端子盤既設端子盤既設端子盤既設端子盤既設端子盤既設端子盤
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弱電引込み弱電引込み弱電引込み弱電引込み弱電引込み弱電引込み弱電引込み
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既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤
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弱電用配管配管（既設２５）×２弱電用配管配管（既設２５）×２弱電用配管配管（既設２５）×２弱電用配管配管（既設２５）×２弱電用配管配管（既設２５）×２弱電用配管配管（既設２５）×２弱電用配管配管（既設２５）×２既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用

弱電用配管（既設２５）×２弱電用配管（既設２５）×２弱電用配管（既設２５）×２弱電用配管（既設２５）×２弱電用配管（既設２５）×２弱電用配管（既設２５）×２弱電用配管（既設２５）×２ 既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用

電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２
既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用

既設警報盤既設警報盤既設警報盤既設警報盤既設警報盤既設警報盤既設警報盤
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キュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクル

Ｉ
Ｄ

Ｆ
Ｉ

Ｄ
Ｆ

Ｉ
Ｄ

Ｆ
Ｉ

Ｄ
Ｆ

Ｉ
Ｄ

Ｆ
Ｉ

Ｄ
Ｆ

Ｉ
Ｄ

Ｆ
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弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）
弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）
既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用

弱電引込み弱電引込み弱電引込み弱電引込み弱電引込み弱電引込み弱電引込み

電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２電話用配管（既設２５）×２
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ＡＡＡＡＡＡＡ

１１１１１１１ ２２２２２２２ ３３３３３３３ ４４４４４４４

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＢＢＢＢＢＢＢ

ＡＡＡＡＡＡＡ

200200200200200200200

200200200200200200200175175175175175175175 200200200200200200200
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8,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 8,4008,4008,4008,4008,4008,4008,400

5,0005,0005,0005,0005,0005,0005,0008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4008,4003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,600 1,3501,3501,3501,3501,3501,3501,350

3,6003,6003,6003,6003,6003,6003,600
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学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫 教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫

女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室

男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室

女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC

女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー

ＣＣＣＣＣＣＣ

監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員
事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局

監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室
事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局
監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員

倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫

無線ＬＡＮ用受口無線ＬＡＮ用受口無線ＬＡＮ用受口無線ＬＡＮ用受口無線ＬＡＮ用受口無線ＬＡＮ用受口無線ＬＡＮ用受口
上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付上部（天井付近）に取付無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管

天井内天井内天井内天井内天井内天井内天井内

ＭＭＭＭＭＭＭ

無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管
天井内天井内天井内天井内天井内天井内天井内

無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管無線ＬＡＮ用空配管
天井内天井内天井内天井内天井内天井内天井内

メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）メタルワイプロ用コンセント（計：４個）
電話＋情報（メタルワイプロ２ウェイタイプ）電話＋情報（メタルワイプロ２ウェイタイプ）電話＋情報（メタルワイプロ２ウェイタイプ）電話＋情報（メタルワイプロ２ウェイタイプ）電話＋情報（メタルワイプロ２ウェイタイプ）電話＋情報（メタルワイプロ２ウェイタイプ）電話＋情報（メタルワイプロ２ウェイタイプ）

ＲＲＲＲＲＲＲ

(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)

(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)(ＭＭ１－Ａ)

（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）

ＴＶ７ＴＶ７ＴＶ７ＴＶ７ＴＶ７ＴＶ７ＴＶ７

ＴＶ５ＴＶ５ＴＶ５ＴＶ５ＴＶ５ＴＶ５ＴＶ５

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表配　線　表

図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。図中記入なき配線は下記とする。

・電話、情報用配管設備・電話、情報用配管設備・電話、情報用配管設備・電話、情報用配管設備・電話、情報用配管設備・電話、情報用配管設備・電話、情報用配管設備

空配管空配管空配管空配管空配管空配管空配管

空配管空配管空配管空配管空配管空配管空配管

配　線配　線配　線配　線配　線配　線配　線

※特記※特記※特記※特記※特記※特記※特記

１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。１．コンクリート・ブロック部及び間仕切壁内はＰＦ管に収容とする。

２．空配管には呼び鉄線を入線のこと。２．空配管には呼び鉄線を入線のこと。２．空配管には呼び鉄線を入線のこと。２．空配管には呼び鉄線を入線のこと。２．空配管には呼び鉄線を入線のこと。２．空配管には呼び鉄線を入線のこと。２．空配管には呼び鉄線を入線のこと。

ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ

（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）

（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）

・テレビ共聴設備・テレビ共聴設備・テレビ共聴設備・テレビ共聴設備・テレビ共聴設備・テレビ共聴設備・テレビ共聴設備

ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ （天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）（天井内ころがし）

（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）

（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）
（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）（ＰＦ２２）

（
Ｐ
Ｆ

２
２

）
（
Ｐ
Ｆ

２
２
）

（
Ｐ
Ｆ

２
２

）
（
Ｐ
Ｆ

２
２

）
（
Ｐ
Ｆ

２
２

）
（
Ｐ
Ｆ

２
２

）
（
Ｐ
Ｆ

２
２

）

ＴＶ５ＴＶ５ＴＶ５ＴＶ５ＴＶ５ＴＶ５ＴＶ５

（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ）（ＭＭ１－Ａ） （露出）（露出）（露出）（露出）（露出）（露出）（露出）

・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の・既設配管撤去後の不要なコンクリート床及び壁の
　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。　穴埋め補修は本工事とする。

・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は・既設機器撤去後の不要なボックス等は
　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。　ブランクプレート等取付のこと。

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。

・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。・撤去により断線した必要な回路は回路復旧のこと。

弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）
弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）
既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用

弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）
弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）弱電用配管（既設３１）
既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用

弱電用配管（既設３１）＜電話用＞弱電用配管（既設３１）＜電話用＞弱電用配管（既設３１）＜電話用＞弱電用配管（既設３１）＜電話用＞弱電用配管（既設３１）＜電話用＞弱電用配管（既設３１）＜電話用＞弱電用配管（既設３１）＜電話用＞

弱電用配管（既設２５）＜情報用＞弱電用配管（既設２５）＜情報用＞弱電用配管（既設２５）＜情報用＞弱電用配管（既設２５）＜情報用＞弱電用配管（既設２５）＜情報用＞弱電用配管（既設２５）＜情報用＞弱電用配管（既設２５）＜情報用＞ 既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用

既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用既設配管は再利用

ＲＲＲＲＲＲＲ ＲＲＲＲＲＲＲ



PSPSPSPSPSPSPS
事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局
監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員

倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員
事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

ＤＤＤＤＤＤＤ

ＣＣＣＣＣＣＣ
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ＡＡＡＡＡＡＡ
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男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室

〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地〒772-0002　徳島県鳴門市撫養町斉田字浜端西6-1番地

1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　1級建築士登録　第237012号　管理建築士　泉　真治　　(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室(株)泉設計室

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345TEL・FAX　088-685-9345

IZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITUIZUMI  SEKKEISHITU

事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号事務所登録番号　徳島県知事登録第01046号
図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺縮尺工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称工事名称

E-13E-13E-13E-13E-13E-13E-13

鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事鳴門市分庁舎改修工事のうち電気工事 １・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後）１・２階自動火災報知設備図（改修前・後） 1／2001／2001／2001／2001／2001／2001／200

2階自動火災報知設備図（改修前）　1/2002階自動火災報知設備図（改修前）　1/2002階自動火災報知設備図（改修前）　1/2002階自動火災報知設備図（改修前）　1/2002階自動火災報知設備図（改修前）　1/2002階自動火災報知設備図（改修前）　1/2002階自動火災報知設備図（改修前）　1/200 2階自動火災報知設備図（改修後）　1/2002階自動火災報知設備図（改修後）　1/2002階自動火災報知設備図（改修後）　1/2002階自動火災報知設備図（改修後）　1/2002階自動火災報知設備図（改修後）　1/2002階自動火災報知設備図（改修後）　1/2002階自動火災報知設備図（改修後）　1/200

1階自動火災報知設備図（改修前）　1/2001階自動火災報知設備図（改修前）　1/2001階自動火災報知設備図（改修前）　1/2001階自動火災報知設備図（改修前）　1/2001階自動火災報知設備図（改修前）　1/2001階自動火災報知設備図（改修前）　1/2001階自動火災報知設備図（改修前）　1/200 1階自動火災報知設備図（改修後）　1/2001階自動火災報知設備図（改修後）　1/2001階自動火災報知設備図（改修後）　1/2001階自動火災報知設備図（改修後）　1/2001階自動火災報知設備図（改修後）　1/2001階自動火災報知設備図（改修後）　1/2001階自動火災報知設備図（改修後）　1/200
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・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。・図示　　印は既設器具取外しを示す。

◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。

・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。・図示　　印は既設撤去処分を示す。

既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線

(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)
◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記◎特記

・図示　　部は既設接続調整を示す。・図示　　部は既設接続調整を示す。・図示　　部は既設接続調整を示す。・図示　　部は既設接続調整を示す。・図示　　部は既設接続調整を示す。・図示　　部は既設接続調整を示す。・図示　　部は既設接続調整を示す。

・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。・図示　　印は既設器具再取付を示す。

・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。・図示　　　　部分は既設そのまま再利用とする。
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ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ) ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)ＥＭ－ＡＥ１．２－４Ｃ(ＭＭ１－Ａ)

・撤去により断線した回路は別ルートより回路・撤去により断線した回路は別ルートより回路・撤去により断線した回路は別ルートより回路・撤去により断線した回路は別ルートより回路・撤去により断線した回路は別ルートより回路・撤去により断線した回路は別ルートより回路・撤去により断線した回路は別ルートより回路
　接続・復旧を行う。　接続・復旧を行う。　接続・復旧を行う。　接続・復旧を行う。　接続・復旧を行う。　接続・復旧を行う。　接続・復旧を行う。

・既設機器撤去後はブランクプレート等取付のこと。・既設機器撤去後はブランクプレート等取付のこと。・既設機器撤去後はブランクプレート等取付のこと。・既設機器撤去後はブランクプレート等取付のこと。・既設機器撤去後はブランクプレート等取付のこと。・既設機器撤去後はブランクプレート等取付のこと。・既設機器撤去後はブランクプレート等取付のこと。

・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。・露出する配線は第１種金属線ぴに収容とする。

(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)

(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)

(再)(再)(再)(再)(再)(再)(再)

５５５５５５５

１１１１１１１
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既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤 既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤既設防犯盤

・取外し（移設）・取外し（移設）・取外し（移設）・取外し（移設）・取外し（移設）・取外し（移設）・取外し（移設）
既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線既設受信機Ｐ型２級５回線
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既設既設既設既設既設既設既設
キュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクル
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玄関ホール玄関ホール玄関ホール玄関ホール玄関ホール玄関ホール玄関ホール

身障者WC身障者WC身障者WC身障者WC身障者WC身障者WC身障者WC

男WC男WC男WC男WC男WC男WC男WC

ＡＬＴ室兼ＡＬＴ室兼ＡＬＴ室兼ＡＬＴ室兼ＡＬＴ室兼ＡＬＴ室兼ＡＬＴ室兼
学校教育課準備室学校教育課準備室学校教育課準備室学校教育課準備室学校教育課準備室学校教育課準備室学校教育課準備室

施設担当資料室施設担当資料室施設担当資料室施設担当資料室施設担当資料室施設担当資料室施設担当資料室
教育総務課兼教育総務課兼教育総務課兼教育総務課兼教育総務課兼教育総務課兼教育総務課兼

教育長室教育長室教育長室教育長室教育長室教育長室教育長室

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

会議室会議室会議室会議室会議室会議室会議室相談室相談室相談室相談室相談室相談室相談室

教育総務課（10人）教育総務課（10人）教育総務課（10人）教育総務課（10人）教育総務課（10人）教育総務課（10人）教育総務課（10人）

生涯学習人権課（18人）生涯学習人権課（18人）生涯学習人権課（18人）生涯学習人権課（18人）生涯学習人権課（18人）生涯学習人権課（18人）生涯学習人権課（18人） 学校教育課（20人）学校教育課（20人）学校教育課（20人）学校教育課（20人）学校教育課（20人）学校教育課（20人）学校教育課（20人）

女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC EPSEPSEPSEPSEPSEPSEPS

通路通路通路通路通路通路通路

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫 植込植込植込植込植込植込植込

植込植込植込植込植込植込植込
スロープスロープスロープスロープスロープスロープスロープ 植込植込植込植込植込植込植込

植込植込植込植込植込植込植込
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UPUPUPUPUPUPUP

UPUP UPUP UPUP UP

廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2

廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2廊下2

エントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホールエントランスホール

障がい会館1障がい会館1障がい会館1障がい会館1障がい会館1障がい会館1障がい会館1
WC2（女）WC2（女）WC2（女）WC2（女）WC2（女）WC2（女）WC2（女）

掃除具2掃除具2掃除具2掃除具2掃除具2掃除具2掃除具2

基幹センター室2基幹センター室2基幹センター室2基幹センター室2基幹センター室2基幹センター室2基幹センター室2

WC2（男）WC2（男）WC2（男）WC2（男）WC2（男）WC2（男）WC2（男）

みんなのトイレみんなのトイレみんなのトイレみんなのトイレみんなのトイレみんなのトイレみんなのトイレ

貸館　多目的室貸館　多目的室貸館　多目的室貸館　多目的室貸館　多目的室貸館　多目的室貸館　多目的室

基幹センター室1基幹センター室1基幹センター室1基幹センター室1基幹センター室1基幹センター室1基幹センター室1

廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3廊下3

給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室給湯室

階段室階段室階段室階段室階段室階段室階段室

談話室談話室談話室談話室談話室談話室談話室

廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4廊下4

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

WC1(男)WC1(男)WC1(男)WC1(男)WC1(男)WC1(男)WC1(男)

WC1(女)WC1(女)WC1(女)WC1(女)WC1(女)WC1(女)WC1(女)

空室空室空室空室空室空室空室

PSPSPSPSPSPSPS

廊下1廊下1廊下1廊下1廊下1廊下1廊下1

植込植込植込植込植込植込植込

植込植込植込植込植込植込植込

中会議室中会議室中会議室中会議室中会議室中会議室中会議室
玄関ポーチ玄関ポーチ玄関ポーチ玄関ポーチ玄関ポーチ玄関ポーチ玄関ポーチ

多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫多目的備品庫

UPUPUPUPUPUPUP

身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場 身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場身障者駐車場
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学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫学校教育課倉庫 教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫教育総務課倉庫

男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室男子更衣室

女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC

女WC女WC女WC女WC女WC女WC女WC

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

ＣＣＣＣＣＣＣ

監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員
事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局

監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室監査委員室

事務局事務局事務局事務局事務局事務局事務局
監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員監査委員

倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫倉　庫
女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室女子更衣室 視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー視聴覚ライブラリー 電気室電気室電気室電気室電気室電気室電気室

誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置誘導灯用信号装置
（１回路用）（１回路用）（１回路用）（１回路用）（１回路用）（１回路用）（１回路用）

ＰＰＰＰＰＰＰ

ＢＢＢＢＢＢＢ
ＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮ

・５番回路撤去・５番回路撤去・５番回路撤去・５番回路撤去・５番回路撤去・５番回路撤去・５番回路撤去

(取)(取)(取)(取)(取)(取)(取)

・再取付（移設）・再取付（移設）・再取付（移設）・再取付（移設）・再取付（移設）・再取付（移設）・再取付（移設）
・回路調整、銘板変更・回路調整、銘板変更・回路調整、銘板変更・回路調整、銘板変更・回路調整、銘板変更・回路調整、銘板変更・回路調整、銘板変更

ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）
既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）
既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）
既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）ＨＩＶ１．２×７（１９）
既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

ＨＰ１．２－３Ｐ（２２）ＨＰ１．２－３Ｐ（２２）ＨＰ１．２－３Ｐ（２２）ＨＰ１．２－３Ｐ（２２）ＨＰ１．２－３Ｐ（２２）ＨＰ１．２－３Ｐ（２２）ＨＰ１．２－３Ｐ（２２）
撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分

ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）

既設P-1既設P-1既設P-1既設P-1既設P-1既設P-1既設P-1

既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）ＨＩＶ１．２×２（１９）
既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用既設そのまま再利用

既設P-1既設P-1既設P-1既設P-1既設P-1既設P-1既設P-1

ＨＩＶ１．２×９（１９）ＨＩＶ１．２×９（１９）ＨＩＶ１．２×９（１９）ＨＩＶ１．２×９（１９）ＨＩＶ１．２×９（１９）ＨＩＶ１．２×９（１９）ＨＩＶ１．２×９（１９）
撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分撤去処分

ＨＰ５ＰＨＰ５ＰＨＰ５ＰＨＰ５ＰＨＰ５ＰＨＰ５ＰＨＰ５Ｐ ＨＰ１０ＰＨＰ１０ＰＨＰ１０ＰＨＰ１０ＰＨＰ１０ＰＨＰ１０ＰＨＰ１０Ｐ

ＥＭ－ＨＰ１．２－１０ＰＥＭ－ＨＰ１．２－１０ＰＥＭ－ＨＰ１．２－１０ＰＥＭ－ＨＰ１．２－１０ＰＥＭ－ＨＰ１．２－１０ＰＥＭ－ＨＰ１．２－１０ＰＥＭ－ＨＰ１．２－１０ＰＥＭ－ＨＰ１．２－５ＰＥＭ－ＨＰ１．２－５ＰＥＭ－ＨＰ１．２－５ＰＥＭ－ＨＰ１．２－５ＰＥＭ－ＨＰ１．２－５ＰＥＭ－ＨＰ１．２－５ＰＥＭ－ＨＰ１．２－５Ｐ

新設総合盤（Ｐ型２級）新設総合盤（Ｐ型２級）新設総合盤（Ｐ型２級）新設総合盤（Ｐ型２級）新設総合盤（Ｐ型２級）新設総合盤（Ｐ型２級）新設総合盤（Ｐ型２級）
埋込型埋込型埋込型埋込型埋込型埋込型埋込型

※※※※※※※
※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※

※※※※※※※


